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はじめに  

 

１  点検・評価の趣旨  

 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正（平成１９年６月

２７日公布）に伴い，教育委員会は，平成２０年４月１日から毎年，その権限

に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い，その結果に

関する報告書を議会に提出し，公表することが義務づけられました。  

  本市教育委員会では，法改正の趣旨に則り，効果的な教育行政の推進に資す

るとともに，市民への説明責任を果たすため，毎年度，施策および事務事業に

関する点検・評価を実施し，報告書を作成しています。  

  

※  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）  

  （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

  第２６条  教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第１項の    

規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務

（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を

含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い，その結果

に関する報告書を作成し，これを議会に提出するとともに，公表しなけ

ればならない。  

    ２  教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関    

し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。  

 

２  点検・評価の対象  

 

  点検・評価は，平成３０年度に実施した教育委員会の施策，事務事業全般を

対象とし，また，教育委員会会議の開催状況や教育委員の活動状況など，教育

委員会の活動そのものについても実施しました。  

  なお，評価の対象とする項目については，「函館市教育振興基本計画」に掲

げる施策を基本とし，その他の教育委員会の施策を網羅する形で，その施策に

関する「事務事業」を選定しました。  
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３  点検・評価の方法  

 

 （１）点検・評価の視点  

    教育委員会会議の開催や教育委員の活動など，教育委員会の活動状況に

ついて明らかにし，今後の取組の方向を示しています。  

    また，施策については，所管する「事務事業」の実施状況について，  

「 Ｐ ｌ ａ ｎ 」 （ 事 業 概 要 （ 目 的 等 ） ） ， 「 Ｄ ｏ 」 （ 取 組 実 績 ） ，  

「Ｃｈｅｃｋ」（成果・課題，および評価），「Ａｃｔｉｏｎ」（今年度

の状況）を１事業１枚の点検評価シートとしてまとめ，事業ごとの  

ＰＤＣＡサイクルを明確にしました。  

 

 （２）学識経験者の知見の活用  

    報告書作成にあたっては，点検・評価の客観性を確保するため，函館市

教育振興審議会から，点検・評価の内容および手法に対するご意見をお聞

きしました。  

    ご意見については，本報告書に掲載するとともに，今後の教育施策に反

映します。  

 

４  点検・評価結果の公表  

 

  市民への説明責任を果たすため，本報告書を議会へ提出するとともに，教育

委員会のホームページへの掲載や各教育施設への設置など，点検・評価結果の

積極的な公表に努めます。  
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Ⅰ 教育委員会の活動状況に関する点検・評価 

 

１ 教育委員の選任状況 

教育長および教育委員は，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき，教育，

学術，文化などに関して識見を有する人および公募により，市長が議会の同意を得て任命し

ています。 

 本市教育委員会は，次のとおり構成しており，委員の選任にあたっては，現に子どもを教

育している保護者の意向が教育行政に適切に反映されるよう，その積極的な登用に努めてい

ます。 

  

 【函館市教育委員会】                    （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

職名 氏名 性別 任期 職業 備考 

教育長 辻  俊行 男 
H29. 4. 1 ～ 

H32.3.31 
 １期目 

職務代理者 藤井 壽夫 男 
H29.10.24 ～ 

H33.10.23 
短期大学教授 ２期目 

委 員 小葉松 洋子 女 
H27.10.23 ～ 

H31.10.22 
病院長 ３期目 

委 員 須田 新崇 男 
H30.10.15 ～ 

H34.10.14 
会社社長 ２期目 

委 員 青田  基 男 
H28.10.24 ～ 

H32.10.23 
会社代表(保護者) １期目 

※ 教育長の任期は３年間，委員の任期は４年間  

 

２ 教育委員会会議の開催状況 

 本市教育委員会の会議は，原則として毎月第２水曜日に定例会を開催しているほか，必要

に応じて臨時会を開催しています。 

 会議では，教育行政に関する基本方針や市議会提出案件，規則の制定など，重要な施策に

ついて審議を行っているほか，事務局から委員に対し，教育施策に関する各種報告，情報提

供を行い，活発な議論がなされています。   

 なお，会議は原則として公開で行っており，市民に対してホームページで開催日時や過去

の議事録等の情報提供を行っています。 

 詳細については，「参考資料」のページをご覧ください。 

 

（１）平成３０年度会議開催数 

   ア 教育委員会定例会 １２回 

   イ 教育委員会臨時会 ３４回   計４６回 
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（２）平成３０年度付議案件数 

ア 議案      ８０件 

   イ 報告事項    ２９件 

ウ その他報告事項 ３８件  計１４７件 

 

（３）平成３０年度の会議の公開状況 

ア 傍聴者    ４名 

イ 非公開事項（市議会提出案件，人事案件等） 

・議案   ４２件  

・報告事項 ３０件  計７２件 

 

３ 教育長および教育委員の活動状況 

教育委員は，教育委員会の会議のほかに，各種大会や研修会に参加し，他都市教育委員と

の情報交換や議論を通じ，職務遂行に必要な知識の習得に努めています。また，学校行事へ

の出席や所管施設訪問により，教育現場の状況に理解を深め，教育委員会の意思決定に反映

させています。詳細については，「参考資料」のページをご覧ください。 

 

（１）各種会議，研修会への参加 

    平成３０年度参加回数 １回・延べ３人 

 

（２）所管施設訪問 

平成３０年度訪問回数２２回・延べ３０人 ※教育長単独での訪問を除く 

 

（３）その他大会・行事等への参加 

    平成３０年度参加回数１５回・延べ３０人 ※教育長単独での参加を除く 

 

（４）市長との意見交換 

    平成３０年度については，市長，教育長および教育委員で構成する総合教育会議を， 

平成３０年１１月１６日に開催し，意見交換を行いました。 

また，平成３１年１月１１日に予算要望を行うとともに，教育施策について意見交換  

を行いました。 

 

４ 条例・規則の制定および計画等の策定状況 

 教育委員会では，所管する条例や規則等について，適宜制定・改廃を行っているほか，教

育行政を推進するための各種計画の策定を行っています。詳細については，「参考資料」のペ

ージをご覧ください。 

 

（１）条例・規則・訓令の制定状況 
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   ア 条例：制定 １件，改正 ８件，廃止 １件 

   イ 規則：制定 ２件，改正 ７件，廃止 １件 

   ウ 訓令：改正 １件 

 

（２）計画等の策定状況 

   計画等の策定はありませんでした。 

 

５ 附属機関の設置状況 

  教育委員会では，多様化・高度化する市民ニーズに対応し，効果的な教育行政を推進するに

当たり，専門的な視点からの意見や市民の幅広い意見を反映させるための附属機関を設置して

います。 

 

 （１）函館市教育振興審議会 

    教育委員会の諮問に応じ，教育の振興に関する施策の推進について調査審議する。 

 

 （２）函館市スポーツ振興審議会 

    教育委員会の諮問に応じ，スポーツの推進に関する重要事項について調査審議する。 

 

 （３）函館市教育支援委員会 

    教育委員会の諮問に応じ，教育上特別な配慮を要する児童生徒の心身の障がいの種類， 

程度等について調査審議する。 

 

 （４）函館市いじめ防止対策審議会 

    教育委員会の諮問に応じ，市立学校におけるいじめの防止，いじめの早期発見およびい 

じめへの対処のための対策等について調査審議する。 

 

 （５）函館市青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会 

    奨励事業の実施について教育長から付託された専門的事項について審議する。 

 

 （６）函館市社会教育委員 

    教育委員会の諮問に応じ，社会教育に関する諸計画の立案に関して意見を述べるほか， 

社会教育について調査・研究する。 

 

 （７）博物館協議会 

    館長の諮問に応じ，博物館の運営に関し意見を述べる。 

 

 （８）函館市文化財保護審議会 

    教育委員会の諮問に応じ，文化財の保存・活用に関する重要事項について調査審議する。 
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６ 市民への情報提供および意見聴取の状況 

   教育が市民にとって関心の高い分野であることを踏まえ，教育委員会の制度や施策，事業内

容について広く市民にお知らせするため，刊行物の発行やホームページの管理，運営により，

積極的に情報発信を行っています。詳細については，「参考資料」のページをご覧ください。 

 

 

◎今後の取組の方向 

 

 教育委員会の委員は，多様な意見を教育行政に反映するために，各分野から選任され

ていますが，より幅広い分野からの見識や発想が必要であることから，平成２４年１０

月から委員１名を公募により選任し，教育行政のさらなる充実と教育委員会の活性化に

取り組んでいます。 

 会議については，毎月定例で開催しており，教育委員会の取組に対する理解を深めて

いただくために公開とし，会議録をホームページ等で公表しているほか，開催場所につ

いては，市役所の会議室だけではなく市立学校や教育施設などで行うことで，現場の状

況に直接触れることを心がけるとともに，所管施設への訪問や教職員，保護者との懇談

会を開催するなど，教育現場を取り巻くニーズの把握に積極的に努めています。 

 平成２７年４月には，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律が施行され，新たな教育委員会制度がスタートしました。本市においても，新法に基

づく教育長が平成２９年４月１日に任命され，新制度へ完全移行しました。市民の代表

である市長と教育委員会が重要施策などについて協議・調整する「総合教育会議」の活

用や教育長および教育委員の所管施設への訪問機会を増やし現状および課題を認識す

るなど，「函館市教育振興基本計画」（平成３０年３月策定）に基づき，教育施策の総合

的・計画的な推進を図ってまいります。 



 

 

 

 

 

 

    

Ⅱ 教育委員会の施策に関する点検・評価 
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Ⅱ 教育委員会の施策に関する点検・評価 

 

◆ 点検・評価シートの構成について 

 

（１）「基本計画の体系」 

   函館市教育振興基本計画」の体系に基づき，「基本目標」，「施策」，「主な取組」お 

  よび計画本文の文言を記載しています。 

（２）「その他計画の位置づけ」 

  当該事業が，教育その他の計画にも位置づけられている場合に，当該計画名を記 

載しています。 

（３）「事業名」および「事業概要（目的等）」 

 「函館市教育振興基本計画」に掲げる主要施策に基づく，具体の事務事業の概要 

や目的を記載しています。 

（４）「取組実績」 

平成３０年度の取組実績および過去５年間の実績の数値データの推移を記載し

ています。 

（５）「成果と課題」 

   成果と課題を記載しています。 

（６）「評価」 

取組実績や成果・課題などから，以下のとおり３段階で自己評価し，その理由と

ともに評価を記載しています。 

◎ 予定以上に進んでいる ／十分な成果が得られている    ／ほとんど課題はない 

○ 予定どおり進んでいる ／ある程度の成果が得られている  ／課題が少しある 

△ 遅れている      ／成果が不十分で，改善の必要がある／課題が多くある 

（７）「今年度の状況」 

   当該事業の令和元年度の取組状況を以下から選択するとともに，事業の成果や課

題，評価結果を踏まえた具体的な取組状況を記載しています。 

拡充 平成３０年度の結果を踏まえ，事業の規模等を拡充して推進 

継続 平成３０年度の結果を踏まえ，同様の取組を推進 

縮小 平成３０年度の結果を踏まえ，事業の規模等を縮小して推進 

改善 平成３０年度の結果を踏まえ，事業の内容等を見直して推進 

終了 平成３０年度の結果を踏まえ，事業を終了 

 

 



◆点検・評価結果一覧

　基本目標１　変化する社会を生きる力の育成 評価 ページ

　施策１　確かな学力を育む教育の推進

学力向上プロジェクト推進事業の推進 ○ 15

授業の改善・充実 ○ 16

新学習指導要領への対応（授業改善の推進） ○ 17

教育活動の改善・充実 ○ 18

学力向上非常勤講師の配置（小学校算数TT） ○ 19

読書活動の充実，学校図書館の活用 ○ 20

学校司書の配置と活用 ○ 21

プログラミング教育の推進 ○ 22

探究的な学習活動の充実 ○ 23

新学習指導要領に対応した学習指導の充実 ○ 24

望ましい学習習慣の定着に向けた取組 ○ 25

　施策２　豊かな心を育む教育の推進

いじめ防止対策事業の推進 ○ 26

いじめの未然防止等に係る生徒指導の充実 ○ 27

いじめの未然防止等に係る教育相談の充実 ○ 28

スクールカウンセラーの活用 ○ 29

学校ネットパトロール事業の推進 ○ 30

道徳教育の充実 ○ 31

考え，議論する道徳の授業への転換 ○ 32

生命を尊重する教育の推進 ○ 33

自己有用感等を高める指導の充実 ○ 34

社会体験活動への参加促進 ○ 35

社会教育施設を活用した学習活動の充実 ○ 36

部活動地域支援者の活用 ○ 37

　施策３　健やかな体を育む教育の推進

学校保健の推進 ○ 38

健康教育の推進 △ 39

フッ化物洗口の実施 ○ 40

性教育，薬物乱用防止の推進 ○ 41

体力・運動能力の向上に向けた教科指導等の充実 △ 42

安全・安心な学校給食の提供 △ 43

地産地消の推進 ○ 44

食育の推進 ○ 45

和食給食の推進 ○ 46

食物アレルギー対策の推進 ○ 47

安全教育の推進 ○ 48

通学路安全対策の推進 ○ 49

防災対策の充実 ○ 50

9



　施策４　幼児教育の充実

教育内容の充実 ○ 51

職員研修や教育相談の充実 ○ 52

小学校教育との連携 ○ 53

　施策５　多様なニーズに対応した取組の充実

特別支援教育に係る保護者，地域への啓発活動の推進 ○ 54

特別支援学校および関係機関との連携 ○ 55

特別支援教育サポートチームおよび特別支援巡回指導員の活用 ○ 56

特別支援教育支援員の配置 ◎ 57

教育相談および就学指導の充実 ○ 58

不登校対策事業の推進 ○ 59

適応指導教室，相談指導学級の開設 ○ 60

フリースクールなど関係機関との連携による不登校対策事業の推進 ○ 61

不登校等に関わる教育相談の充実 ○ 62

就学に要する費用の援助 ○ 63

アフタースクールの支援 ○ 64

学校施設の維持管理 ○ 65

学校施設耐震改修事業の推進 ○ 66

統合校新築・増築・改修事業の推進 ○ 67

　基本目標２　地域とともにある学校づくりの推進

　施策１　家庭・地域との連携・協働の推進

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の拡大・推進 ○ 68

学校評議員の活用 ○ 69

学校評価の充実 ○ 70

学校運営協議会における学校関係者評価の実施 ○ 71

［再掲］コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の拡大・推進 ○ 72

［再掲］コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の拡大・推進 ○ 73

　施策２　学校における指導体制等の充実

校務運営の改善・充実 ○ 74

学力向上および教員の指導力向上に係る事業等の推進 ○ 75

単位制を活用した教育課程の充実（高校） ○ 76

外部人材の活用 ○ 77

学校における業務改善の取組の推進 ○ 78

学力向上非常勤講師の配置（中学校免許外指導解消） ◎ 79

［再掲］部活動地域支援者の活用 ○ 80

校務支援システムの導入・活用 ○ 81

教職員研修の充実 ○ 82

南北海道教育センター研究事業の推進 ○ 83

生徒指導に係る研修事業の充実 ○ 84
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　施策３　学校間の連携・接続

小中一貫教育に向けた取組 ○ 85

［再掲］小中一貫教育に向けた取組 ○ 86

はこだて子どもサポートシートの活用の推進 △ 87

学校間の連携による取組の充実 ○ 88

市立小・中学校の再編の推進 ○ 89

学校図書館地域開放の取組 △ 90

　基本目標３　函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成

　施策１　函館への愛着や誇りを育む教育の推進　

地域資源を活用した教育活動の推進 ○ 91

市立函館高校における「函館学」の充実 ○ 92

地域と関わる教育活動の充実 ○ 93

地域と連携した学習活動の充実 ○ 94

　施策２　未来へ飛躍する力を育む教育の推進

国際理解教育の充実（高校） ○ 95

英語教育，外国語活動の充実 ○ 96

高校生海外留学事業の充実 ○ 97

職場体験学習の推進 ○ 98

進路指導の充実（高校） ○ 99

［再掲］職場体験学習の推進 ○ 100

理科，算数・数学の授業の充実 ○ 101

科学技術に関する教員研修等の推進 ○ 102

　基本目標４　生きがいを創り出す生涯学習の推進

　施策１　生涯学習活動の促進

施設の管理運営（社会教育関係） ○ 103

放送大学函館学習室の利用促進 ○ 106

各種生涯学習事業の実施（戸井地域） ○ 107

各種生涯学習事業の実施（恵山地域） ○ 108

各種生涯学習事業の実施（椴法華地域） ○ 109

各種生涯学習事業の実施（南茅部地域） ○ 110

まなびっと広場の充実 ○ 111

高齢者対象大学の実施 ○ 112

戸井地区ふれあい学園の実施 ○ 113

恵山ふれあいいきいき大学の実施 ○ 114

高齢者ふれあいいきいき学級の実施（椴法華地域） ○ 115

カルチャーナイトの実施 ○ 116

生涯学習リーダーバンクの取組の推進 ○ 117
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　施策２　社会教育活動の推進

社会学級事業の実施 ○ 118

ウィークエンド・サークル実施事業の実施 ○ 119

学校施設文化開放の推進 ○ 120

家庭教育支援事業の推進 ○ 121

亀田交流プラザ整備事業の推進 ○ 122

　基本目標５　心の豊かさを育む文化芸術の振興

　施策１　文化芸術活動の促進・支援

施設の管理運営（文化芸術関係） ○ 124

［再掲］学校施設文化開放の推進 ○ 126

関係団体と連携した鑑賞事業の提供 ○ 127

市民文化祭の開催 ○ 128

戸井地区文化祭の開催 ○ 129

恵山地区文化祭の開催 ◎ 130

南茅部地域文化祭の開催 ○ 131

文化芸術アウトリーチ事業の取組 ○ 132

青少年芸術教育奨励事業の実施 ○ 133

アートマネジメント人材の育成支援 ○ 134

　施策２　文化遺産の保存・活用と伝統文化の継承

特別史跡五稜郭跡環境整備事業の計画的な推進，重要文化財の保存修理事業の推進 ○ 135

史跡垣ノ島遺跡の整備 ○ 137

縄文文化交流事業の推進，「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた取組の強化 ○ 139

博物館資料の整理と活用 ○ 141

図書館郷土資料の整理・活用とデジタルアーカイブ事業の推進 ○ 142

後継者の育成等，合併地域における伝統芸能の保存継承 ○ 143

社会教育施設の維持管理 ○ 144

　基本目標６　健やかな心身を育むスポーツの振興

　施策１　スポーツの振興

幼少期からの子どもの体力向上の推進 ○ 145

地域スポーツ活動への参加機会の充実（戸井地域） ○ 146

地域スポーツ活動への参加機会の充実（恵山地域） ○ 147

地域スポーツ活動への参加機会の充実（南茅部地域） ○ 149

運動部活動の充実 ○ 151

地域スポーツ活動への参加促進 ○ 152

スポーツによる健康づくりに親しむ意識の啓発 ○ 153

市民だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション活動の充実 ○ 154

市民だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション活動の充実（戸井地域） ○ 155

市民だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション活動の充実（椴法華地域） ○ 156

市民だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション活動の充実（南茅部地域） ○ 157
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　施策１　スポーツの振興

スポーツ団体および指導者の育成 ○ 159

障がい者のスポーツ活動への参加機会の充実 ○ 160

高齢者の運動機会の充実 ○ 161

高齢者の運動機会の充実（戸井地域） ○ 162

高齢者の運動機会の充実（恵山地域） ○ 163

スポーツ施設の有効活用 ○ 165

競技スポーツ指導者の育成と競技力の向上 ○ 166

大規模スポーツ大会・プロスポーツイベントやスポーツ合宿などの誘致 ○ 167

スポーツを通じた地域間交流の促進 ○ 168

スポーツ施設の維持管理 ○ 169
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

１ 授業改善の推進 

(1)標準学力検査や全国学力・学習状況調査の結果を詳細に分析し，授業改善や指導内

容の重点化に活用します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進指針「アプローチ」） 

事 業 名 学力向上プロジェクト推進事業の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 子どもの学力の向上を図るため，主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

や子どもの学習意欲を高める指導内容について研究・実践する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市内小・中学校３校を，研究モデル校として指定した。 

・平成３０年度は，「社会に開かれた教育課程の実現に向けて」を研究実践テーマと

し，小中連携による算数・数学科の指導，中学校における道徳科の指導を対象とし

た。 

・南北海道教育センターの研究員と連携し４回の会議を開催したほか，モデル校３校

において公開研究授業を実施し，授業および事後協議等を通じて，研究の充実を図

った。 

 

【過去５年間の推移】「研究実践テーマと研究モデル校」 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

研究実践 

テーマ 

粘り強さを育

む組織的な学

習指導の推進 

「探求型の授

業」（アクティ

ブラーニング）

をめざして 

校内研究の質

の向上につい

て 

質の高い学び

の実現をめざ

して 

社会に開かれ

た教育課程の

実現に向けて 

研究 

モデル校 

・高盛小 

・桐花中 

・神山小 

・駒場小 

・鍛神小 

・桔梗小 

・桔梗小 

・桔梗中 

・市立函館高 

・北日吉小 

・深堀中 

・桔梗小 

・桔梗中 

・市立函館高 

・北日吉小 

・深堀中 

・北日吉小 

・北中 

・青柳中 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・研究モデル校において活用した授業改善の具体的な手法（検証改善サイクルの運

用，小・中の共通した学習系統図の作成）について，研究を深めることができた。 

・平成３０年度において，小中連携の視点から研究校を指定したことにより，研究校

の教職員が主体的に相互に授業を参観し合う風土を醸成することができた。 

 

【課題】 

・研究を行った検証改善サイクル，小・中の共通した学習系統図については，その活用

に向けて，さらなる検証，改善が必要である。 

・各学校において，研究成果を活用した指導の充実を図る必要がある。 

 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

この事業において，学力の向上に向けた指導の充実を図るための研究，実践を行っ

ており，予定どおり進んでいるものと考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，学力の向上に向けた指導の充実を図るため，授業

改善をはじめとした研究，実践事業を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

１ 授業改善の推進 

(2)「知識・技能」，「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向かう力・人間性等」とい

った資質・能力の三つの柱をバランスよく育むことをめざし，各学校が教育目標や地

域の実情を踏まえて学校全体で授業改善に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進指針「アプローチ」） 

事 業 名 授業の改善・充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 学習指導要領に基づき，学習内容と子どもに身に付けさせたい力を明確にするとと

もに，教科等の時間における子どもの学びの姿を具体的にイメージして学校全体で授

業の改善・充実を図る。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市教委が作成する「学校教育推進の指針（アプローチ）」において，各学校の教育活

動の充実を図るための要点を示し，各学校における新学習指導要領への対応を推進

した。 

・学校訪問等の機会において，学校ごとの授業改善の実施状況の把握に努めたほか，

学校教育推進の指針（アプローチ）に基づき，授業改善に向けた取組について，適宜

指導・助言を行った。 

・教職員一人ひとりの資質・能力を高めるため，南北海道教育センターでの研修や指

導主事が学校に赴く訪問研修を実施し，学校内外の研修の機会を設定した。 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校訪問等の際に，授業改善の充実について指導・助言を継続的に行うことによ

り，各学校において組織的に授業改善に取り組む意識付けを図ることができた。 

 

【課題】 

・教員一人ひとりの授業力の一層の向上を図る必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，各学校において授業の改善・充実に向けた取組が推進されてお

り，全国学力・学習状況調査においてもその成果が現れている状況が伺えるなど，ある

程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，各学校において日常的に授業改善に向けた取組を

継続するよう指導・助言を行うほか，教員の資質・能力の向上ための研修

等の充実を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

１ 授業改善の推進 

(3)単元・題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 新学習指導要領への対応（授業改善の推進） 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善が行われるよう，教職員に必要

な資質・能力を高めるための研修等を行う。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市教委が作成する「学校教育推進の指針（アプローチ）」において，各学校の教育活

動の充実を図るための要点を示した。 

・南北海道教育センターでの研修や指導主事が学校に赴く訪問研修を実施し，学校内

外の研修の機会を設定した。 

・主なもの 外国語教育，道徳教育，プログラミング教育 

 

 

 

 

【過去の取組状況】「教職員研修の参加人数等の状況」      （単位：人，件） 

 H26 H27 H28 H29 H30 

センター研修（参加人数） 1,526 1,599 1,443 2,586 1,405 

 ・基本研修 209 218 196 126 124 

 ・専門研修 1,007 1,000 984 838 804 

 ・担当者研修 147 381 263 1,622 477 

訪問研修（件数） － － － － 13件 

※訪問研修内訳（H30） 

 （特別支援教育４校，道徳教育３校，生徒指導３校，授業づくり２校，外国語教育１校） 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校が主体となって，「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を進める

ことができた。 

 

【課題】 

・学校のニーズに応じた研修内容の保障や，教職員の業務改善の観点から，訪問研修

の一層の活用が求められる。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各学校において，「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善が進められて

いるなど，予定どおりに本事業が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，訪問研修の充実を図るほか，引き続き授業改善を

はじめとした各学校における取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

１ 授業改善の推進 

(4)学習評価を通じて学習指導のあり方を見直し，指導と評価の一体化により，授業の

改善・充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 教育活動の改善・充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 学習評価を行い，指導方法や指導体制の改善・充実に努める。  

 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市教委が作成する「学校教育推進の指針（アプローチ）」に基づく，学校教育の推進

状況の把握を行い，授業をはじめとする教育活動の改善・充実を図った。 

・学校教育指導において授業を参観し，指導方法や指導体制について指導・助言を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校教育の推進状況の把握を行ったことにより，各学校の教育課題を明確にし，各

学校に配付する指導資料の作成に活用することができた。 

 

【課題】 

・指導と評価の一体化により，授業の改善・充実を図ることが求められる。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各学校において，指導と評価の一体化により，授業の改善・充実を図られているな

ど，予定どおりに本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，授業の改善・充実を図るため，学習評価を通じて学

習指導のあり方を見直すなど，各学校における指導と評価の一体化に係

る取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

１ 授業改善の推進 

(5)児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導の充実を図るため，少人数指導，習熟

の程度に応じた指導，放課後・長期休業期間などにおける補充学習を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学力向上非常勤講師の配置（小学校算数ＴＴ） 担当課 学校教育課 

事業概要 

(目的等) 

 小学校算数科において指導方法の工夫改善を行い，質の高い授業を行うことで，児

童の学習への関心・意欲および学力の向上を目指すため，小学校教諭普通免許状所有

者で，算数科の教科指導ができる者を臨時職員として任用し，原則習熟度別少人数指

導を実施していない小学校に配置する。 

取組実績 

【取組実績】 

・北海道教育委員会が実施する指導方法工夫改善加配，児童生徒支援加配，学習支援

加配ならびに退職教員等外部人材活用事業による人材配置がない学校や，児童の学

力に対する支援が必要な学校で非常勤講師の配置を希望する学校のうち，特に支援

が必要な学校を選定し，非常勤講師を配置した。 

 

 

 

【過去５年間の推移】「学力向上非常勤講師の配置状況」（単位：人，校数） 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

任用者数    4 4 

配置校数    6 6 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・習熟度別少人数指導を行うことで，児童のつまずきに応じた適切な支援ができ，児

童の学習意欲と定着度の向上が見られ，学級全体の学力向上につながった。 

・支援が必要な児童への声がけや支援の充実が図られ，算数に興味を持つ児童が増え，

基礎学力の定着が図られた。 

 

【課題】 

・学力向上を図るためには，算数科の授業時間に限らず，児童が落ち着いて学習でき

る環境整備や組織的・計画的な対応が重要であることから，北海道教育委員会の各

種加配等の配置についての要望を継続していく必要がある。 

・全道的に非常勤講師を担う人材が不足している状況にある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，非常勤講師を配置した全ての学校で，児童の学習への関心や学

習意欲の向上が図られているなど，ある程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
縮小 

今年度においては，市内全体の児童数の減少により，1 学級あたりの児

童数が少人数化しているほか，北海道教育委員会の加配等の確保により，

各校で習熟度別少人数指導が実施されている状況にあるが，未だ課題が

見られる学校があることから，４名を２名に減らして実施する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

２ 学習の基礎となる資質・能力を育む活動の充実 

(1)言語能力を育成するため，各教科などの特質に応じた言語活動や，言語能力を向上

させる重要な活動である読書活動の充実を図ります。また，読書活動の中核を担う学

校図書館の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 読書活動の充実，学校図書館の活用 担当課 学校教育課 

事業概要 

(目的等) 

子どもたちの豊かな心と確かな学力の育成を図るため，児童生徒の読書状況につい

ての情報提供や，授業における学校図書館の活用について指導・助言した。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙において「普段１日３０分以上読書をして

いる」と回答した児童生徒の割合を函館市学力状況調査実施報告書やホームページ

に掲載し，周知した。 

・学校教育指導（要請訪問）において，国語科の授業と関連させて，授業で使用する図

書や学校図書館の活用を年間指導計画等に位置付けるなど，授業における学校図書

館の計画的な活用を図ることについて指導・助言した。 

 

 

【過去５年間の推移】「要請訪問時の対応」    （単位：件） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

国語 21 25 15 7 7 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各学校において朝読書などの取組が行われている。 

・全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙）の結果から，「普段１日３０分以上読書

をしている」と回答した児童生徒の割合は，平成２８年度から上昇傾向にある。 

 

【課題】 

・学校教育指導（要請訪問）において，総合的な学習の時間や国語の授業等で活用する

学習用図書を充実することや，学校図書館の効果的な活用についての実効性のある

指導・助言を行う必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

各学校において読書活動が推進され，調査において３０分以上読書をしている児童

生徒の割合が上昇傾向にあるなど，ある程度の成果が得られているものと考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

子どもたちの豊かな心と確かな学力の育成に読書活動や学校図書館の

活用は必要なことであることから，引き続き読書活動の充実や学校図書

館の活用に向けた取組を進めていく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

２ 学習の基礎となる資質・能力を育む活動の充実 

(1)言語能力を育成するため，各教科などの特質に応じた言語活動や，言語能力を向上

させる重要な活動である読書活動の充実を図ります。また，読書活動の中核を担う学

校図書館の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校司書の配置と活用 担当課 学校教育課 

事業概要 

(目的等) 

学校図書館の運営や環境整備等を行うため，学校司書の配置と活用を進める。 

 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・平成３０年度から学校司書を４名配置し，学校図書館の運営，環境整備（図書の管

理・補修，貸出業務，館内レイアウト）や学校図書館を活用した学習活動への支援な

どを行った。 

 （配置校：青柳中学校，巴中学校，亀田中学校，五稜郭中学校） 

・配置された中学校を拠点として，周辺の小学校においても，拠点校と同様，学校司書

が学校図書館の環境整備等を行った。 

 

 

 

【過去５年間の推移】「学校司書配置状況」    （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

配置人数     4 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校司書が４名配置されたことにより，配置校において，環境整備が行われている

とともに，司書教諭の業務軽減も図られた。 

 

 

【課題】 

・今年新たに配置される学校においても，取組の推進が図られるように努める必要が

ある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，学校司書が配置された学校においては，学校図書館の環境整備

の充実や司書教諭の業務軽減が図られているなどの成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
拡充 

今年度においても，子どもたちの豊かな心と確かな学力の育成に学校

図書館の充実は必要なことであることから，さらに学校司書の配置を増

やすとともに，その効果的な活用を図るなど，引き続き学校図書館の環

境整備等についての取り組みを進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

２ 学習の基礎となる資質・能力を育む活動の充実 

(2)情報活用能力を育成するため，コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手

段を活用した学習活動の充実を図ります。また，小学校におけるプログラミング的思

考を育む学習活動を実施します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 プログラミング教育の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

2020 年度から小学校で必修となるプログラミング教育について，各学校における教

育活動の充実を図るため，研修会等を開催する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・はこだて未来大学と連携した教員研修を実施した。 

・八幡小学校において，プログラミング教育研修会（公開授業）を開催した。 

・南北海道教育センター研究員を対象とした研修会を開催した。 

・市内で開催される教員向けプログラミング体験会の案内を行った。 

 

 

【過去５年間の推移】「研修参加者数」         （単位：人） 
 
 

 

※H26～H29まではＩＣＴ活用研修，H30からプログラミング教育研修 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加者数 19  177 78 19 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・プログラミング教育に関する授業の公開やプログラミングを体験する機会を提供し，

プログラミング教育の授業に関するイメージをもたせることができた。 

・研修会において，文部科学省などが作成した資料について，情報提供することがで

きた。 

・小学校全体の３割程度の学校で授業や校内研修を実施している。 

 

【課題】 

・2020年度の必修化に向けた各学校での準備が不十分な状況にある。 

・プログラミング教育の実施に向けた各学校での環境整備等について検討を進める必

要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

必修化に向けた学校における準備はまだ十分とはいえないが，研修等により各学校

でのプログラミング教育に対する授業や校内研修の実施につながっているなど，ある

程度の成果が得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，環境整備も含め，全ての学校において準備が整う

よう，研修の充実のほか，授業事例などの情報共有を図るなど，プログラ

ミング教育の充実に係る取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

２ 学習の基礎となる資質・能力を育む活動の充実 

(3)問題発見・解決能力を育成するため，児童生徒が横断的・総合的な探究課題に取り

組むなど，身に付けた知識・技能を活用できる学習活動の充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 探究的な学習活動の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 問題発見・解決能力を育成するよう，教科横断的な視点や，学校内外の資源の活用，

検証改善サイクルの確立などの視点からカリキュラム・マネジメントを行うことにつ

いて指導・助言を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・学校教育指導（要請訪問）において，学校教育推進の指針（アプローチ）を用い，各

学校の教育活動の充実を図るためのカリキュラム・マネジメントについて指導した。 

・南北海道教育センターにおいて，カリキュラム・マネジメントに関する講座を開講

した。 

<主な研修講座> 

専 門 研 修：カリキュラム・マネジメント研修（校長・教頭） 

  基 本 研 修：学校運営研修会（校長，教頭，教務主任など） 

  担当者研修：小・中学校教務担当者研究協議会（教務担当者）  

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・カリキュラム・マネジメントに基づく教育課程の編成についての理解を深めること

ができた。 

 

【課題】 

・学校全体で教職員一人ひとりがそれぞれの立場で主体的にカリキュラム・マネジメ

ントに取り組み，教育の質の向上を図る必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各学校において，「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善が進められて

いるなど，予定どおりに本事業が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，訪問研修の充実を図るほか，引き続き授業改善を

はじめとした各学校における取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

３ 学習習慣の定着に向けた取組の推進 

(1)児童生徒の興味・関心を喚起し，主体的に学習に取り組む態度を養う教育活動を推

進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 新学習指導要領に対応した学習指導の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

研究モデル校での実践や，南北海道教育センターにおける研究事業を通して，主体

的・対話的で深い学びの視点における授業改善や，子どもの学習意欲を高める指導内

容についての研究・実践に取り組む。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市内小・中学校３校を，研究モデル校として指定した。 

・平成３０年度は，「社会に開かれた教育課程の実現に向けて」を研究実践テーマと

し，小中連携による算数・数学科の指導，中学校における道徳科の指導を対象とし

た。 

・南北海道教育センターの研究員と連携し４回の会議を開催したほか，モデル校３校

において公開研究授業を実施し，授業および事後協議等を通じて，研究の充実を図

った。 

 

 

【過去５年間の推移】 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

研究 

モデル校 

・高盛小 

・桐花中 

・神山小 

・駒場小 

・鍛神小 

・桔梗小 

・桔梗小 

・桔梗中 

・市立函館高 

・北日吉小 

・深堀中 

・桔梗小 

・桔梗中 

・市立函館高 

・北日吉小 

・深堀中 

・北日吉小 

・北中 

・青柳中 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・児童生徒の興味・関心を喚起し，主体的に学習に取り組む態度を養う教育実践につ

いて，研究モデル校を中心に推進することができた。 

 

【課題】 

・成果が市内の各小・中学校において活用されるよう努める必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

報告書の配付等により，研究モデル校における授業改善の実践結果が他の学校にも

共有され，予定通り進んでいるものと考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

小学校 2020 年度，中学校 2021 年度，高等学校 2022 年度に全面実施と

なる新学習指導要領の実現に向けて，今年度においても当事業を実施し，

授業改善をはじめとした各学校における学力向上に関わる取組を推進す

る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

３ 学習習慣の定着に向けた取組の推進 

(2)主体的に家庭学習に取り組む態度の涵養(かんよう)や望ましい学習習慣の定着に

向け，児童生徒の実態に応じた学習量や授業内容との関連などに配慮した家庭学習の

取組を，家庭と連携を図りながら学校全体で推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 望ましい学習習慣の定着に向けた取組 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

学校・保護者・地域が連携して家庭学習の習慣を定着させる取組を進められるよう，

組織的な取組の進め方や，生活習慣についての大切さについて理解を図る取組を進め

る。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・平成30年度学校教育推進指針（アプローチ）において，望ましい学習習慣の取組が推

進されるよう，組織的な取組について周知した。 

・小学校新１年生に対し，子どもたちの生活習慣や学習習慣の定着をめざした家庭啓

発用クリアファイルを作成し配付した。 

・中学校生徒会協議会と連携し，函館市児童・生徒スマホ・ゲーム機等利用宣言を決定

し，周知用ポスターを作成し，市立小・中学校の全学級分を配付した。 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・スマホ・ゲーム機の利用の仕方や，学習習慣・生活習慣について，中学校の生徒会を

中心とした取り組みを行ったことにより，児童生徒や学校が主体的に考える契機と

なった。 

 

【課題】 

・平成30年度の取り組みについて，保護者・地域に周知・徹底し，連携した取り組みを

推進する必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，望ましいスマホ・ゲーム機等の利用の仕方について，生徒会協議

会が中心となって決定し，周知するなど，児童生徒が主体的に取り組んだことにより，

学習習慣・生活習慣の定着に向け，ある程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，昨年度に決定した「函館市児童・生徒スマホ・ゲー

ム機等利用宣言」の取組を保護者・地域へと広げていくほか，望ましい学

習習慣・生活習慣などの定着を図るための取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

１ いじめの未然防止等に係る取組の推進 

(1)「函館市いじめ防止基本方針」に基づき，学校，家庭，地域，教育委員会などが連

携を図りながら，いじめの未然防止などに係る取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進指針「アプローチ」） 

事 業 名 いじめ防止対策事業の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 いじめの未然防止，早期発見・早期対応に係る取組を推進するため，「函館市いじめ

防止基本方針」に基づき，「函館市いじめ防止対策審議会」の活動の充実のほか，心の

相談員の配置・活用により児童生徒や保護者への対応，学校の支援を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・「函館市いじめ防止対策審議会」を設置し，会議を開催した。（３回） 

・「函館市こころの相談員」２名を配置し，活用を図った。 

・「いじめ等の問題について考える集会」を開催した。（197名参加） 

・「いじめ撲滅啓発用リーフレット」を21,000部作成し，市内の小学校・中学校・高等

学校へ配布した。 

 
【過去５年間の推移】「こころの相談員の活用状況等」   （単位：人，件） 

 
 
 
 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

配置人数 1 1 1 2 2 

学校訪問 102 63 63 68 65 

教育相談 140 122 125 139 190 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・「函館市いじめ防止対策審議会」において，いじめ防止対策や重大事態への対応に 

関して弁護士や児童相談所職員等と意見交換を行うことができた。 

・「函館市こころの相談員」による学校訪問を行い，学校体制のサポートなどに対応 

したほか，教育相談を行った 

・「いじめ等の問題について考える集会」に197名（うち児童生徒102名）が参加し，学

校，家庭，地域等でいじめの問題に関する認識を深めることができた。 

 

【課題】 

・審議会において，いじめの重大事態発生した場合の円滑な対応をするための関係機

関の役割などについて，さらに協議を深める必要がある。 

・こころの相談員についてのさらなる周知を図り，活用を推進する必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている。 

【理由】 

本取組については，審議会におけるさらなる協議やこころの相談員に係る周知など

の課題はあるが，相談員の活用やリーフレットによる啓発活動などにより，ある程度

の成果が得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，いじめの未然防止などを図るため，こころの相談

員の周知を工夫するほか，引き続き審議会での協議やリーフレットによ

る啓発活動を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

１ いじめの未然防止等に係る取組の推進 

(2)家庭や地域，関係機関などとの連携・協力を密にすることにより，生徒指導の充実

を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進指針「アプローチ」） 

事 業 名 いじめの未然防止等に係る生徒指導の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 いじめ等の問題行動の未然防止，早期発見・早期対応の取組の一層の充実を図るた

め，函館市いじめ防止対策審議会を核として，家庭や地域，関係機関などとの連携・協

力を図る。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・「函館市いじめ防止対策審議会」を設置し，会議を開催した。（３回） 

・「いじめ等の問題について考える集会」を開催した。（207名参加） 

・「いじめ撲滅啓発用リーフレット」を作成，配布した。（21,000部） 

・南北海道教育センターにおいて，生徒指導に係る専門研修を実施した。 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・函館市いじめ防止対策審議会を開催し，いじめの問題について意見交換を行うこと

ができたほか，いじめの重大事態への対応について協議を行うことができた。 

・「いじめ等の問題について考える会」を開催し，市立小・中学校の児童生徒102名の

協議を通じて，保護者や関係機関を含む207名の参加者がいじめの問題について認識

を深めることができた。 

・「いじめ撲滅啓発用リーフレット」を配布することで，相談窓口を周知するととも

に，いじめの問題について児童生徒や保護者，関係機関等が考えるきっかけをつく

ることができた。 

 

【課題】 

・函館市いじめ防止対策審議会については，協議の進め方や重大事態への対応につい

てさらに整理し，協議を深めていく必要がある。 

・「いじめ等の問題について考える集会」は，保護者や地域住民，関係機関を巻き込ん

でいくように，さらに工夫・改善していく必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

「函館市いじめ防止対策審議会」において今後の具体的な対応について協議する必

要はあるが，関係機関を代表する委員による意見交換と様々な取組により，生徒指導

の充実にある程度の成果が得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，いじめの未然防止等に係る生徒指導の充実を図る

ため，引き続き，家庭や地域，関係機関との連携・協力についての取組を

推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

１ いじめの未然防止等に係る取組の推進 

(3)電話相談窓口の設置や市立小・中学校を巡回する相談員の配置などにより，児童生

徒や保護者の不安を解消するための教育相談体制の充実を図ります。 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進指針「アプローチ」） 

事 業 名 いじめの未然防止等に係る教育相談の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 教育相談体制の充実を図るため，函館市こころの相談員を２名配置して，電話相談

窓口「いじめＳＯＳダイヤル」を設置するとともに，来所および学校訪問での教育相談

を行う。  

 

取組実績 

【取組実績】 

・函館市こころの相談員を２名配置し，相談対応を行った。 

・学校体制のサポートや緊急時の対応のための派遣を行った。 

 

 

【過去５年間の推移】「こころの相談員の活用状況等」 （単位：人，件） 

 

 

 

 

※Ｈ28までは，いじめ等巡回相談員（１名）の活用状況 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

学校訪問 102 63 63 68 65 

教育相談（電話・来所） 140 122 125 139 190 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・こころの相談員の相談対応件数は増加している。 

・学校体制のサポートや緊急時の対応のための派遣を行うことにより，児童生徒や保

護者の不安を解消するための教育相談体制の充実が図られた。 

 

【課題】 

・児童生徒や保護者からの電話および来所での相談については，さらに多くの件数の

対応が可能である。 

・学校からの訪問要請にも対応可能であることなど，こころの相談員の役割の周知を

さらに図る必要がある。 

・電話相談や来所相談について，さらに周知を図り，活用を推進する必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

こころの相談員の業務内容について周知していく必要はあるが，相談対応や訪問対

応の件数が増加していることから，こころの相談員へのニーズがあると考えられ，あ

る程度の成果が得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，いじめの未然防止等に係る教育相談体制の充実を

図るため，こころの相談員についての周知を工夫するほか，引き続きこ

ころの相談員による学校訪問や教育相談を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

１ いじめの未然防止等に係る取組の推進 

(4)児童生徒へのカウンセリングや教職員・保護者に対する助言・援助を通じて課題の

解決を図るため，スクールカウンセラーを各学校に派遣します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 スクールカウンセラーの活用 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

児童生徒のカウンセリング，教員・保護者へ助言等を行うため，スクールカウンセラ

ーを市立中学校に配置し，その活用を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・配置を希望する市立中学校16校に12名のスクールカウンセラーを配置して，児童生

徒のカウンセリングや教員・保護者への助言等を行い，いじめ・不登校等の未然防

止，早期発見・早期対応を図った。 

・緊急の事案に対して，スクールカウンセラーの緊急派遣を行った（３校）。 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「カウンセラー配置校」    （単位：校） 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

配置校 16 16 17 18 16 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各学校において，いじめなどの課題を抱えている生徒および保護者に対するきめ細

かで専門的なアドバイスが相談者の安心感につながっている。 

・スクールカウンセラーを校内研修の講師に活用したり，教員とともに児童生徒対応

を行ったりしたことにより，教員の教育相談に関するスキルが向上した。 

 

【課題】 

・学校・教職員との連携の充実を図る必要がある。 

・令和元年度からの全小・中学校派遣に向けた効果的なスクールカウンセラーの活用

について検討する必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

配置している学校からは，児童生徒や保護者の不安感の軽減，教職員の研修に効果

がみられているとの報告があるなど，予定どおりに取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，学校・教職員との連携の充実を図るほか，児童生徒

の心の悩みや保護者の不安感の軽減を図るため，引き続きスクールカウ

ンセラーを配置し，その活用を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

１ いじめの未然防止等に係る取組の推進 

(5)児童生徒の情報通信機器を使用した問題行動の未然防止・早期発見・早期対応を図

るため，インターネット上における不適切な書き込みなどの状況を確認する取組を実

施します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校ネットパトロール事業の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 情報端末を使用した問題行動の未然防止や早期発見・早期対応を図るため，インタ

ーネット上における市立小・中・高等学校に関する書き込みや有害サイトの検索・監視

業務，サイト管理者等への削除要請などを行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・インターネット上における，市立小・中・高等学校の児童生徒に関わる誹謗中傷など

有害な情報や不適切な書き込みについて調査・検索を行った。 

・各学校における問題行動の未然防止や早期発見・早期対応につなげるため，事業者

からの報告を各学校に情報提供した。  

 

【過去５年間の推移】「アクセスログ件数等」              （単位：件） 

※アクセスログ数：検索のためにアクセスした全てのサイトの数 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

アクセスログ件数 97,610 179,468 174,916 184,765 215,851 

市教委への報告数 195 452 810 1,189 802 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・市教委から各学校に情報提供することにより，市立小・中・高等学校において問題行

動の未然防止や早期発見・早期対応が図られている。 

・市教委がネットパトロール事業に取り組むことにより，各学校の負担軽減が図られ

ている。 

 

【課題】 

・ＳＮＳの多様化などにより，不適切な書き込み等の把握が困難な場合がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

インターネット上の不適切な書き込みなどの把握により，問題行動の未然防止や早

期発見・早期対応につながるなど，予定どおりに本事業が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今後においても，情報端末を使用した問題行動の未然防止や早期発見・

早期対応を図るため，引き続き，ネットパトロール事業の取組を推進す

る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

２ 道徳教育の推進 

(1)各学校において教育活動全体を通じて道徳教育が進められるよう，道徳教育推進教

師を中心に全職員が役割を分担して組織的に取り組みます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 道徳教育の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

教育活動全体を通じて道徳教育の推進を図るため，その中核を担う道徳教育推進教

師を対象とした道徳教育推進教師研究協議会や，一般教諭を対象とした道徳教育に係

る研修会を実施するほか，学校の要請に応じて指導・助言を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・道徳教育推進教師研究協議会を開催した。 

・平成30年度学校教育推進の指針（アプローチ）において，各学校で道徳教育推進教師

を中心に，教育活動全体で道徳教育が推進されるような体制づくりに努めることに

ついて，周知した。 

・学校訪問指導（要請訪問）において，助言・指導を行った  

（特別の教科 道徳 特設授業実施校 41校） 

・南北海道教育センターの研究事業において，授業研究を行った。 

・各中学校の教育課程編成の充実を図るため，「中学校教育課程編成の手引～サポー

トガイド～道徳科編～」を作成し，各中学校へ配付した。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「道徳教育に係る研修参加者数」  （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

研修参加者数 19 102 210 234 153 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・研修（公開授業や研究協議）などを通して，多くの教員が道徳教育における指導のポ

イントについて理解を深めることができた。 

・道徳教育推進教師による指導計画の作成が，市内の全小・中学校で行われた。 

 

【課題】 

・中学校での教科化に向け，さらなる授業改善の充実が必要である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，中学校での教科化に向けさらなる授業改善が必要ではあるが，

研修などを通し，教員の指導力向上が図られているなど，ある程度の成果が得られて

いる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，道徳教育の充実を図るため，引き続き，さらなる授

業改善の取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

２ 道徳教育の推進 

(2)児童生徒一人ひとりが考え，議論する道徳の授業への質的転換を図るための指導の

改善・充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 考え，議論する道徳の授業への転換 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

考え，議論する道徳の授業への転換を図るため，道徳教育推進教師をはじめとする

教員の指導力の向上を目指し，道徳教育推進教師研究協議会などを実施するほか，学

校の要請に応じて，指導・助言を行う。  

 

取組実績 

【取組実績】 

・道徳教育に係る研修（道徳教育推進教師研究協議会）を開催した。 

・平成30年度学校教育推進の指針（アプローチ）により，各学校で道徳教育推進教師を

中心に，教育活動全体で道徳教育が推進されるような体制づくりや授業づくりに努

めることについて周知した。 

・学校訪問指導（要請訪問）において，指導・助言を行った  

（特別の教科 道徳 特設授業実施校 41校） 

・南北海道教育センターの研究事業において，授業研究を行った。 

・各中学校において道徳の時間の充実を図るため，「中学校教育課程編成の手引～サ

ポートガイド～道徳科編～」を作成し，配付した。 

 

【過去５年間の推移】「道徳教育に係る研修参加者数」  （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

研修参加者数 19 102 210 234 153 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・研修（公開授業や研究協議）などを通して，多くの教員が考え，議論する道徳の指導

について理解を深めることができた。 

・道徳教育推進教師による指導計画の作成が，市内の全小・中学校で行われた。 

・児童生徒の実態を踏まえてねらいを設定し，児童生徒の発表や話し合いを中心とし

た授業づくりが行われるようになった。 

 

【課題】 

・中学校での教科化に向け，子どもの考えを捉え，道徳的価値について深く考えさせ

たり，議論させたりする授業改善が必要である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，中学校での教科化に向けさらなる授業改善が必要ではあるが，

研修などを通し，教員の指導力向上が図られているなど，ある程度の成果が得られて

いる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，考え，議論する道徳の授業の充実に向け，引き続

き，授業改善の取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

２ 道徳教育の推進 

(3)児童生徒の発達の段階を考慮しながら，自他を尊重する態度，人権に対する正しい

理解，情報社会で適正に活動するための基となる考え方や態度を育む指導の充実に努

めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 生命を尊重する教育の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

自他を尊重する態度などを育むため，児童生徒の発達の段階を踏まえ，よりよく生

きるための基盤となる道徳性を養うことを目指した指導の充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・生命を尊重する教育について効果的に指導が行うことができるよう配慮しながら，

「中学校教育課程編成の手引～サポートガイド～道徳科編～」を作成した。 

・平成31年度教育課程届出説明会において，サポートガイドの活用について教務担当

者へ説明を行った。 

・いじめの未然防止等に関わる取組の充実に向けて，各種会議や研修会において指導・

助言を行った。 

・いじめ等の問題について考える集会において，市立小・中学校の代表が，函館市中学

校生徒会協議会が中心となって作成した「函館市児童生徒スマホ・ゲーム機利用宣

言」を基に情報モラルについて話し合った。 

・各小・中学校において，「函館市児童生徒スマホ・ゲーム機利用宣言」を活用した情

報モラルについて話し合う取組が行われた。 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・「中学校教育課程編成の手引～サポートガイド～道徳科編～」を作成し，単元配列や

指導の展開例を示すことができた。 

・市内全ての小・中学校で道徳教育の全体計画が作成され，各学校の道徳教育の重点

目標を全教職員で共有したことにより，教育活動の改善充実につなげることができ

た。 

 

【課題】 

・サポートガイドの有効な活用方法の周知を図ること。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，サポートガイドの活用が課題ではあるが，各学校において，授業

改善に向けた取組が推進されているなど，ある程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，サポートガイドの効果的な活用を図るほか，各学

校において考え，議論する道徳の授業が展開されるよう授業改善の取組

を進める。 

 



34 

基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

２ 道徳教育の推進 

(4)児童生徒一人ひとりがよりよい人間関係を築き，自己有用感や自己肯定感を感じる

ことができるような取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 自己有用感等を高める指導の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

子どもたちが活躍する場を設定するとともに，努力したことを認め，賞賛するなど，

子どもたちが学ぶ楽しさや成就感を味わうことができる教育活動を推進できるよう，

教員の指導力の向上を図る。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・平成30年度学校教育推進の指針（アプローチ）において，自己有用感・自己肯定感を

高める授業への転換について，周知した。 

・学校訪問（要請訪問）時に，児童生徒の自己有用感・自己肯定感を高める授業づくり

や支援を行うよう指導・助言を行った。 

（特別の教科 道徳 特設授業実施校 41校） 

・各種研修において，自己有用感等を高める指導方法について研修を行った。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「要請訪問による対応状況」  （単位：校） 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

道徳 0 2 7 25 41 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校教育指導（要請訪問）の特設授業において，子どものつぶやきを積極的に取り上

げて発表の機会を与えることや，子どもの学びの姿に対する承認や賞賛などの適切

な価値付けを行う教員の姿が見られた。 

 

【課題】 

・子どもの考えを捉え，道徳的価値について深く考えさせたり，議論させたりする授

業が行われるよう改善が必要である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，さらなる授業改善の必要があるが，各学校において自己有用感

を感じさせる指導の充実に向けた取組が推進されているなど，ある程度の成果が得ら

れている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，子どもが自己有用感・自己肯定感を感じることが

できるような指導の充実を図るため，引き続き，授業改善の取組を推進

する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

３ 体験活動等の充実 

(1)家庭・地域と連携・協働し，自然体験活動やボランティア活動などの体験活動の充

実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 社会体験活動への参加促進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

家庭・地域と連携・協働し，児童生徒の発達の段階に応じて取り組むことのできる，

体験活動の充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・教育活動等調査において，各学校の体験活動の実施の有無について把握を行った。 

・各学校に対し，修学旅行（宿泊研修）説明会において，校外の豊かな自然や文化に触

れる体験を通して，学習活動を充実させるよう指導した。 

・各種研修において，学習指導要領の改訂のポイントについて説明する際に，体験活

動の重視について指導した。 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・全ての学校において体験活動が実施された。 

（宿泊研修，社会科見学・フィールドワーク，芸術鑑賞など） 

・市内の全ての中学校において，職場体験が行われている。 

・市内の全ての学校において，宿泊研修や，社会科見学など，地域の人材や施設を活用

し，地域の自然・文化・歴史等を理解する体験活動について，各学年の年間指導計画

に位置付け，実施されている。 

 

【課題】 

・家庭・地域と連携・協働した体験活動の実施にあたっては，コミュニティ・スクール

なども活用することについて，さらに働きかけていく必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

学校への周知，指導・助言の機会が少なかったが，全ての学校において体験活動が行

われており，ある程度の成果が図られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

子どもたちの生きる力の育成には，体験活動の充実が重要であること

から，引き続き，各学校に対して体験活動の充実について働きかけを推

進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

３ 体験活動等の充実 

(2)各教科における表現の場・活動の充実を図るとともに，社会教育施設を活用した鑑

賞などの学習活動の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 社会教育施設を活用した学習活動の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 地域の人的・物的資源の活用や，公民館，図書館，博物館や美術館など社会教育施設

を活用して学習活動の充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・学習活動の充実を図るためには，地域の人的・物的資源を活用したり，社会教育との

連携を図ったりすること必要であることを学校へ周知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各学校において，地域の人材や施設を活用し，地域の自然・文化・歴史等を理解する

などの学習活動を実施した。 

 

【課題】 

・各学校の教育活動の充実には，社会教育施設等の活用が大切であることについて，

一層周知する必要がある。 

 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各学校において地域の人材や施設を活用した学習活動が行われており，予定どおり

に本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，各学校が社会教育施設を活用するなどして学習活

動の充実が図られるよう，指導・助言に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

３ 体験活動等の充実 

(3)生徒や教員の負担に配慮しつつ，地域や文化・スポーツ関係団体との連携・協働を

図りながら，部活動を実施します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 部活動地域支援者の活用 担当課 学校教育課 

事業概要 

(目的等) 

 中学校の部活動では，専門的な知識や経験がなく，技術指導面において苦慮してい

る顧問がいる学校があることから，教員の技術的・心理的負担軽減，および部活動の充

実のため，専門的な技術指導ができる地域支援者の活用を推進する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・部活動の指導に関して，配置を希望する中学校に対して，部活動地域支援者を配置

した。 

・配置された支援者が生徒に対して専門的な技術指導を行った。 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「部活動地域支援者の配置」   （単位：校数，人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

配置学校数 － － 9 13 10 

支援者数 － － 12 19 20 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・部活動において，生徒が専門的な技術指導を受けることができた。 

・部活動地域支援者に対して謝金を支払うことで，外部に部活動指導を依頼しやすい

環境が整い，配置された学校において教員の負担軽減につながった。 

 

【課題】 

・部活動支援者は顧問となる教員の指導補助の立場であることから，教員のより一層

の負担軽減を図るためには，単独で部活動の技術指導や大会への引率等を行うこと

が可能である部活動指導員の配置について，検討が必要である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，さらなる教員負担の軽減について検討は必要であるが，部活動

において外部に指導を依頼しやすい体制が整い，専門的な技術指導が図られることで，

教員の負担軽減につながっているなどの成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，人材の確保等について検討するとともに，引き続

き，部活動指導の充実と教員負担の軽減が図られるよう，本取組を推進

する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

１ 学校保健・学校体育の充実 

(1)健康や保健に関する諸調査の結果を分析し，児童生徒が健康の保持増進に必要な知

識・能力や望ましい生活習慣・食習慣を身に付けるための指導の充実に活用します。ま

た，学校生活を営むうえで配慮を必要とする児童生徒への対応に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校保健の推進 担当課 保健給食課 

事業概要 

(目的等) 

学校保健安全法に基づき，児童生徒の健康の保持増進に努めるとともに，学校保健

に関する組織活動の充実と組織の整備に努めるため，学校設置者として，健康診断の

実施など保健管理の活動を適切に行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・保健教育および保健管理にかかわる北海道等から提供された情報について周知を図

った。 

・各校への学校医（内科，耳鼻科，眼科）の配置を行った。 

・学校歯科医・学校薬剤師の配置を行った。 

・児童生徒の健康診断を実施した。 

・就学前児童の健康診断を実施した。 

・学校環境衛生基準に係る学校施設の検査を実施したほか，基準を周知した。 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校保健安全法に基づき，児童生徒，就学前児童を対象とした健康診断の実施等を

適切に行い，疾病の早期発見や学校生活を営むうえでの配慮等が必要な児童生徒の

把握に努めることができた。 

 

【課題】 

・学校検診の結果については，その後医療機関の受診につなげ，精密検査や早期治療

に結びつける必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

学校保健安全法に基づき，医師等の配置や検査，健康診断の取り組みを実施してお

り，予定どおり進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，引き続き，学校保健安全法に基づき適切に事業を

行うほか，学校において健康診断結果の配付の際に，必要に応じて医療

機関の受診勧奨をするなどの取り組みに努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

１ 学校保健・学校体育の充実 

(1)健康や保健に関する諸調査の結果を分析し，児童生徒が健康の保持増進に必要な知

識・能力や望ましい生活習慣・食習慣を身に付けるための指導の充実に活用します。ま

た，学校生活を営むうえで配慮を必要とする児童生徒への対応に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 健康教育の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

児童生徒が自ら健康についての意識を高め，健康で安全な生活を営むことができる

よう，学校における健康や保健に関する指導のほか，望ましい生活習慣や食習慣を身

に付けるための指導について指導・助言を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・全国学力・学習状況調査および全国体力・運動能力，運動習慣状況調査の結果から，

各学校の実態に即した指導・助言を行った。 

 

 

【過去５年間の推移】「全国体力・運動能力，運動習慣状況調査」 

「朝食を毎日食べる」と回答した割合     （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

※割合は，全国平均値との比較（Ｈ26調査項目なし，Ｈ27は具体的な数値なし） 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

小学校男子  － -6.1 -3.1 -2.6 

小学校女子  － -2.6 -6.3 -4.3 

中学校男子  － -7.3 -4.8 -6.7 

中学校女子  － -7.2 -5.1 -8.9 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・調査結果を基に，各学校に対して継続して指導・助言を行っていることから，教職員

の意識は高まっている。 

 

【課題】 

・朝食摂取率等においては，全国・全道平均と比較して低いことから，家庭への働きか

けが必要である。 

・生活習慣については，規則正しく生活することができている割合（８時間以上の睡

眠）が高いものの，朝食摂取率や運動習慣が課題となっており，より一層，地域や家

庭と連携した取組の推進が必要である。 

評  価 

△ 成果が不十分で，改善の必要がある 

【理由】 

本取組については，生活習慣や運動習慣の未定着が課題であり，学校・地域・家庭と

連携した効果的な取組を推進していく必要があるなど，改善の必要がある。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，地域や家庭との連携について検討するほか，児童

生徒が自らの健康についての意識を高め，健康で安全な生活を営むこと

ができるよう，望ましい生活習慣などの定着に向けた効果的な取組の推

進を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

１ 学校保健・学校体育の充実 

(2)家庭との連携を図りながら，歯科保健教育を通じて児童生徒のむし歯予防に向けた

取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 フッ化物洗口の実施 担当課 保健給食課 

事業概要 

(目的等) 

 近年減少傾向にあるものの，本市の中学１年生時の１人平均むし歯本数の割合は， 

全国，全道の平均より高く，永久歯の生え変わりの時期のむし歯を予防するため， 

全国，全道で導入されているフッ化物洗口事業を小学校において希望者に実施する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・小学校43校において，希望者を対象に週１回のフッ化物洗口を実施した。 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「フッ化物洗口の実施学校数」      （単位：校数） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

実施校数    3校/46校 43校/46校 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・おおむね全児童の８割の希望者がフッ化物洗口を実施しており，今後も継続実施す

ることにより，う歯罹患率の低下，改善が期待できる。 

 

【課題】 

・実施済みの43校については引き続き事業を継続するほか，未実施３校について導入

へ向けて取組を進めていく。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

43校が安全に実施できる体制を整えたうえで実施しており，おおむね予定どおりに

進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，引き続き未実施３校への対応を図るほか，導入校

43 校が安全かつ円滑に事業実施できるよう，消耗品の購入や学校歯科

医の指示書などの取組を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

１ 学校保健・学校体育の充実 

(3)家庭や地域，関係機関などと連携を図りながら，性教育や薬物乱用防止に関する指

導や取組の充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 性教育，薬物乱用防止の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

子どもたちの健やかな心身を育むため，教科および特別活動等において，発育・発

達と健康，性感染症等の予防，薬物乱用の害などについて指導する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・小学校体育科（保健領域），中学校保健体育科，高等学校保健体育科において，学

習指導要領に基づき，心身の発育や性についての指導，薬物乱用防止に関する指導

が行われた。 

・全ての中学校において，薬物乱用防止教室が実施された。 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・発育・発達と健康，性感染症等の予防，薬物乱用の害などについて理解を深めるこ

とができた。 

・警察や法務少年支援センターなどの関係機関と連携・協力し，薬物乱用防止教室を

実施することができた。 

 

【課題】 

・関係機関との一層の連携を図り，不適切な行為は絶対にしないという強い意志をも

たせる指導を通じて，正しい判断のもとに行動に移せる実践力を育むことが必要で

ある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

各学校において学習指導要領に基づいた指導が行われており，性に関する知識，薬

物乱用防止に関する知識を身に付けさせることに寄与しているなどの成果が得られて

いるものと考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，性に関する指導，薬物乱用防止に関する指導は，

健やかな身体を育むために必要なことと考えられるので，引き続き本取

組を進めていく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

１ 学校保健・学校体育の充実 

(4)全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果を分析し，体育の授業における運動量

の確保や運動技能の向上，体育的行事の活動内容の工夫など，基礎的な身体能力の育

成や運動習慣の定着に向けた取組の充実に活用します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 体力・運動能力の向上に向けた教科指導等の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果から，全市的な課題を捉え，子どもの意

欲を高める指導内容や授業改善に向けて研究・実践に取り組む。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・函館市の現状分析を行い，今後の課題や改善方法等をホームページに掲載し，各学

校における授業改善の推進を図った。 

・経営訪問の際に，各学校の課題に応じて他都市の取組事例を紹介した。 

 

 

【過去５年間の推移】「実技に関する調査 体力合計点（Ｔ得点）」（単位：点） 

 

 

 

 
 
 

 

※Ｔ得点は，全国平均値（50点）に対する相対的な位置を示している。 

※H26，H27は上記区分によるＴ得点が算出されていない。 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

小学校男子 － － 49.2 48.8 47.6 

小学校女子 － － 47.8 48.7 47.8 

中学校男子 － － 47.3 49.2 48.4 

中学校女子 － － 45.8 45.8 44.3 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・「体育（保健体育）の授業は楽しい」と回答した割合が，小・中学校ともに全国平均

を上回った。 

・本市の課題を把握することができた。 

 

【課題】 

・体力合計点では，全国平均を下回っており，各学校において，体力・運動能力の向上

に向けた取組の推進を図る必要がある。 

評  価 

△ 成果が不十分で，改善の必要がある 

【理由】 

本事業においては，児童生徒の運動に対する意識は高いものの，実技に関する調査

結果において，全国平均を下回る得点となっているなどの課題があり，取組の改善の

必要がある。 

今年度の 

状  況 
改善 

今年度においては，児童生徒の体力・運動能力の向上を図るため，各学

校において，生活習慣や運動習慣の改善のほか，体力等の向上を図るた

めの授業改善の取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな身体を育む教育の推進 

２ 学校給食の充実と食育の推進 

(1)安全・安心な学校給食を提供するため，調理や配送などにおける衛生管理の徹底を

図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 安全・安心な学校給食の提供 担当課 保健給食課 

事業概要 

(目的等) 

安全・安心な学校給食を提供するため，学校給食衛生管理基準に基づく学校給食の

実施に取り組む。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・食材検査（細菌，農薬，添加物，放射性物質）を実施した。 

・食中毒予防対策（調理従事者各種検査）を実施した。 

・調理場施設の維持・修繕等を行った。 

・調理従事者研修を実施した。 

・栄養教諭・栄養職員を対象とした研修を実施した。 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

 

 

 

【課題】 

・食中毒事故（１件），危険異物混入（７件），調理場火災事故（１件）が発生した。 

・調理場の多くが老朽化しており，現在の衛生管理基準に適合していない。 

・調理作業における衛生管理の徹底が図られていない。 

評  価 

△ 課題が多くある 

【理由】 

学校給食衛生管理基準を遵守できていない施設設備が多くあるほか，調理作業にお

ける衛生管理の徹底が図られていないなど，改善が必要な状況にある。 

今年度の 

状  況 
改善 

今年度においては，学校給食衛生管理基準に基づく，衛生管理の徹底

や基準を満たしていない調理場について，施設改修の検討を進めるほか，

安全・安心な学校給食を提供に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

２ 学校給食の充実と食育の推進 

(2)各学校が創意工夫をもって献立を作成するなどの取組の充実を図ります。また，児

童生徒が地域の食材に対し，興味・関心を高めて知識を深めることができるよう，地場

産物の活用を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 地産地消の推進 担当課 保健給食課 

事業概要 

(目的等) 

「函館市学校給食基本方針」を踏まえ，児童生徒の健康増進や食育の推進を図るた

め，学校給食における安全で良質な食材の使用に努めるとともに，地場産物の使用拡

大の取組を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・地産地消の観点から，可能な限り地場産物（北海道産）の使用に努めた。 

・函館産の農水産物にかかる専門家による出前講座（函館産昆布）を実施した。 

 （実施校：湯川小，えさん小，巴中） 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「地場産率（重量ベース）」   （単位：％） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

生鮮野菜 82.4 79.5 81.1 83.1 77.4 

魚介・海藻 56.1 60.5 63.2 52.8 45.9 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・児童生徒の地域の食材に対する興味・関心が高まった。 

 

 

 

【課題】 

・天候不良等による地場産物の収穫不良があった。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

本取り組みについては，天候不良等による地場産物の収穫不良などの課題はあるが，

地場産物に対する児童生徒の興味・関心などが高まるなど，ある程度の成果が得られ

ていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き安全で良質な食材の使用に努めるととも

に，地場産物の活用を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

２ 学校給食の充実と食育の推進 

(3)栄養教諭を中心とした学校の教育活動全体での食育を通じて，児童生徒が健全な食

生活を実践する力と望ましい食習慣を身に付ける取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 食育の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 子どもが自ら健康について意識を高め，望ましい生活習慣や食習慣を身に付けるた

めの指導の充実が図られるよう，栄養教諭を対象とした研修会等を開催する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・栄養教諭研究協議会を開催し，栄養教諭の資質・能力の向上を図った。 

・協議会では，函館新都市病院小児科主任科長 依田弥奈子氏を講師として，子ども

の食物アレルギーに関する対応等について理解を深めた。 

・各学校では，栄養教諭を中心とし，給食の時間などにおいて食育の推進を図ってい

る。 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・研究協議会では，講師から専門的な講義を受け，演習を行ったほか，市内中学校の栄

養教諭からアレルギー給食の実態についての情報提供もあるなど，栄養教諭の資質

向上につながった。 

 

【課題】 

・望ましい生活習慣や食習慣の定着には，学校・家庭・地域の連携が必要である。 

・栄養教諭を中心として学校教育全体で食育を推進するために，給食の時間や家庭科，

保健体育等，他の教科等との関連を意識した取組を推進することがより一層効果的

であることから，栄養教諭のみならず，全教職員の意識を高める指導・助言を継続す

ることが重要である。 

・学校栄養教育研究会との連携を深め，公開授業等において，授業づくりについての

指導・助言を行うなどして，栄養教諭の資質・能力の向上を図る手立てを工夫する。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，研究協議会を通し，栄養教諭の資質向上が図られ，各学校におい

て食育指導が行われるなど，ある程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，望ましい生活習慣や食習慣の定着に向けた学校・

家庭・地域の連携について検討するほか，引き続き各学校において栄養

教諭を中心とした指導を行うなど，食育の推進を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

２ 学校給食の充実と食育の推進 

(3)栄養教諭を中心とした学校の教育活動全体での食育を通じて，児童生徒が健全な食

生活を実践する力と望ましい食習慣を身に付ける取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 和食給食の推進 担当課 保健給食課 

事業概要 

(目的等) 

 日本人の食文化の素晴らしさを伝える食育を推進するため，毎月１回の「和食の日」

給食の実施に取り組む。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・毎月１回「和食の日」給食を実施した。 

・平成30年度「だしで味わう和食の日」リーフレット全児童生徒へ配布した。 

 （配布部数 17，000部） 

・昆布出前授業において，だしの飲み比べを実施した。 

 （出前授業：湯川小，えさん小，巴中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・日本人の食文化に対する理解を深めることができた。 

 

 

【課題】 

・和食の日の献立内容の充実を図ること。 

 

 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

毎月１回「和食の日」給食を実施し，児童生徒および家庭における食育の推進に寄与

していると考えられるなど，予定どおり取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，日本人の食文化の素晴らしさを伝える食育を推進

するため，引き続き毎月１回の「和食の日」給食を実施する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

２ 学校給食の充実と食育の推進 

(4)食物アレルギー対策を推進し，配慮を必要とする児童生徒への対応に努めます。 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 食物アレルギー対策の推進 担当課 保健給食課 

事業概要 

(目的等) 

 食物アレルギー対応については，「学校給食食物アレルギー対策マニュアル」に基づ

き，児童生徒に応じた安全安心な給食の実施に取り組む。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・アレルギー対応食（除去食・代替食）の提供を開始した。（巴中，五稜郭中，青柳中） 

・函館市学校給食食物アレルギー対策関係者連絡会議を開催した。（年１回） 

 （関係機関：医療機関，消防本部，学校） 

・食物アレルギー研修会を開催した。（年１回）（対象者：教職員） 

 （実施内容：食物アレルギーについて，ＡＥＤ，エピペン実技研修 等） 

・準要保護者を対象に学校生活管理指導表の公費負担を実施した。 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・連絡会議の開催により，医療機関，消防本部，学校との情報共有が図られた。 

・研修会の実施により，各学校での食物アレルギーに対する理解が深まった。 

 

 

【課題】 

・アレルギー対応食提供校が限定されている。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 平成29年度から導入した改訂版「学校給食食物アレルギー対策マニュアル」および

平成29年12月に策定した「学校給食食物アレルギー対策マニュアル（アレルギー対応

食提供校用）」に基づき，児童生徒に応じた安全安心な給食の提供に寄与しているもの

と考えられるなど，予定どおり取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き「函館市学校給食食物アレルギー対策マ

ニュアル」に基づき，安全安心な給食の提供に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

３ 安全に関する教育の推進 

(1)生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うため，児童生徒の発達の段階に応じた安

全教育を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 安全教育の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

幼児児童生徒の安全を確保するとともに，生涯にわたって健康・安全で幸福な生活

を送るための基礎を培うよう，各学校の教育課程に安全教育の内容を確実に位置付け

るよう指導する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・各学校において，教育課程（各教科・科目，道徳，特別活動等）に安全教育の内容が

位置付けられ，学校教育全体において計画的に生活安全，交通安全，災害安全につい

て指導が行われた。 

 

 ※生活安全 学校，家庭，地域等日常生活の様々な場面における危険の理解と安全

な行動の仕方，通学路の危険と安全な登下校の仕方，スマートフォン

やＳＮＳの普及に伴うインターネットの利用による犯罪被害の防止と

適切な利用の仕方，消防署や警察署など関係機関の働き など 

 ※交通安全 道路の歩行や道路横断時の危険の理解と安全な行動の仕方，交通法規

の正しい理解と遵守，自転車の点検・整備と正しい乗り方 など 

 ※災害安全 火災発生時における危険の理解と安全な行動の仕方，地震・津波発生

時における危険の理解と安全な行動の仕方，災害に関する情報の活用

や災害に対する備えについての理解 など 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・安全教育の推進により，児童生徒の発達の段階に応じた安全意識等の向上が図られ

た。 

・避難訓練など実践的な取組を通して，災害などの緊急時における適切な行動につい

て理解を深めることができた。 

 

【課題】 

・学校における安全教育については，児童生徒が日常生活においても主体的に行動で

きる力を身に付けられる取組とするため，家庭や地域社会との連携を図りながら進

めていく必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各学校において，体育科・保健体育科，技術・家庭科および特別活動の時間などにお

いて，それぞれの特質の応じた安全教育の取組が行われるなど，予定どおりに本取組

が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き各学校において児童生徒の発達に応じた

安全教育の推進に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

３ 安全に関する教育の推進 

(2)家庭や地域，関係機関などと連携し，通学路の安全対策や災害・危機事象発生時な 

どにおける児童生徒の安全確保のための取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 通学路安全対策の推進 担当課 保健給食課 

事業概要 

(目的等) 

児童生徒の登下校の安全確保のため，平成 26 年度に策定した函館市通学路交通安全

プログラムに基づき必要に応じて関係機関と合同点検を実施し，通学路安全対策会議

を開催し，対策を協議している。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・平成30年度は，政府が登下校防犯プランを策定し，緊急合同点検の全国的な実施が 

通知されたことにより，従来の交通安全に加え，防災，防犯の観点から点検を実施

した。（10月～11月） 

・函館市通学路安全対策会議を開催した。 

 

 

 

【過去５年間の推移】「通学路安全対策会議と合同点検」（単位：回，か所） 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

会議開催数 2 2 2 2 1 

実施箇所数 (不明) 9 4 5 183 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・道路管理者や警察等も会議に参加することから，ガードレールやミラーの設置，歩

道の整備等のハード事業や安全指導等のソフト事業等策について検討し，各関係機

関において事業実施している。 

 

【課題】 

・通学路の安全対策におけるソフト事業に見守り活動があるが，毎日登下校の見守り

を行うのは難しく，特に教員は負担が大きく担い手不足となっており，コミュニテ

ィスクール(学校運営協議会)の活用など検討が必要となっている。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

学校等から抽出された交通安全，防災，防犯の観点からの危険箇所を，必要に応じ 

て関係機関が合同で点検を行い，会議で対策を協議するなど予定どおり事業が進んで

いる。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においては，引き続き，通学路の安全のため通学路安全対策会

議と連携し，ガードレール等のハード事業や安全指導等のソフト事業の

取組を進めるほか，コミュニティ・スクールの活用など見守り活動につ

いて検討していく。 

 



50 

基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

３ 安全に関する教育の推進 

(2)家庭や地域，関係機関などと連携し，通学路の安全対策や災害・危機事象発生時な 

どにおける児童生徒の安全確保のための取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 防災対策の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

学校における児童生徒の安全確保を図るため，災害や危機事象等が発生した場合に

適切な対応が図られるよう，各学校で防災マニュアルを作成するよう指導するほか，

家庭・地域等と連携して対応できる体制づくりを行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・すべての学校において，地震・津波防災マニュアルを作成した。 

・校長会において，危機管理に関する指導を行った。 

・学校の要請に応じ，防災担当部局と現地視察，避難場所・避難経路の協議を行った。 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各学校の海抜，最大予測浸水深等の取りまとめを行った。 

・消防，防災部局に指導・助言を仰ぎ，地震・津波防災マニュアルを作成し，各学校に

配付した。 

・海沿いの学校２校からの要請を受け，関係部局と視察，協議を行い，避難先・避難経

路について確認することができた。 

・学校運営協議会において，防災訓練等に関する情報を共有している事例や，災害時

の対応について協議した事例が見られた 

 

【課題】 

・北海道教育委員会のチェックリスト（Ｈ31.2作成）に対応させるため，地震・津波防

災マニュアルを改訂する必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている。 

【理由】 

新たに作成された道教委のチェックリストに対応した改訂は必要であるが，作成し

た防災マニュアルをもとに危機管理体制の見直しを図るなど，学校における安全確保

についてある程度の成果が得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，新たに作成された北海道教育委員会のチェックリ

ストを踏まえ，防災マニュアルを改訂するほか，各学校において引き続

き避難訓練や校内研修の実施などにより，教職員の危機管理意識を高め，

危機管理体制の確立を図るなど，学校の安全確保に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策４ 幼児教育の充実 

１ 幼児教育の質の向上 

(1)幼児期における教育内容の充実を図るとともに，多世代・異年齢交流などの体験活

動の実施や家庭教育・子育ての支援に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 教育内容の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

幼稚園教育の質の向上や保護者の教育に関する支援の充実を図るため，多世代・異

年齢交流などの体験活動や家庭教育・子育て支援を実施する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・保護者を巻き込んだ活動や地域の教育力を生かした活動を実施した。 

・はこだて幼稚園・戸井幼稚園の交流活動を実施した。 

・老健施設訪問を実施した。 

・子育てサークル，未就園児への園舎開放を実施した。 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・多世代・異年齢と触れ合う交流活動を通じ，教育内容の充実を図ることができた。 

・在園・未就園の保護者への育児相談や遊び場の提供を行うことができた。 

 

【課題】 

・はこだて幼稚園の閉園によって，戸井幼稚園と他園との交流の機会を確保すること

が課題である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

多世代・異年齢と触れ合う交流活動を実施することで，幼児教育の充実に寄与して

いるなどの成果が得られているものと考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，多世代・異年齢と触れ合う交流活動の実施は，幼

児教育の充実に必要なことと考えられるので，引き続き本取組を進めて

いく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策４ 幼児教育の充実 

１ 幼児教育の質の向上 

(2)幼児教育に関する研修や教育相談などを行う幼児教育センター機能の充実に努め

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 職員研修や教育相談の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

保護者の教育に関する支援の充実を図るため，教育相談の実施や子育ての情報提供

など，保護者とともに子育てを進める幼児教育センターとしての機能を果たす。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・未就園児親子の交流や子育ての情報提供，子どもの育ちに関わる相談など，保護者

とともに子育てを進める取組を実施した。  

・園内研修や地域公開，要請訪問を通して，指導援助の在り方などを協議し，保育者

の資質向上に努めた。 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・教育相談や子育てに関する情報提供を通して，保護者の学習の機会にすることがで

きた。 

・園内研修や地域公開を通して，保育者の資質向上につなげることができた。 

 

【課題】 

・他の施設や小学校など相互に研修する機会が少なかった。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

保護者の子育て支援，保育者の資質向上など，幼児教育の充実に寄与しているなど

の成果が得られているものと考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

保護者に対する子育て支援，保育者の資質向上については，今年度に

おいても引き続き取組を進めていく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策４ 幼児教育の充実 

２ 小学校教育との円滑な接続 

(1)小学校教育のカリキュラムとの連続性を確保し，相互の理解と連携を一層深めるた

め，小学校の教職員との意見交換や合同研究のほか，園児と児童の交流，就学に向け

た引継などの取組の充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 小学校教育との連携 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

幼稚園教育と小学校教育の連携・接続を円滑に行う取組を推進する。 

 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・保育参観や授業参観などの交流を通して，園と近隣小学校の「教育目標・目指す子

ども像」などについて共通理解を図った。 

・各小学校では，小学校長会が定めた様式により，就学に向けた引継ぎや就学後の情

報提供が行われた。 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・小学校関係者が保育を参観し，保育に関する意見交換を行うことができた。 

・各園や小学校は，園の「育てたい子どもの姿」と近隣小学校の「教育目標・目指す

子ども像」とのつながりについて相互に理解を深め，指導や保育，教育課程の改善

に生かすことができた。 

・幼稚園では，就学に向けた引継ぎを丁寧に行うとともに，就学後も必要に応じて情

報提供を行うなど連携に努めた。 

・各小学校では，保育参観や幼稚園からの情報提供等を，小学校のスタートカリキュ

ラムの編成の参考にすることができた。 

 

【課題】 

・保育参観等において意見交換を行うことはできたが，合同研究までは至らなかった。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

保育参観や授業参観の交流，園児の引継ぎや情報提供などの連携した取組を通して，

幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続が行われているなどの成果が得られているもの

と考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

域内の幼稚園，小学校の連携した取り組みを行うことは，円滑な接続

に必要なことと考えられることから，今年度も引き続き取組を進めてい

く。 

 



54 

基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

１ 特別支援教育の充実 

(1)教育上特別な配慮を必要とする児童生徒に対して，学校全体で支援する体制の充実

を図ります。また，関係機関などとの円滑な連携・協力を図りながら，児童生徒の実態

や児童生徒と保護者の意向などを踏まえた計画的・継続的な支援に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 特別支援教育に係る保護者，地域への啓発活動の推進 担当課 
教育指導課， 

教育センター 

事業概要 

(目的等) 

児童生徒の実態や児童生徒と保護者の意向などを踏まえた計画的・継続的な支援の

充実を図るため，特別支援教育に係る保護者，地域への啓発活動を行う。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・子どもの特性や相談先などを掲載した特別支援教育リーフレットを作成し，函館市

内の小学校１年生の保護者や関係機関に配布した。（2,000部） 

・中学校特別支援教育見学会を開催した。 

・北海道教育大学主催の特別支援教育サマースクールについて，各学校に周知した。 

・特別支援教育講演会を開催した。 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・リーフレットの作成や講演会の実施を通して，函館市の特別支援教育に関する取組

や子どもたちの社会的自立や社会参加を目指した支援についての理解を深めること

ができた。 

 

 

【課題】 

・幼稚園から小・中・高等学校における継続的な支援の充実を図る必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

特別支援教育に関するリーフレットの作成・配布を行うなど，予定どおりに本取組 

が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，幼稚園から高等学校における継続的な支援の充実

を図ることができるよう検討するほか，引き続き保護者・地域への啓発

活動を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

１ 特別支援教育の充実 

(1)教育上特別な配慮を必要とする児童生徒に対して，学校全体で支援する体制の充実

を図ります。また，関係機関などとの円滑な連携・協力を図りながら，児童生徒の実態

や児童生徒と保護者の意向などを踏まえた計画的・継続的な支援に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 特別支援学校および関係機関との連携 担当課 
教育指導課， 

教育センター 

事業概要 

(目的等) 

学校全体で支援する体制の充実を図り，児童生徒の実態や児童生徒と保護者の意向

などを踏まえた計画的・継続的な支援が行えるよう，特別支援学校および関係機関と

のネットワークを構築し，活用を図る。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・医療・保健・福祉などの関係機関により構成されている函館市特別支援教育推進協

議会を開催し，市内の状況等について情報交換を行った。（２回） 

・函館市内の特別支援学校の教諭を函館市サポートチーム委員に委嘱し，要請に応じ

て学校に派遣し，指導助言を行った。 

・渡島管内の特別支援学校の教諭で構成されているパートナーティーチャーとの連携

を図った。 

 

 

【過去５年間の推移】「特別支援教育サポートチーム派遣状況」  （単位：件） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

サポートチーム派遣件数 73 65 124 84 84 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・函館市特別支援教育推進協議会における様々な意見を，本市の特別支援教育の充実

に生かすことができた。 

・サポートチームやパートナーティーチャーの派遣を通して、学校全体の支援体制の

充実が図られた。 

 

【課題】 

・児童生徒の実態や指導方針等について全教職員で共通理解するなど，学校全体で支

援する体制の充実に努める必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

関係機関との連携やサポートチームなどの活用により，各校での特別支援教育にお

ける校内体制の充実や計画的・継続的な支援が図られているなど，予定どおり本取組

が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，各校において学校全体での支援体制の充実や計画

的・継続的な支援に努めることができるよう，引き続き指導助言に努め

る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

１ 特別支援教育の充実 

(2)特別支援教育サポートチームや特別支援教育巡回指導員が校内支援体制などにつ

いての助言を行います。また，特別支援教育支援員を引き続き各学校に配置します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
特別支援教育サポートチームおよび特別支援巡回指導

員の活用 
担当課 

教育指導課， 

教育センター 

事業概要 

(目的等) 

特別支援教育に係る校内体制の充実を図るため，特別支援教育サポートチームおよ

び特別支援巡回指導員の活用を推進する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・函館市内の特別支援学校の教諭を函館市サポートチーム委員に委嘱したほか，南北

海道教育センターに特別支援巡回指導員を配置した。 

・学校からの要請により，特別支援教育サポートチームや特別支援巡回指導員を派遣

した。助言指導に基づき特別支援教育に係る校内体制の充実を図った。 

 

 

【過去５年間の推移】 

「特別支援教育サポートチーム」              （単位：件） 

 

 

 

「特別支援教育巡回指導員」                （単位：件） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

派遣件数 73 65 124 84 84 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

派遣件数 44 36 83 26 75 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各学校においては，サポートチームなどの指導助言に基づき，特別支援教育に係る

校内体制を整備することができた。 

 

【課題】 

・各学校において，個に応じた様々な対応，支援に向けた校内体制の充実および専門

性の向上を図る必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各学校の要請に応じて，特別支援教育サポートチームや特別支援巡回指導員を派遣 

し、各学校において特別支援教育に係る校内体制の充実を図られるなど，予定どおり

に本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，教員の専門性の向上を図り，個に応じた様々な対

応および支援に向けた校内体制の充実を図ることができるよう，引き続

きサポートチームなどの活用を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

１ 特別支援教育の充実 

(2)特別支援教育サポートチームや特別支援教育巡回指導員が校内支援体制などにつ

いての助言を行います。また，特別支援教育支援員を引き続き各学校に配置します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 特別支援教育支援員の配置 担当課 
教育指導課， 

教育センター 

事業概要 

(目的等) 

特別支援教育の充実を図るため，特別な配慮を要する児童生徒への支援を行う特別

支援教育支援員を配置し，その活用を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・55校に74名配置した。 

・特別支援教育支援員を対象とした研修会を行い，資質の向上を図った。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「特別支援教育支援員の配置」    （単位：校，人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

配置校数 50 52 54 54 55 

配置人数 52 74 74 74 74 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・特別支援学級および通常の学級における，特別な配慮を要する児童生徒に対して，

個に応じたきめ細やかな支援を行うことができた。 

 

【課題】 

・個に応じた対応が一層充実するよう，特別支援教育支援員の専門性の向上を図る必

要がある。 

評  価 

◎ 十分な成果が得られている 

【理由】 

本取組については，各学校から特別支援教育支援員の配置効果について高い評価を 

得ているなど，十分な成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，特別支援教育支援員の専門性の向上につながる研

修の充実を図るほか，特別な配慮を要する児童生徒に対して，個に応じ

たきめ細やかな支援を行うことができるよう，引き続き特別支援教育支

援員を配置する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

１ 特別支援教育の充実 

(3)関係機関などとの連携を図りながら，児童生徒に関わる教育相談や適切な就学指導

を実施します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 教育相談および就学指導の充実 担当課 教育センター 

事業概要 

(目的等) 

本市において，多様化するニーズに対応できる特別支援教育の推進を目指し，特別

支援教育のあり方について意見交流，協議を行うほか，就学先の決定のみならず，その

後の一貫した支援について助言等を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・函館市特別支援教育推進協議会において，本市の特別支援教育の充実・発展を目指

し，そのあり方について幅広く意見交流，協議を行った。 

・就学指導部会と適応指導部会からなる函館市教育支援委員会において，一人ひとり

の就学先や支援の在り方について協議した。 

・南北海道教育センターにおいて，指導主事やこころの相談員による教育相談を実施

した。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】教育相談の件数            （単位：件） 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

来所相談 269 393 470 428 353 

電話相談 452 800 770 975 967 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・子どもの実態を踏まえた幼稚園から小学校への接続などでの一貫性のある支援を推

進し，就学指導の充実を図ることができた。 

・子どもの悩みや不安に寄り添った相談業務を行った。 

 

【課題】 

・相談内容が多岐にわたることから，相談員の資質・能力の向上が必要である。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

教育相談や就学指導の実施など，予定どおりに本取組は進んでいる。 

今年度の 

状  況 
改善 

今年度においては，相談員の資質向上を図るほか，引き続き関係機関

との連携を図りながら，児童生徒に関わる相談体制や就学指導の充実を

図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

２ 不登校児童生徒等への支援 

(1)不登校および不登校の傾向が見られる児童生徒一人ひとりの状況に配慮した指導

方法や指導体制の工夫・改善に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進指針「アプローチ」） 

事 業 名 不登校対策事業の推進 担当課 
教育指導課， 

教育センター 

事業概要 

(目的等) 

 不登校および不登校の傾向が見られる児童生徒一人ひとりの状況に配慮した指導を

推進するため，対象となる児童生徒の状況について把握するとともに，学校教育指導

および研修等や，各学校における指導方法や指導体制の工夫・改善についての指導・助

言を行う。 

取組実績 

【取組実績】 

・長期欠席児童生徒報告書および学校からの聞き取りにより状況把握した。 

・長期欠席児童生徒の支援状況についての調査を実施した。 

・学校訪問（全校２回以上）により学校教育指導を行った。 

・南北海道教育センターにおいて教育相談や生徒指導に関する教員研修を行ったほか，

小・中学校の生徒指導担当者を対象とした研究協議会を開催するなど，児童生徒へ

の対応方法等について理解を深めた。 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・不登校および不登校の傾向が見られる児童生徒の状況等を把握しながら，指導方法

や指導体制の工夫・改善に向けた取組を進めることができた。 

・研修などの開催により，教職員の資質向上を図ることができた。 

 

【課題】 

・不登校児童生徒は増加しており，各学校における指導方法や指導体制について，さ

らに工夫・改善を図る必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，不登校児童生徒がなかなか減少しない状況にあるが，そうした

児童生徒への対応について，研修などを通し，各学校における指導方法や指導体制に

ついて工夫・改善が図られているなど，ある程度の成果は得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，不登校や不登校の傾向が見られる児童生徒の状況

等を適切に把握しながら，各学校への学校教育指導や研修などを通じて，

引き続き児童生徒一人ひとりの状況に配慮した指導方法や指導体制の工

夫・改善を図るための取組を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

２ 不登校児童生徒等への支援 

(2)適応指導教室および相談指導学級において，不登校児童生徒の学習活動を支援しま

す。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 適応指導教室，相談指導学級の開設 担当課 
教育指導課， 

教育センター 

事業概要 

(目的等) 

 不登校児童生徒の学習活動を支援するため，適応指導教室および相談指導学級を開

設する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・南北海道教育センター内に「適応指導教室」を，湯川小学校内に戸倉中学校の特別支

援学級として「相談指導学級」を設置した。 

・入級した児童生徒は，学習活動を始めとして，野外活動や社会科施設見学など，様々

な活動に取り組んだ。 

 

【過去５年間の推移】「適応指導教室および相談指導学級の在籍数」（単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

適応指導教室 16 12 15 10 6 

相談指導学級 8 6 11 7 8 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・在籍する学校に登校することが難しい不登校児童生徒に学習活動の機会を提供する

ことができている。 

・入級した児童生徒については，他者との関わり合いの中でコミュニケーション力の

向上が図られ，中には，登校復帰を果たす児童生徒もいる。また，個に応じた学習支

援も行われることから，基礎学力の定着が図られている。 

 

【課題】 

・入級のためには，南北海道教育センターでの教育相談や見学，体験入級を重ねた上

で，教育支援委員会適応指導部会の入級判定を受ける必要があることに加え，入級

できる人数に限りがある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，一定の手続きが必要で，対応できる人数に限りがあるが，毎年，

不登校児童生徒を受け入れ，指導員の適切な支援のもと，コミュニケーション力の向

上や基礎学力の定着等が図られており，適応指導教室および相談指導学級への継続的

な通級につながっていることから，ある程度の成果が得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，不登校児童生徒の学力向上を図り，進路選択を実

現するため，引き続き適応指導教室などを設置し，不登校児童生徒の学

習活動等を支援する取組を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

２ 不登校児童生徒等への支援 

(3)関係機関，フリースクールなどの民間施設，ＮＰＯ団体などと連携を図り，専門家

の助言または援助を得ながら，不登校児童生徒一人ひとりの状況に配慮した支援に努

めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
フリースクールなど関係機関との連携による不登校対

策事業の推進 
担当課 

教育指導課， 

教育センター 

事業概要 

(目的等) 

 フリースクールなどと連携を図り，専門家の助言または援助を得ながら，不登校児

童生徒一人ひとりの状況に配慮した支援に努める。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・フリースクール等との意見交換会を実施した。 

・教育支援委員会適応指導部会（年３回）を開催した。 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・フリースクール等との意見交換会において，不登校児童生徒や保護者への支援のた

めの今後の連携について協議を深めることができた。 

・教育支援委員会適応指導部会（年３回）において，不登校児童生徒の支援および市内

の適応指導の状況や支援について，専門家の助言を得ながら，協議することができ

た。 

 

【課題】 

・不登校児童生徒や保護者の支援に関して，フリースクールなどとどのような連携が

できるかをさらに検討していく必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

フリースクール等との意見交換会において，不登校児童生徒の多様な支援方法につ

いて協議する貴重な機会となっているほか，教育支援委員会適応指導部会における専

門家の助言が適応指導に生かされているなど，ある程度の成果が図られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，児童生徒一人ひとりの状況に配慮した多様な支援

方法をさらに探るため，フリースクールとの連携について検討を深める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

２ 不登校児童生徒等への支援 

(4)不登校に関する相談窓口の周知を図るとともに，不登校児童生徒とその保護者に対

して，支援内容などに関する情報提供や相談対応を行います。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進方針「アプローチ」） 

事 業 名 不登校等に関わる教育相談の充実 担当課 
教育指導課， 

教育センター 

事業概要 

(目的等) 

 多様化するニーズに対応するため，児童生徒や保護者に対し，関係機関の電話相談

窓口をまとめた「はこだて子どもホットライン」を周知するとともに，南北海道教育セ

ンターにおける教育相談，適応指導教室および相談指導学級の紹介，見学および体験

入級等を行う。 

取組実績 

【取組実績】 

・年度始めに市内小・中学校の児童生徒に，関係機関の電話相談窓口をまとめたリー 

フレット「はこだて子どもホットライン」を配付し，周知を図った。 

・電話相談および教育センターにおける教育相談を行った。 

・適応指導教室および相談指導学級の紹介，見学および体験入級等を行った。 

 

 

【過去５年間の推移】教育相談の件数            （単位：件） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

来所相談 269 393 470 428 353 

電話相談 452 800 770 975 967 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・教育センターにおける相談対応についての児童生徒や保護者への周知により，相談

件数は，電話，来所ともに増加傾向がみられた。 

・学校から依頼を受けた教育相談も増加しており，学校の支援の手立てとしての認知

が高まっている。 

・学校では十分に対応できないケースについて，段階を踏んだ教育相談によって適応

指導教室や相談指導学級への入級につなげることができている。 

 

【課題】 

・不登校の相談窓口としてさらなる周知が必要である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，「はこだて子どもホットライン」を不登校の相談窓口としてさら

に周知を図る必要があるという課題はあるが，不登校に関わる相談対応件数が増加し

ており，学校の支援の手立てとしてのニーズも着実に高まっているなど，ある程度の

成果が得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，相談窓口の周知の方法等について工夫するほか，

引き続き，児童生徒や保護者へ支援内容についての情報提供を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

３ 就園・就学に対する支援 

(1)経済的な理由により，就園・就学が困難な子どもの保護者に対して市立幼稚園保育

料の軽減や就学援助などの支援を行います。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 就学に要する費用の援助 担当課 保健給食課 

事業概要 

(目的等) 

学校教育法第 19条の規定に基づき，義務教育の円滑な実施を図るため，経済的理 

由によって就学困難と認められる児童および生徒の保護者等に対して必要な援助を行

う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・就学援助費目 

  給食費，医療費，学用品費，通学用品費，宿泊を伴わない校外活動費， 

体育実技用具費，宿泊を伴う校外活動費，新入学児童生徒学用品費等， 

修学旅行費，通学費 

・「新入学児童生徒学用品費等」の前年度３月前倒し支給や収入審査における認定基

準額にかかわって，生活保護基準に乗ずる係数を1.2から1.3へ変更し，対象者の拡

大を図った。 

 

 

【過去５年間の推移】「就学援助の認定者数と認定率」     （単位：人，％） 

 

 
 

 

 

 ※認定者数 … 就学援助の支給決定を受けた保護者世帯の小中学生の数 

 ※認 定 率 … 小中学校の認定者数 ÷ 小中学校の全体生徒数 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30(見込) 

認定者数 5,794 4,480 4,227 3,965 4,196 

認定率 29.6 27.2 26.3 25.2 27.3 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して就学に要する費用の援

助を行うことで，子どもたちが安心して学習できる環境の確保が図られた。 

 

【課題】 

・認定基準に生活保護基準と連動した収入審査があるが，生活保護基準は，平成30年

10月以降段階的に引き下げられることになっており，就学援助への影響がないよう

対応するよう国から通知が来ている。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

義務教育の円滑な実施を図るため，経済的理由による就学困難な者に必要な援助を

行っており，予定どおり進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，引き続き，経済的理由による就学困難な者に必要

な援助を行うほか，生活保護基準の引き下げの影響がないよう対応を図

る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

３ 就園・就学に対する支援 

(2)地域住民などが実施する学習支援活動の促進・支援に努めます。 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 アフタースクールの支援 担当課 学校教育課 

事業概要 

(目的等) 

函館市内の小学校に，放課後や長期休業期間に児童の学習支援を行うアフタースク

ールを設置し，地域人材を活用して，学習習慣の定着および主体的な学習態度の形成

を目指す取り組みを行い，学力の一層の向上を図る。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・ＰＴＡなどの団体が小学校を会場として，放課後および長期休業期間に学習支援を

行った。 

・実施団体が，平成24年度の２校から平成30年度には20校と増加した。 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「アフタースクールの実施状況」 （単位：校） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

実施団体数 7 11 14 17 20 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・児童の学習意欲の向上につながっている。 

・全国学力・学習状況調査の平均正答率の向上につながっている。 

 

【課題】 

・教員の再任用制度の本格導入などにより，退職教員など指導員となる人材の確保が

難しくなっている。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，各学校において児童の学習意欲の向上が図られているなどの成

果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，小学校の統廃合も踏まえながら，引き続き，学習習

慣の定着および主体的な学習態度の形成を目指す取組として進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

 

 

 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  ■過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校施設の維持管理 担当課 施設課 

事業概要 

(目的等) 

学校施設は児童生徒の活動の場であるとともに，災害時には地域住民の避難所とし

ての役割も果たすことから，その安全性の確保と学習環境としての健全性を維持する

ため，老朽化している学校施設・設備の改修を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・外壁改修事業（１校），暖房改修事業（２校）を行った。 

鍛神小  外壁および屋根改修        102,536千円 

亀田小  FF暖房機器(ガス)更新       35,316千円 

椴法華中 温水ボイラー更新         14,202千円 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「改修工事の状況」         （単位：校） 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

外壁改修事業 － － 2 2 1 

暖房設備改修事業 2 － － 1 2 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・外壁および屋根の改修により，学校施設の安全性が高まった。 

・暖房施設・機器の更新により，学習環境としての健全性を維持した。 

 

【課題】 

・学校施設が66施設あることから，全施設の改修を行うまでに時間を要する。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

校舎等外壁改修事業計画・校舎暖房設備改修事業計画により，計画どおり，学校施

設・設備の改修が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，学校施設の安全性と学習環境の健全性を維持する

ため，外壁改修事業（２校），暖房改修事業（２校）を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

 

 

 

 

その他計画 

の位置づけ 

■基本構想実施計画  □合併建設計画  ■過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校施設耐震改修事業の推進 担当課 施設課 

事業概要 

(目的等) 

学校施設は児童生徒の活動の場であるとともに，災害時には地域住民の避難所とし

ての役割も果たすことから，その安全性を確保するため，学校施設の改築・耐震改修工

事により耐震化を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・屋内運動場改築事業（解体・外構１校），耐震改修事業（１校）を行った。 

戸倉中  旧屋内運動場解体工事      39,809千円 

戸倉中  外構工事            39,845千円 

亀田小  耐震改修工事          53,679千円 

 

 

【過去５年間の推移】「小中学校の耐震化率」（各4月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

※1 幼稚園1園・高等学校1校は既に耐震化済 

※2 未耐震小学校4校のうち，1校は耐震改修工事予定（2020年）。 

残り3校は「函館市立小・中学校再編計画」に基づく統廃合により廃校予定。 

※3 未耐震中学校3校は「函館市立小・中学校再編計画」に基づく統廃合により廃校予定。 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 耐震化済学校数 

小学校 74.3% 91.9% 91.9% 91.9% 94.5% 38/42 校 

中学校 68.9% 85.7% 85.7% 94.0% 94.0% 18/21 校 

合計 72.1% 89.5% 89.5% 92.6% 94.3%  

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・耐震化により，児童生徒の安全を確保することができた。 

 

【課題】 

・事業費が大きいため，全学校の耐震化まで時間を要する。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

計画的に学校施設の耐震改修事業が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，学校施設の安全性を確保するため，未耐震校の 

実施設計（耐震改修等１校）を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

 

 

 

 

その他計画 

の位置づけ 

■基本構想実施計画  □合併建設計画  ■過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 統合校新築・増築・改修事業の推進 担当課 施設課 

事業概要 

(目的等) 

 統合方針が決定した学校について，統合校の新築・増築・改修事業を行っている。 

 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・統合新築事業（解体・グラウンド整備１校）および統合改修事業（２校）を行った。 

もと的場中 解体工事        148,176千円（H30.3廃校） 

巴中    グラウンド整備     107,844千円（H30.4開校） 

青柳中   校舎改修         11,996千円（H30.4開校） 

大森浜小  電気設備改修・外構整備  20,780千円（H31.4開校） 

 

 

【過去５年間の推移】「統合新築・改修実施校」 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

統合 

新築 

小学校 - - - - - 

中学校 - - 
巴中 

（統合新築） 

統合 

改修 

小学校 - - - - 
大森浜小 

(もと金堀小) 

中学校 - 
五稜郭中 

(もと桐花中) 
- 

青柳中 

(もと潮見中) 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・統合校の開校に向けて，快適かつ安全な環境を整備することができた。 

 

【課題】 

・工事の実施にあたって，当該学校の関係者，保護者ならびに地域住民の十分な理解

を得ながら円滑に行われるよう配慮する必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

計画的に統合校の整備が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，統合方針が決定した学校について，実施設計（戸井

義務教育学校増築）１校，基本設計（南茅部地区統合中学校新築）１校を

行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策１ 家庭・地域との連携・協働の推進 

１ 家庭・地域と一体となった学校運営の推進 

(1)すべての市立小・中学校にコミュニティ・スクールを導入し，保護者や地域住民な

どの学校運営への参画を促進します。また，コミュニティ・スクールは，地域の実情に

応じ，中学校区内における小・中学校間の連携を図りながら運営します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の 

拡大・推進 
担当課 学校再編・地域連携課 

事業概要 

(目的等) 

子どもたちの豊かな成長を支えていく「地域とともにある学校」の実現に向けて，地

域住民や保護者，教職員が一定の権限と責任を持って学校運営について意思決定を行

う学校運営協議会を市立小・中学校に設置し，学校運営に参画する取組を推進する。 

取組実績 

【取組実績】 

・全市立小・中学校の約７割にあたる50校（うち23校が小中合同設置）に学校運営協議

会を設置したほか，平成31年度の全市立幼稚園，小学校，中学校および高等学校への

設置に向けた準備を行った。 

・「函館市教育振興フォーラム」を開催し，コミュニティ・スクールの運用に関する留 

意点や先進事例の紹介などを通して，市民の理解促進に努めた。 

・コミュニティ・スクールの推進のため，協議会や地域の研修会等に講師として参加 

し，普及啓発を行ったほか，協議会運営における課題解決を目的としたリーフレッ 

トを作成し，学校関係者等に配付した。 

 

【過去５年間の推移】「学校運営協議会設置校数」         （単位：校） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

学校運営協議会設置校数   1 1 50 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校と地域がより情報を共有するようになり，地域の協力を得やすくなった。 

・学校が地域と連携した取組を組織的に行えるようになった。 

・小・中学校で協議会を合同設置した，学校間の連携がより強化された。 

 

【課題】 

・各学校運営協議会において，将来的に学校と地域をつなぐコーディネーターとして

の役割を担える人材を確保・育成していく必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 市立小・中学校の約７割にあたる50校に学校運営協議会を設置し，会議が開催さ

れ，保護者や地域住民の学校運営への参画の促進や連携の強化が図られるなど，予定

どおりに本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，全ての市立幼稚園，小学校，中学校および高等学校

に学校運営協議会を設置し，「地域とともにある学校」の実現に向けた取

組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策１ 家庭・地域との連携・協働の推進 

１ 家庭・地域と一体となった学校運営の推進 

(1)すべての市立小・中学校にコミュニティ・スクールを導入し，保護者や地域住民な

どの学校運営への参画を促進します。また，コミュニティ・スクールは，地域の実情に

応じ，中学校区内における小・中学校間の連携を図りながら運営します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校評議員の活用 担当課 市立函館高校 

事業概要 

(目的等) 

学校行事・授業等の見学や学校評議員会の開催等を通じて，学校運営や教育活動に

ついて，客観的な意見を求め，学校経営に反映させる。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・年間２回の学校評議員会では，今年度新たに，①地域探究型学習，②ＩＣＴ教育， 

③間口減に伴う「部活動の削減」，④進路状況について意見を求めた。 

・令和元年度に学校評議員を廃止し，学校運営協議会を設置することについて，学校

評議員全員の理解が得られ，その活動内容についても共有することができた。 

 

 

 

【過去５年間の推移】「学校評議員会の開催状況」     （単位：回） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

学校評議員会開催数  2 2 2 2 2 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・地域探究型学習やＩＣＴ教育などの新たな取組をはじめ，学校運営についての貴重

な意見を得る機会となった。 

 

【課題】 

・これまで，評議員全員が出席して会議を開催することが難しかったため，今後，学校

運営協議会開催に当たっては，委員数が８名と増員されることから，より多くの委

員が参加できる開催日を設定できるよう，日程を調整することが課題である。 

・コミュニティ・スクールの導入により新たな体制となることから，新年度の経営方

針の承認を得る場合などにおいて，中心的な役割を担う委員の存在が大切となる。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

学校評議員が学校運営や改革について理解を示しており，次年度も本校の教育に前

向きに取り組む意志を確認することができるなど，予定どおりに本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
終了 

令和元年度から新たに設置される学校運営協議会を通じて，学校運営

や教育活動について，地域の方々等から客観的な意見を求め，学校経営

に反映させる取組を進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策１ 家庭・地域との連携・協働の推進 

１ 家庭・地域と一体となった学校運営の推進 

(2)家庭・地域・学校がめざす子ども像や教育目標，学校運営の基本方針を共有し，学

校評価などを通じて学校運営の工夫・改善を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校評価の充実 担当課 学校教育課 

事業概要 

(目的等) 

各学校の教育内容の質の向上が図られるよう，学校運営の改善・充実を目指し，各学

校において，学校評価を通じて教育活動等の成果を検証し，必要な支援・改善を行う。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・文部科学省からの「学校評価ガイドライン」に基づき，学校評価の様式等の改訂を行

った。 

・各学校において，児童生徒や保護者に対して行った教育活動等に関わるアンケート

結果に基づき，組織的に自己評価を行った。 

・各学校において，学校評議員や学校運営協議会などによる学校関係者評価を実施し，

自己評価の結果について評価を行った。 

・各学校において，学校評価の結果について，その改善策とともに学校だよりへの掲

載や保護者懇談会での説明を行った。 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各学校において，学校評価の結果に応じた，改善方策を講じることにより，一定水準

の教育の質が確保されている。 

 

【課題】 

・今後，学校評価結果をより広く公表していくため，ホームページへの掲載等につい

て検討する必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各学校において，自己評価や学校関係者評価の実施，また結果や改善策の保護者等

への周知が図られていることから，学校運営に関わる検証・改善サイクルとして機能

しているなど，予定どおり本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，ホームページへの掲載など公表の方法等について

検討するほか，一定水準の教育の質を保障するため，引き続き各学校に

おいて学校評価の取組を進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策１ 家庭・地域との連携・協働の推進 

１ 家庭・地域と一体となった学校運営の推進 

(2)家庭・地域・学校がめざす子ども像や教育目標，学校運営の基本方針を共有し，学

校評価などを通じて学校運営の工夫・改善を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校運営協議会における学校関係者評価の実施 担当課 
学校再編・地域連

携課 

事業概要 

(目的等) 

コミュニティ・スクールの推進状況の把握とともに，学校の運営実態について客観

的な視点から評価を行うため，学校運営協議会において学校関係者評価を実施する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・平成30年度から，各校の学校評価に係る評価書にコミュニティ・スクール（ＣＳ）に

関する評価項目を追加し，学校関係者評価において，コミュニティ・スクールの推進

状況を評価することとした。 

・コミュニティ・スクール導入校においては，学校運営協議会で学校関係者評価を 

行った。 

 

【過去５年間の推移】「学校評価におけるＣＳ関係項目のＡ評価の割合」（単位：％） 

 

 

 

※学校評価の学校関係者評価では，学校運営協議会などが，学校による各項目の自己評価に対し

て，Ａ～Ｄで評価を行うこととなっている。 

「Ａ：自己評価及び改善策は適切であり，取り組みを進めるべきである」 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

Ａ評価の割合     86.0 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校運営協議会で学校関係者評価を行うこととしたことにより，各学校において組

織されていた学校関係者評価委員会を廃止するなど，類似組織の見直しを一斉に行

うことができた。 

・学校関係者評価を学校運営協議会の年間計画に位置付けたことにより，計画的・効

率的な評価の実施が可能となった。 

 

【課題】 

・令和元年度からコミュニティ・スクールが全校導入となることから，新規導入校に

おいて，円滑に学校関係者評価が行われるよう支援を行う必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

平成30年度に設置した学校運営協議会において，学校運営に参画する委員が学校関

係者評価を実施することにより，効率的・多面的な視点での評価が行われるなど，予

定どおりに本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，コミュニティ・スクールの新規導入校において，学

校関係者評価をスムーズに行う体制づくりを進めるとともに，引き続き

本取組を実施する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策１ 家庭・地域との連携・協働の推進 

１ 家庭・地域と一体となった学校運営の推進 

(3)教育活動について積極的に保護者や地域住民などに対して情報発信し，教育活動へ

の参画を促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
［再掲］コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

の拡大・推進 
担当課 学校再編・地域連携課 

事業概要 

(目的等) 

子どもたちの豊かな成長を支えていく「地域とともにある学校」の実現に向けて，地

域住民や保護者，教職員が一定の権限と責任を持って学校運営について意思決定を行

う学校運営協議会を市立小・中学校に設置し，学校運営に参画する取組を推進する。 

取組実績 

【取組実績】 

・全市立小・中学校の約７割にあたる50校（うち23校が小中合同設置）に学校運営協議

会を設置したほか，平成31年度の全市立幼稚園，小学校，中学校および高等学校への

設置に向けた準備を行った。 

・「函館市教育振興フォーラム」を開催し，コミュニティ・スクールの運用に関する留 

意点や先進事例の紹介などを通して，市民の理解促進に努めた。 

・コミュニティ・スクールの推進のため，協議会や地域の研修会等に講師として参加 

し，普及啓発を行ったほか，協議会運営における課題解決を目的としたリーフレッ 

トを作成し，学校関係者等に配付した。 

 

 

【過去５年間の推移】「学校運営協議会設置校数」        （単位：校） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

学校運営協議会設置校数   1 1  50 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校と地域がより情報を共有するようになり，地域の協力を得やすくなった。 

・学校が地域と連携した取組を組織的に行えるようになった。 

・小・中学校で協議会を合同設置した，学校間の連携がより強化された。 

 

【課題】 

・各学校運営協議会において，将来的に学校と地域をつなぐコーディネーターとして

の役割を担える人材を確保・育成していく必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 市立小・中学校の約７割にあたる50校に学校運営協議会を設置し，会議が開催さ

れ，保護者や地域住民の学校運営への参画の促進や連携の強化が図られるなど，予定

どおりに本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，全ての市立幼稚園，小学校，中学校および高等学校

に学校運営協議会を設置し，「地域とともにある学校」の実現に向けた取

組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策１ 家庭・地域との連携・協働の推進 

１ 家庭・地域と一体となった学校運営の推進 

(4)地域と学校をつなぐ人材の発掘・育成に努めるとともに，家庭・地域・学校が連携・

協働して行う活動の実施やその運営を担う組織づくりを促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
［再掲］コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

の拡大・推進 
担当課 学校再編・地域連携課 

事業概要 

(目的等) 

子どもたちの豊かな成長を支えていく「地域とともにある学校」の実現に向けて，地

域住民や保護者，教職員が一定の権限と責任を持って学校運営について意思決定を行

う学校運営協議会を市立小・中学校に設置し，学校運営に参画する取組を推進する。 

取組実績 

【取組実績】 

・全市立小・中学校の約７割にあたる50校（うち23校が小中合同設置）に学校運営協議

会を設置したほか，平成31年度の全市立幼稚園，小学校，中学校および高等学校への

設置に向けた準備を行った。 

・「函館市教育振興フォーラム」を開催し，コミュニティ・スクールの運用に関する留 

意点や先進事例の紹介などを通して，市民の理解促進に努めた。 

・コミュニティ・スクールの推進のため，協議会や地域の研修会等に講師として参加 

し，普及啓発を行ったほか，協議会運営における課題解決を目的としたリーフレッ 

トを作成し，学校関係者等に配付した。 

 

 

【過去５年間の推移】「学校運営協議会設置校数」         （単位：校） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

学校運営協議会設置校数   1 1  50 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校と地域がより情報を共有するようになり，地域の協力を得やすくなった。 

・学校が地域と連携した取組を組織的に行えるようになった。 

・小・中学校で協議会を合同設置した，学校間の連携がより強化された。 

 

【課題】 

・各学校運営協議会において，将来的に学校と地域をつなぐコーディネーターとして

の役割を担える人材を確保・育成していく必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 市立小・中学校の約７割にあたる50校に学校運営協議会を設置し，会議が開催さ

れ，保護者や地域住民の学校運営への参画の促進や連携の強化が図られるなど，予定

どおりに本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，全ての市立幼稚園，小学校，中学校および高等学校

に学校運営協議会を設置し，「地域とともにある学校」の実現に向けた取

組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

１ 校務運営および指導体制の工夫・改善 

(1)校長のリーダーシップのもと，教育目標の実現に向けて教職員が適切に役割を果た

すとともに，相互に連携しながら教育活動に取り組むことができるよう校務運営の改

善・充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 校務運営の改善・充実 担当課 
教育指導課， 

学校教育指導監 

事業概要 

(目的等) 

市立幼稚園，小・中学校における学校経営，学習（保育）指導，生徒指導，学校安全，

特別支援教育にかかわる実践的な取組等について，情報交換や協議，指導・助言を行

う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・学校教育指導監および指導主事による学校教育指導（経営訪問）前期を実施した。 

小学校46校 中学校21校 幼稚園２園 

・学校教育指導監による学校教育指導（経営訪問）後期を実施した。 

小学校46校 中学校21校 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・管理職や担当者と教育推進の重点（コミュニティ・スクール，小中一貫教育，業務改

善）について協議を行い，各学校の課題を共有して，実態に応じた指導助言を行うこ

とができた。 

 

【課題】 

・学校の実態を踏まえ，一貫性のある学校支援が図られるよう，関係各課の共通理解

を図る必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

校長としての経験や学識をもとに行われる，学校教育指導監からの定期的な経営訪

問における指導・助言により，各学校の学校経営の充実が図られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

各学校の課題解決に向け，学校教育指導監が指導・助言することで，各

学校の教育活動の充実が図られるよう，今年度においても当事業を継続

する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

１ 校務運営および指導体制の工夫・改善 

(1)校長のリーダーシップのもと，教育目標の実現に向けて教職員が適切に役割を果た

すとともに，相互に連携しながら教育活動に取り組むことができるよう校務運営の改

善・充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学力向上および教員の指導力向上に係る事業等の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

市立の各幼稚園，小学校，中学校，高等学校の要請に基づき，学校教育指導に関する

専門的事項について指導・助言を行い，各学校における指導力や学力の向上を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・学校教育指導（要請訪問）を行った。 

訪問回数 小学校 52 回 中学校 20回 幼稚園 ２回 

（複数回の訪問依頼があった学校：八幡小・鍛神小２回，北日吉小・亀田小３回） 

（１回の訪問で，複数の授業公開が行われた学校：深堀小・石崎小・鍛神小） 

訪問形態 

研究活動等の説明，授業公開と研究協議 67 校（園） 

公開研究会等で学校訪問を代替      ２校（青柳中・巴中） 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善や，学習指導要領改訂の趣旨，各学

校の課題改善の取組について各校の理解を深めることができた。 

 

【課題】 

・特設授業だけでなく，日常の授業の質の向上につなげることが求められる。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，各学校からの要請に応じて，個々の課題に対応した指導・助言を

行っていることから，各学校の教員の指導力や学力の向上について，ある程度の成果

が得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，各学校の課題解決を図り，指導力や学力の向上に

つながるよう，引き続き，学校教育指導（要請訪問）を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

１ 校務運営および指導体制の工夫・改善 

(2)児童生徒，学校および地域の実情を踏まえた教育課程を編成し，組織的かつ計画的

に実施するとともに，学校評価などを活用して教育活動の質の向上を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 単位制を活用した教育課程の充実（高校） 担当課 市立函館高校 

事業概要 

(目的等) 

単位制の特色である生徒の興味・関心に応じた学習の充実，多様な進路希望の実現

のため，少人数によるきめ細かな指導を推進する。 

 また，「函館学」や「医療倫理」などの学校設定科目を設定するなど，特色ある教育

課程の編成･実施を推進する。 

取組実績 

【取組実績】 

・計80科目の授業を開講し，単位制の特色である生徒の興味・関心に応じた多様な進

路希望に対応した授業を展開している。 

・本校独自の「函館学」を学校設定科目として設定し，特色ある教育課程の編成・実施

している。 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「市立函館高校の総科目数」   （単位：科目） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

総科目数   80 80 80 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・単位制の特色を生かして，生徒の興味・関心に応じた選択科目を設定した。 

・多様な進路希望の実現のため，少人数によるきめ細かな指導を推進した。 

 

【課題】 

・学習指導要領改訂に向けた教育課程の編成・実施について検討する。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

80科目の共通科目および選択科目を開講し，特色ある教育課程の編成･実施を推進し

ているなど，予定どおりに本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，単位制の特色である生徒の興味・関心に応じた学

習の充実，多様な進路希望の実現のため，少人数によるきめ細かな指導

の推進を継続・発展させる。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

１ 校務運営および指導体制の工夫・改善 

(3)豊かな知識・経験をもつ専門家などの外部人材を教育活動に活用するとともに，関

係機関・企業・高等教育機関などと連携し，指導体制の充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 外部人材の活用 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

教育活動の質の向上を図るため，地域の人的または物的な資源等を効果的に活用す

ることや関係機関などと連携することにより，指導体制の充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・多様な経験や技能をもつ外部人材をゲストティーチャーとして招き，教育活動の充

実に努めた。 

・社会科や理科，総合的な学習の時間などにおいて地域の資源を教材化し，授業を実

施した。 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・地域人材をゲストティーチャーとして活用したり，地域の資源を教材としたりする

ことで，学習内容と日常生活との関連が生まれ，子どもたちの理解を深めるととも

に学習の意欲を喚起することができた。 

 

 

【課題】 

・教科のねらいが達成できるよう，教師と外部人材による綿密な打合せが必要である。・ 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

各学校において，外部人材や地域素材を教材化した授業が行われており，子どもた

ちの理解を深めたり，意欲を喚起したりすることに寄与しているなどの成果が得られ

ているものと考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，外部人材の活用，地域素材の教材化については，

子どもの理解を深め，意欲を喚起することに必要なことと考えられるこ

とから，引き続き取組を進めていく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標 ２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

２ 業務改善に向けた取組の推進 

(1)教員の勤務実態などを踏まえながら，学校における業務改善に向けた取組を推進し 

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 学校における業務改善の取組の推進 担当課 教育政策課 

事業概要 

(目的等) 

本市における教育の質の向上を目指し，平成29年12月にとりまとめた「教職員の業

務改善のための取組」等に基づき，各学校の業務改善に向けた取組を推進する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・「教職員の業務改善のための取組（学校が行う取組）」の各学校での実施状況を把握
し，取組事例集を作成・配付するなどして，学校の取組を支援した。 

・夏休みおよび冬休み期間中に，学校閉庁日を設定し，教職員が年次有給休暇を取得
しやすい環境づくりを行った。 

・国や北海道のガイドラインを参考に，適切な部活動の運営体制や部活動休養日・活
動時間などを定めた「市立学校に係る部活動の方針」を策定した。 

・学校閉庁日などの業務改善の取組について，市のホームページや広報誌などを通し
て，保護者や地域に対して周知を図った。 

・学校に対する各種調査の精選を行った。 
・業務改善の取組について検証するため，教職員へアンケート調査を行った。 
 

【過去５年間の推移】「教職員アンケート結果」（市立幼稚園，小学校，中学校，高等学校） 
 

項 目 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

勤務時間が「減っている」,「や
や減っている」と回答     36.8％ 

働き方に対する意識が「高ま
っている」「やや高まってい
る」と回答 

    65.8％ 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・中学校長会との連携により，全ての市立中学校で，一斉に部活動休養日を週２日以
上とする取組を推進でき，教員の負担軽減につながった。 

・各種の取組により，教職員の働き方に対する意識を一定程度高めることができた。 
 

【課題】 

・勤務時間が減少している教職員が少ないことから，勤務時間を客観的に把握すると
ともに，引き続き学校・保護者・地域の意識改革および長時間勤務の縮減に向けた取
組を推進していく必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

平成30年度は，学校や地域に対する学校における業務改善の取組についての周知や，
市教委主導による原則19時までの退勤や学校閉庁日の設定などの取組を行ったことに
より，教職員一人ひとりが働き方について意識する契機となったほか，校務分掌の見
直し等の各学校での取組の推進や部活動休養日の設定などにより，負担が減少したと
感じた教職員が一定程度いたことなどから，ある程度の効果が得られていると考えら
れる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，教職員の長時間勤務の解消を図るため，これまで

の取組を継続するとともに，外部人材の活用を含めた環境の整備に努め

るほか，各学校の運営体制を充実させるための取組を進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

２ 業務改善に向けた取組の推進 

(1)教員の勤務実態などを踏まえながら，学校における業務改善に向けた取組を推進し

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学力向上非常勤講師の配置（中学校免許外指導解消） 担当課 学校教育課 

事業概要 

(目的等) 

 学校規模によっては，全教科に専門の免許を持つ教員を配置できない場合があるた

め，教育職員免許法付則第２項の定めにより，当該教員が免許を所有している本来の

教科のほかに，届出により，免許を持たない専門外の教科を担当し，免許外教科担任と

して指導を行っている現状がある。 

 このため，実技指導について，免許外教科担任が指導を行う中学校に，当該教科の普

通免許状所有者を時間講師（臨時職員）として配置し，生徒に専門的で質の高い授業の

実施による学習への関心・意欲および学力の向上を目指すとともに，免許外教科担任

の解消により，教員の負担軽減を図る。 

取組実績 

【取組実績】 

・免許外教科指導が必要な学校のうち，北海道教育委員会が実施する「中学校免許外

解消事業」の対象とならなかった学校に対し，非常勤講師を配置し，教員の負担軽減

を図った。 

 

【過去５年間の推移】「非常勤講師の配置校および任用者数」 

 

 

 

 

 

 

 

教科 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

美術   5校4名 1校1名 1校1名 

技術   － 1校1名 － 

家庭科   7校6名 12校7名 10校7名 

保健・体育   2校1名 － － 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・教員が本来の教科指導に専念でき，負担軽減につながった。 

 

【課題】 

・教員の人事異動に係る教科担任の配置状況や北海道教育委員会が実施する「中学校

免許外解消事業」での加配教員や非常勤講師の配置状況によって非常勤講師が必要

となる教科や事業時間数が変わることから，新年度の授業開始に合わせた人材の確

保に苦慮するとともに，対象教科では，慢性的な人材不足の状況がある。 

評  価 

◎ 十分な成果が得られている 

【理由】 

学校からの事業継続の要望が高いうえ，教員の負担軽減につながっており，十分な

成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，教員の負担軽減が図られるよう，引き続き本取組

を実施する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

２ 業務改善に向けた取組の推進 

(1)教員の勤務実態などを踏まえながら，学校における業務改善に向けた取組を推進し

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 ［再掲］部活動地域支援者の活用 担当課 学校教育課 

事業概要 

(目的等) 

 中学校の部活動では，顧問教員に専門的な知識や経験がなく，特に技術指導面にお

いて苦慮している学校が少なくないことから，部活動の充実および地域と学校の連携

のほか，技術指導面，精神面における教員の負担軽減を図るため，専門的な技術指導が

できる地域支援者の参画を推進する。 

取組実績 

【取組実績】 

・部活動の指導に関して，配置を希望する中学校に対して，部活動地域支援者を配置

した。 

・配置された支援者が生徒に対して専門的な技術指導を行った。 

 

 

 

【過去５年間の推移】「部活動地域支援者の配置」   （単位：校，人） 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

配置学校数   9 13 10 

支援者数   12 19 20 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・部活動において，生徒が専門的な技術指導を受けることができた。 

・部活動地域支援者に対して謝金を支払うことで，外部に部活動指導を依頼しやすい

環境が整い，配置された学校において教員の負担軽減につながった。 

 

【課題】 

・部活動支援者は顧問となる教員の指導補助の立場であることから，教員のより一層

の負担軽減を図るためには，単独で部活動の技術指導や大会への引率等を行うこと

が可能である部活動指導員の配置について，検討が必要である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，さらなる教員負担の軽減について検討は必要であるが，部活動

において外部に指導を依頼しやすい体制が整い，専門的な技術指導が図られることで，

教員の負担軽減につながっているなどの成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，人材の確保等について検討するとともに，引き続

き，部活動指導の充実と教員負担の軽減が図られるよう，本取組を推進

する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

２ 業務改善に向けた取組の推進 

(1)教員の勤務実態などを踏まえながら，学校における業務改善に向けた取組を推進し

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 校務支援システムの導入・活用 担当課 
教育政策課， 

学校教育課 

事業概要 

(目的等) 

学校の情報化や教職員の業務改善を目的として，児童生徒の情報や校務スケジュー

ル管理等を行う北海道共同利用型校務支援システムを導入し，その活用を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・全校導入に向けて，通信回線や学校規模の違いによるシステムの稼働状況等の検証

のため，小・中学校６校を先行導入校とし，校務支援システムを導入した。 

 （鱒川小，鍛神小，桔梗小，鱒川中，亀田中，恵山中） 

・先行導入校に対して，校務支援システムの機能概要等に関し，管理職ガイダンスや

個別説明会を開催した。（11月～１月） 

・全校導入に向けて，課題や効果的な活用方法などの検証等を行うための先行導入校

における試験運用を開始した。（１月～） 

・校務支援システムの運用の手引きを作成し，全ての小・中学校に配付し，周知を図っ

た。（３月） 

 

 

 

【過去５年間の推移】「校務支援システム導入校」    （単位：校） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

導入校     6 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・先行導入校の全教職員を対象とする説明会を通じて，教職員の校務支援システムに

関する理解を深めることができた。 

 

【課題】 

・先行導入校での試験運用の結果を基に，残り58校の小・中学校への円滑な導入と各

学校において効果的な活用が図られるよう準備を進めていく必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

先行導入校の環境整備や教職員向け説明会の開催，運用の手引きの作成・周知など

により，先行導入および試験運用が予定どおり進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，残り 58校の導入に向けた環境整備や説明会の開催

などを計画的に進め，校務支援システムの全校導入を円滑に進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

３ 教職員の資質能力の向上 

(1)教職員のキャリアステージに応じた研修を実施するほか，授業改善，特別支援教育

や情報モラル教育など今日的な教育課題に対応した研修を実施します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 教職員研修の充実 担当課 教育センター 

事業概要 

(目的等) 

 教職員の経験年数に応じた研修や，複雑化・多様化する学校課題に対応するために

必要な資質・能力の向上を図る研修の充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・法定研修である「基本研修」をはじめとして，専門性の向上を図る「専門研修」，教

育課程や校内研究等の各学校の取組の充実を図る「担当者研修」等を実施した。 

  ★基 本 研 修：初認段階教員研修，中堅教諭等資質向上研修，新任校長研修 など 

  ★専 門 研 修：管理職研修，教科等研修（外国語など），課題別研修（生徒指導など） 

  ★担当者研修：道徳教育推進教師，特別支援学級担当教諭，栄養教諭 など 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「基本研修・専門研修等の受講者数」 （単位：人） 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

研修受講者数 1,526 1,599 1,443 2,586 1,405 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・研修内容に即した講師によって研修を行うことにより，各教科等にかかわる指導力

の向上を図ることができた。 

・初任段階の教員の職務遂行に必要な事項に関する実務的・実践的な内容について，

各年次で設定した重点に基づいた研修を行い，指導力の向上が図られた。 

 

【課題】 

・教職員が研修に参加する時間や精神的な余裕を確保する必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，教職員の多忙化に伴う参加の困難性がみられるが，函館市の実

態や課題をとらえ，喫緊の課題に対応した研修の企画・運営を行うとともに，指導実績

の高い講師による講義・演習等により，ある程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，指導主事の業務改善や，教職員がより参加しやす

い研修のあり方について検討するほか，教職員の資質能力の向上を図る

ため，引き続き研修の充実を図る。 

」 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

３ 教職員の資質能力の向上 

(2)授業公開などを中心とした実践的な研究を通じて教育実践の改善・充実に努めると

ともに，南北海道教育センターにおける事業の充実を図ります。また，優れた実践事例

については学校間で共有を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 南北海道教育センター研究事業の推進 担当課 教育センター 

事業概要 

(目的等) 

 教育実践の改善・充実を図るため，研究員による公開授業や，教育相談等についての

研究を行い，その成果を南北海道教育センターが実施する研修等で活用する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・小中学校の教諭22名が，研究員として３つの部（教育方法部，教育相談部，教育支援

部）に分かれ，学校課題の解明に必要な実践的な研究を行った。 

・教育方法部では，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくりをテーマ

として研究を行い，外国語教育，道徳教育，算数科教育，数学科教育の各講座におい

て研究員が授業を公開した。 

・教育相談部では，「開発的な生徒指導を活かした自己指導力能力の育成」をテーマと

して研究を行った。 

・教育支援部では，「すべての子どもに対する支援の質の向上を目指した校内支援体

制や校内研修の在り方」をテーマとして研究を行った。 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・公開授業および講義・演習では，多くの教員が実践的に授業改善について理解を深

めることができ，授業後の協議では，公開授業の協議のみならず，各学校の日常的な

実践についても交流を深めることができた。 

 

【課題】 

・より多くの教員が公開授業を通して授業づくりのポイントを学ぶことができる取組

を工夫する必要がある。 

・教員の日常的な授業改善につながる講座内容を企画する必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

公開授業の授業者や参観者の指導力向上だけでなく，各学校において研究成果を踏

まえて校内研究を推進することで，教員の指導力向上や児童生徒の学力向上に大きく

寄与することが期待されるなど，予定どおり本取組は進んでいる。 

今年度の 

状  況 
改善 

市内の各学校における，日常的な授業改善が進められるよう，工夫・改

善を図るほか，教育実践の改善・充実を図るため，引き続き研究事業の取

組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策２ 学校における指導体制等の充実 

３ 教職員の資質能力の向上 

(3)児童生徒への適切な支援を教職員が行ううえで必要となる児童福祉などに関する

知識を深める機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」，研修等案内） 

事 業 名 生徒指導に係る研修事業の充実 担当課 教育センター 

事業概要 

(目的等) 

 児童生徒への適切な対応の充実を図るため，児童福祉などに関する知識を深める機

会の充実に努める。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・課題別研修において，特別支援教育に関する研修や教育講演会を企画し，教育上特

別な配慮が必要な児童生徒に対する支援のあり方や，児童福祉などに関する知識を

深める研修を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「特別支援教育研修（関係分）受講者数」（単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

研修受講者数 177 251 319 253 371 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・教育上特別な配慮が必要な児童生徒に対する支援のあり方や，児童福祉などに関す

る教員の知識や指導力を高めることができた。 

 

【課題】 

・児童福祉等については，児童相談所など学校外の機関との連携が求められるケース

も少なくないことから，今日的な教育課題をとらえた研修内容の充実を図る必要が

ある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

特別支援教育に関するニーズの高さから，参加者も多く，児童生徒の支援のあり方

について広く理解を深めることができたことから，予定どおり本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
改善 

今年度においては，スクールソーシャルワーカーを講師とするなどし

て，児童福祉などに関する知識を深める研修の充実を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策３ 学校間の連携・接続 

１ 学校間の縦の連携・接続 

(1)子どもの学びの連続性を踏まえた教育課程を編成するなど，学校間の円滑な連携・

接続を図る取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 小中一貫教育に向けた取組 担当課 
学校再編・地域連携課，

教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

各中学校区内において，校区を同じくする小・中学校で学校教育目標や目指す子ど

も像を共有し，すべての教職員が共通認識に立った上で教育活動を行っていく。また，

戸井地区において，本市初の義務教育学校の令和３年度開校に向け準備を進める。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・校区を同じくする小・中学校の学校経営要項に，学校教育目標や目指す子ども像を 

明確に位置づけた。 

・各中学校区の取組を冊子にまとめ，各学校への配付および市ホームページへの掲載

を行った。 

・戸井地区義務教育学校の開校準備を進めるとともに，義務教育学校における先進地 

視察を行った。 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校運営協議会の小・中学校合同設置により，小・中学校，家庭，地域が一体となっ 

 て「みんなで子どもを育てる」当事者意識が醸成され，小・中学校間の連携強化につ 

ながった。 

・先進地視察は，義務教育学校設置に向け，具体的な準備を円滑に進めていくため，学

校の設置に向けた手続き，教育環境，教育課程および指導方法等を学ぶ貴重な機会

となった。 

 

【課題】 

・コミュニティ・スクールを導入して間もないことから，小中一貫教育とコミュニ  

ティ・スクールを一体的に進める体制づくりを強化していく必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各中学校区の取組を冊子にまとめ，各学校への配付および市ホームページへの掲載 

を行ったことなどにより，広く市民周知を行ったほか，義務教育学校に係る先進地視

察などを通して情報収集を行いながら，戸井地区義務教育学校の開校準備を進めるこ

とができたことから，予定どおり本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，コミュニティ・スクールの活用をはじめ，各中学校

区で推進している小中連携の取組をさらに進めていくよう，引き続き取

組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策３ 学校間の連携・接続 

１ 学校間の縦の連携・接続 

(2)中学校区内における小・中学校において，めざす子ども像の共有を図り，児童生徒

に必要な資質・能力を育む取組を推進するとともに，義務教育９年間を見通した小中

一貫教育に進展する取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 ［再掲］小中一貫教育に向けた取組 担当課 
学校再編・地域連携課，

教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

各中学校区内において，校区を同じくする小・中学校で学校教育目標や目指す子ど

も像を共有し，すべての教職員が共通認識に立った上で教育活動を行っていく。また，

戸井地区において，本市初の義務教育学校の令和３年度開校に向け準備を進める。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・校区を同じくする小・中学校の学校経営要項に，学校教育目標や目指す子ども像を 

明確に位置づけた。 

・各中学校区の取組を冊子にまとめ，各学校への配付および市ホームページへの掲載

を行った。 

・戸井地区義務教育学校の開校準備を進めるとともに，義務教育学校における先進地 

視察を行った。 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校運営協議会の小・中学校合同設置により，小・中学校，家庭，地域が一体となっ 

 て「みんなで子どもを育てる」当事者意識が醸成され，小・中学校間の連携強化につ 

ながった。 

・先進地視察は，義務教育学校設置に向け，具体的な準備を円滑に進めていくため，学

校の設置に向けた手続き，教育環境，教育課程および指導方法等を学ぶ貴重な機会

となった。 

 

【課題】 

・コミュニティ・スクールを導入して間もないことから，小中一貫教育とコミュニ  

ティ・スクールを一体的に進める体制づくりを強化していく必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各中学校区の取組を冊子にまとめ，各学校へに配付および市ホームページへの掲載

を行ったことなどにより，広く市民周知を行ったほか，義務教育学校に係る先進地視

察などを通して情報収集を行いながら，戸井地区義務教育学校の開校準備を進めるこ

とができたことから，予定どおり本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，コミュニティ・スクールの活用をはじめ，各中学校

区で推進している小中連携の取組をさらに進めていくよう，引き続き取

組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策 ３ 学校間の連携・接続 

１ 学校間の縦の連携・接続 

(3)教育上特別な配慮を必要とする子どもに関する個別の教育支援計画などを学校間

で円滑に引継ぎます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  ■その他（学校教育推進の指針「アプローチ」） 

事 業 名 はこだて子どもサポートシートの活用の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

児童生徒の早期からの一貫した支援の実現を図るため，教育上特別な配慮を要する

児童生徒の支援について，「はこだて子どもサポートシート」（本市における個別の教

育支援計画および個別の指導計画）の活用を促進し，校種間の確実な引継ぎを行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・平成30年度学校教育推進の指針（アプローチ）において，サポートシートの活用によ

る支援の充実の必要性を周知した。 

・各種研修会や指導主事による学校訪問の際に，サポートシートの作成・活用による

組織的な支援体制の構築や，通常の学級に在籍する支援の必要な児童生徒について

も，サポートシートを作成・活用して情報共有を行うことが重要であることについ

て，指導・助言を行った。 

 

 

【過去５年間の推移】「通常級に在籍する支援を要する児童生徒の割合」（単位：％） 

※「教育上特別な配慮が必要と思われる児童生徒に関わる調査」（市教委実施）より 

年度 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

児童生徒の割合 4.3 4.3 2.6 3.7 4.2 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各学校の特別支援学級に在籍している児童生徒に対して，サポートシートの活用が

促進された。 

 

【課題】 

・通常の学級に在籍する支援の必要な児童生徒におけるサポートシートの作成・活用

を推進していく必要がある。 

・幼・小・中の連携・引継ぎ等での活用を促し，一貫した支援の充実を図る必要があ

る。 

評  価 

△ 課題が多くある 

【理由】 

本取組については，通常の学級での作成・活用や進学時の引継ぎ等での活用が十分

ではないなど課題が多く見られることから，今後の取組の推進に当たっては工夫・改

善が必要である。 

今年度の 

状  況 
改善 

今年度においては，教育上特別な配慮を要する児童生徒の支援の充実

を図るため，サポートシートの効果的な活用が図られるよう，各種研修

会などにおいて，指導助言を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策３ 学校間の連携・接続 

２ 学校間の横の連携 

(1)教職員の情報交流・研究協議会・授業公開などの取組の充実を図ります。 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校間の連携による取組の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

近隣校で，研究に関する情報交換や授業の交流などを行い，自校の研究の活性化や

教員の指導力の向上を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・平成30年度学校教育推進の指針（アプローチ）において，目指す子ども像の共有や，

研究協議会の実施など一貫教育に発展する取組について，周知した。 

・学校教育指導監の学校教育訪問（経営訪問）において，指導・助言を行った。 

・校区を同じくする小・中学校の学校経営要項に，学校教育目標や目指す子ども像を 

明確に位置付けた。 

・各中学校区の取組を冊子にまとめ，各学校への配付および市ホームページへの掲載

を行った。 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・中学校区においてグランドデザインなどが共有されている。 

・中学校区による合同研修会の実施，グランドデザインを基にした取組の推進が行わ

れている。 

・学校間において，学力向上，校内研修，生徒指導などにおける情報交流が実施されて

いる。 

 

【課題】 

・日常的な情報交流に留まっている学校もある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

地域差はあるが，中学校区での一貫教育に発展する合同研修会や情報交換などの取

組が推進されており，各学校の教育活動の充実に寄与するなどの成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，学校間の交流を促し，一貫教育に発展する取組な

どの充実が図られるよう，引き続き本取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

 

 

 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市立・小中学校再編計画） 

事 業 名 市立小・中学校の再編の推進 担当課 学校再編・地域連携課 

事業概要 

(目的等) 

少子化や人口移動による小規模校の増加に対応し，子どもたちにとって望ましい教

育環境を提供するため，学校の統廃合や通学区域の調整など望ましい学校規模の確保

を基本とし，地域の実情を踏まえた学校の再編を進める。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・上湯川小・亀尾小の再編について，保護者等説明会を開催し，統合方針を決定した。

その後統合準備委員会を設置し，開校に向けた準備を進めた。 

・戸井地区小・中学校の再編について，統合準備委員会を設置し，開校に向けた準備を

進めた。 

・磨光小・臼尻小・大船小の再編および東小・石崎小の再編について，函館市教育振 

興審議会による意見聴取会等を開催し，統合の答申を行った。その後各校において， 

保護者等説明会を開催し，両グループの統合方針を決定した。 

 

 

【過去５年間の推移】「函館市教育振興審議会（再編関係）開催実績」  （単位：回） 

※組織改編があったH30は，再編部会と小委員会の開催合計 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

総会（再編案件） 5 3 3 2 2 

小委員会（部会） 8 9 7 3 8 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・全市的に学校の小規模化が進む中，学校規模や通学距離，施設の老朽化などを総合

的に検討しながら，各グループにおいて，統合準委員会の設置をはじめとした開校

準備，函館市教育振興審議会による意見聴取会等の開催や答申，統合方針の決定等

を行った。 

 

【課題】 

・すでに審議会から再編の答申が示されているグループについて，保護者や地域との 

協議を進めるほか，一括諮問分についても順次審議を進めていく必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

地域の実情やこれまでの統廃合の経過等も考慮したうえで，保護者や地域の理解を

得ながら，再編の取組を進めることができており，予定どおりに本取組が進んでい

る。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，函館市立・小中学校再編計画に基づき，学校再編の

取組を進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

 

 

 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校図書館地域開放の取組 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

子どもたちや地域住民の読書活動の充実や地域の教育力の向上を図るため，保護者，

地域住民，学校司書等が連携・協働し，学校図書館を開放する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・学校司書が配置された市内小・中学校のうち，巴中学校，青柳中学校，五稜郭中学校

の学校図書館について，学校運営協議会委員や在校生保護者等を対象に試験開放し

た。 

①巴中学校  ：２月１回，３月１回（月曜日）午後１時30分～午後３時まで 

②青柳中学校 ：２月１回，３月２回（水曜日）午後１時30分～午後３時まで 

 ③五稜郭中学校：２月１回，３月１回（月曜日）午後１時45分～午後３時まで 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「地域開放の実施回数」     （単位：回） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

開放回数     ７ 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学校司書が配置され，図書館運営が改善された学校図書館を地域に開放することが

できた。 

 

【課題】 

・児童生徒や教員，保護者らが，安心して地域住民を受け入れることのできる運営体

制を確立する必要がある。 

・地域と学校の協働事業として理解してもらえるようなＰＲの方法を工夫する必要が

ある。 

評  価 

△ 課題が多くある 

【理由】 

児童生徒の安全で安心な環境の確保や，地域と学校の協働事業となるような体制づ

くりが課題となっており，今後十分に検討していく必要がある。 

今年度の 

状  況 
改善 

今年度においては，運営体制や実施方法を工夫・改善することにより

課題の解決を図りながら，試験開放した学校での継続実施や，新たな地

域開放の取り組みを進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策１ 函館への愛着や誇りを育む教育の推進 

１ 地域資源を活用した教育活動の推進 

(1)豊かな地域資源を教材として活用し，函館のまちの良さを感じることができる教育

活動を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 地域資源を活用した教育活動の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 函館の歴史や文化，自然などを教材として活用し，函館のまちの良さを感じること

のできる教育活動を推進する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・各学校において校外学習や宿泊研修などを通し，函館の歴史や文化，自然などに直

接触れる体験活動を行った。 

・小学校３，４年生においては，社会科用図書「私たちの函館」を活用して函館のよさ

についての理解を深めた。 

 

 

※函館市においては，将来のまちづくりを担う子どもたちが，函館の良さや課題などまちの

現状を見つめるとともに，函館の歴史や魅力，先人達の気概などを学ぶことができる「函

館ＴＯＭ向上推進事業 まちを理解する小学生向けオリジナル映像」を平成30年度末に制

作し，公開している。 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・体験学習のほか，社会科用図書を活用するなどし，函館の歴史や文化，自然などに

ついて理解を深めることができた。 

 

【課題】 

・各学校が地域人材の効果的な活用等，人とのつながりからも函館のまちのよさを実

感できるような教育活動を推進していくことが課題である。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

各学校において，校外学習や宿泊研修など函館の歴史や文化，自然などに直接触れ

る体験活動が行われているなど，本取組は予定どおりに進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，校外学習などによる体験活動や社会科用図書の活

用のほか，平成 30年度に函館市が作成したまちを理解する小学生向けオ

リジナル映像なども活用しながら，引き続き函館のまちの良さを感じる

ことのできる教育活動に取り組む。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策１ 函館への愛着や誇りを育む教育の推進 

１ 地域資源を活用した教育活動の推進 

(2)授業や課外活動などにおいて，芸術家，スポーツ選手，研究者などの様々な専門家

から直接指導を受ける機会の充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 市立函館高校における「函館学」の充実 担当課 
市立函館高校， 

教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 学校設定科目「函館学」において，函館学基調講演会や函館学講座など地域人材の活

用するとともに，地域探究学習として地域施設や自然を活用して地域理解を深める。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・学校設定科目「函館学」において，地域理解を深めるために，地域人材を活用して，

函館学基調講演会や函館学講座等を行った。 

・平成30年度入学生から「地域探究学習」を導入し，福祉や教育，地域行政，科学，生

物など多岐にわたる42の講座を開講した。 

 

 

 

【過去５年間の推移】「地域人材を活用した講演等の実施状況」 （単位：回） 
 
 

 

※Ｈ30 から科目を見直し，「函館学」に「地域探究学習」が加わり増加した。 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

講演・講座数 35 35 35 35 60 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・「函館学」における講演会・講座を行うことにより，生徒は函館の街の魅力につい

て，地理的・歴史的・文化的背景など様々な角度から理解を深めることができた。 

・「函館学」における講演会・講座や「地域探究学習」において，多岐にわたる地域

人材を活用することができた。 

 

【課題】 

・「函館学」における講演会・講座の内容について，検証改善サイクルを確立し，そ

の充実を図る必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

地域理解を深める講演会の実施および講座の開講など，ある程度の成果が得られて

いる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，地域理解を深めるため，引き続き，地域との連携を

深め地域人材を活用するなどし，「函館学」の充実に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策１ 函館への愛着や誇りを育む教育の推進 

２ 地域に貢献する教育活動の推進 

(1)地域行事・ボランティア活動などを通じて社会に参画する態度を育む教育活動を推

進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 地域と関わる教育活動の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 地域行事・ボランティア活動などを通じて社会に参画する態度を育む教育活動を推

進する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・各学校において，特別活動等の時間に，キャリア教育の一環として計画的に職場体

験を実施し，社会に参画する態度を育む教育を推進した。 

・各学校において，地域清掃活動や福祉施設への訪問，町会行事への参加などの活動

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・地域行事やボランティア活動など様々な体験的な活動への参加を通し， 児童生徒の

社会に参画する態度の育成につながっている。 

 

【課題】 

・港まつりパレード等，地域行事への参加を行う取組は見られるものの，一部の有志

による取組にとどまっており，今後，コミュニティ・スクールの推進により，児童生

徒が地域の行事等に参加する機会を充実させたい。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

本取組については，学校の教育活動においては内容の充実が図られている一方，地

域行事への参加など，地域との関わりや連携において，今後より一層の充実が求めら

れる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，コミュニティ・スクールの推進に伴う地域との連

携も考慮しながら，各学校に対してキャリア教育の一層の充実を図るよ

う，経営訪問や要請訪問等の機会を通じて，継続して指導・助言を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策１ 函館への愛着や誇りを育む教育の推進 

２ 地域に貢献する教育活動の推進 

(2)地域住民や企業などとの連携を図りながら，地域課題の解決に取り組む学習機会の

充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 地域と連携した学習活動の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 地域住民や企業などとの連携を図りながら，地域課題の解決に取り組む学習機会の

充実を図ります。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・小学校３・４年生において使用する，社会科副読本「わたしたちの函館」を作成・活

用し，地域学習の充実を図っている。 

・社会科の授業や総合的な学習の時間等において地域学習を行い，地域課題の解決に

取り組む学習機会の充実を図った。 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・職場訪問や職場体験学習を計画的に実施し，地域住民や企業などとの連携を図るこ

とができた。 

 

【課題】 

・道徳科の郷土愛を育む学習等，教科における関連をもった学習活動をより一層計画

的に取り組む必要がある。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

多くの学校において，地域との連携を図る学習が進められているが，さらなる充実

を図るため，教科間の内容の関連を図り，学習活動を編成し，実施，評価，改善するサ

イクルを確立するなどの課題がある。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，現在行っている各学校の取組を継続して実施する

とともに，さらなる教育活動の充実を図るため，各学校や地域の実態に

応じて，人的・物的資源を活用するなどの工夫・改善を進めていくよう働

きかける。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策２ 未来へ飛躍する力を育む教育の推進 

１ 豊かな国際感覚を育む教育活動の推進 

(1)諸外国の生活や文化を理解・尊重し，国際的に協調して取り組む重要性について考

える国際理解教育の充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 国際理解教育の充実（高校） 担当課 
市立函館高校， 

教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

多様な選択科目を設定し，英語・中国語・ハングル語，ロシア語の授業を通し，国際

理解教育の充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・英語以外の第２外国語を学びたい生徒への対応として選択科目を設定した。 

・中国語･ハングル語･ロシア語の授業では地域民間講師を招き，専門的な授業を実践

した。 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「第２外国語選択者数」      （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

選択者数   7 11 9 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・中国語･ハングル語･ロシア語の授業を開講し，英語以外の第２外国語を学びたい生

徒の意欲に対応することができた。 

・地域民間講師を招き，生徒に専門的な知識・技能を身に付けさせることができた。 

 

【課題】 

・将来，函館の観光業界に貢献する人材育成を図ることも視野に入れて国際理解教育

の充実を図る必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，中国語･ハングル語･ロシア語の授業を開講し，単位制の特色あ

る取組ができているなどの成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，選択科目に第２外国語の授業を設定するなど，生

徒に多様な学びの機会を提供するとともに，国際教育の充実を図る取組

を継続する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策２ 未来へ飛躍する力を育む教育の推進 

１ 豊かな国際感覚を育む教育活動の推進 

(2)外国語活動および外国語の授業などを通じて児童生徒が異文化を理解し，協調する

態度やコミュニケーション能力を育む教育活動の充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 英語教育，外国語活動の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

外国語教育に関する研修を通して，異文化を理解し，協調する態度やコミュニケー

ション能力を育む教育活動の充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・コミュニケーション能力の向上に向け，小学校を対象としたＡＬＴ（外国語英語指

導助手）を新たに２名増員し，８名体制とした。 

・ＡＬＴを活用した外国語教育の充実に関する研修を行った。 

・専門家による外国語教育に関する講演および公開授業を通した研修を行った。 

・複数のＡＬＴ等を活用した授業について研修を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・小学校においてＡＬＴを効果的に活用した取組を推進することができた。 

・外国語を用いたコミュニケーション能力の向上に向けた授業改善の必要性について，

小学校教員の理解を深めることができた。 

 

【課題】 

・外国語を用いたコミュニケーション能力の向上に向けた授業改善の取組を充実させ

ていく必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

研修後のアンケートなどから，授業改善への意欲を向上させることについて有効で

あったことが確認できており，予定どおりに本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，授業改善の取組の充実について検討するほか，講

演会や公開授業等の研修会を通して，外国語を用いたコミュニケーショ

ン能力の向上に向けた授業改善の取組を進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策２ 未来へ飛躍する力を育む教育の推進 

１ 豊かな国際感覚を育む教育活動の推進 

(3)海外派遣事業，海外留学事業，国際交流活動など外国人との交流機会の充実を図り

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 高校生海外留学事業の充実 担当課 市立函館高校 

事業概要 

(目的等) 

21 世紀のグローバル社会に対応できる人材育成を目的とし，市立函館高校の生徒な

ど市内の高校に通う生徒を本市の姉妹都市等の高校へ派遣し，外国語による実践的コ

ミュニケーション能力を育成する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市内の高校生10名を，オーストラリアニューサウスウェールズ州所在の公立高校へ

約３ヶ月間派遣した。（市立函館高等学校は５名） 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「海外留学派遣生徒数」      （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

派遣人数    10 10 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・英語による実践的なコミュニケーションを通して，スピーキング・リスニング・ヒア

リング・ライティング力ともに向上した。 

・帰国後の報告会や次年度の留学希望者に向けてのプレゼンテーションでは，語学力

の向上ばかりでなく，精神的にも大きく成長した姿が見られるなどの成果があった。 

 

【課題】 

・今年度からは，市立函館高校の生徒10名の派遣となるため，より慎重に校内選考に

取り組む必要がある。 

・帰国後からの留学を活かした進路実現に向けた取組を積極的に実施する。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

本事業は，グローバル社会に対応できる人材育成に直結した事業であり，生徒たち

の外国語による実践的コミュニケーション能力の育成に一定の成果が見られるなど，

予定どおりに進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，21 世紀のグローバル社会に対応できる人材育成を

目的とし，本市の姉妹都市等の高校への派遣を通し，外国語による実践

的コミュニケーション能力の育成などに向けた取組を進めていく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策２ 未来へ飛躍する力を育む教育の推進 

２ キャリア教育の推進 

(1)児童生徒が社会的・職業的自立に向けて望ましい職業観・勤労観などを身に付ける

ために，発達の段階に応じたキャリア教育を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 職場体験学習の推進 担当課 
教育指導課， 

市立函館高校 

事業概要 

(目的等) 

児童生徒の社会的・職業的自立に向けて，望ましい職業観・勤労観などを身に付ける

ために，児童生徒の発達の段階に応じて職場体験学習などの充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通じて，社

会的・職業的自立に必要な基礎となる能力・態度の育成を図っている各学校に対し

て，学校訪問（要請訪問）の際に指導・助言した。 

・望ましい勤労観や職業観を身に付けるキャリア教育の一環として，生徒が地域に出

向き，企業の協力を得ながら行われる職場体験学習の推進に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・通知や要請訪問での指導・助言等を通じて，各学校におけるキャリア教育の推進を

促すことができた。 

 

【課題】 

・幼児期の教育から高等教育まで，発達の段階に応じて計画的・体系的に実施するこ

とが必要である。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

職場体験や大学見学などの体験活動を効果的に活用し，地域・社会と連携しながら，

各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通じて，社会

的・職業的自立に必要な基礎となる能力・態度の育成が図られているものと考えられ

る。 

今年度の 

状  況 
継続 

今後も，教育課程全体を通じて，児童生徒が，学ぶことと自己の将来と

のつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要となる資

質・能力を身に付けていくことができるよう，特別活動を要としながら

各教科の特質に応じて，キャリア教育の充実を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策２ 未来へ飛躍する力を育む教育の推進 

２ キャリア教育の推進 

(1)児童生徒が社会的・職業的自立に向けて望ましい職業観・勤労観などを身に付ける

ために，発達の段階に応じたキャリア教育を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 進路指導の充実（高校） 担当課 
市立函館高校， 

教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

上級学校説明会，外部講師による講演会の実施，オープンキャンパスへの積極的な

参加の奨励，長期休業中の講習の実施など，生徒のニーズに応じ，進路実現に向けた学

習活動を推進する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・上級学校説明会は，本校体育館を活用し，生徒・保護者を対象として実施した。 

・保護者集会を活用し，進路指導の状況や目標大学合格に向けた取組について外部講

師を招いて講演会を実施した。 

・長期休業中の講習をはじめ，平日の放課後を活用した講習を実施した。 

・多角的な入試方法の対応と面接・小論文指導などを全教員の協力のもと実施した。 

 

 

【過去５年間の推移】「国公立大学現役合格者数」  （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

合格者数 81 129 82 69 61 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・生徒・保護者との３者面談を通して，情報提供と，進路目標の絞り込みに努めること

ができた。 

・情報元として，北大・山形大・札医大・教育大・弘前大・小樽商大・札幌市立大へ出

向いての研究会・説明会・情報交換会に参加した。その他，校内研修も含め延べ100

名近い教諭が進路指導関係の研修会等に参加した。 

 

【課題】 

・教員の進学情報力（大学の学部・学科の特徴および偏差値・就職率など）の向上 

・学力向上のための授業展開・講習の在り方・模試等の活用などの研究 

・教員間（進路部・３年次団）・生徒・保護者との進路決定までの面談内容の充実 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

進学者数は，例年と同等で300名を越えており，以前進学率が高い状況を維持してい

る。ただ，国公立大への合格者数の伸び悩みがあり，改善の余地がある。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，上級学校説明会，外部講師による講演会の実施，オ

ープンキャンパスへの積極的な参加の奨励，長期休業中の講習の実施な

ど，生徒のニーズに応じ，進路実現に向けた学習活動への取組を進めて

いく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策２ 未来へ飛躍する力を育む教育の推進 

２ キャリア教育の推進 

(2)様々な企業などと連携を図りながら，児童生徒の興味や適性に応じた，職場見学，

職場体験活動，インターンシップなどの取組を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 [再掲]職場体験学習の推進 担当課 
教育指導課， 

市立函館高校 

事業概要 

(目的等) 

児童生徒が社会的・職業的自立に向けて，望ましい職業観・勤労観などを身に付ける

ために，児童生徒の発達の段階に応じたキャリア教育の推進一層の充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通じて，社

会的・職業的自立に必要な基礎となる能力・態度の育成を図った。 

・望ましい勤労観や職業観を身に付けるキャリア教育の一環として，生徒が地域に出

向き，企業の協力を得ながら行われる職場体験学習の推進に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・通知や要請訪問での指導・助言等を通じて，各学校におけるキャリア教育の推進を

促すことができた。 

 

【課題】 

・幼児期の教育から高等教育まで，発達の段階に応じた体系的な実施が求められると

ともに，様々な教育活動を通じ，基礎的・汎用的能力などの育成が求められる。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

職場体験や大学見学などの体験的な学習を効果的に活用し，地域・社会と連携しな

がら，各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通じ

て，社会的・職業的自立に必要な基礎となる能力・態度の育成が図られているものと考

えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今後も，教育課程全体を通じて，児童生徒が，学ぶことと自己の将来と

のつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要となる資

質・能力を身に付けていくことができるよう，特別活動を要としながら

各教科の特質に応じて，キャリア教育の充実を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策２ 未来へ飛躍する力を育む教育の推進 

３ 科学技術への関心を高める教育活動の推進 

(1)科学技術の基礎となる理科，算数・数学に対する関心を高めるため，観察，実験な

どの教育活動の充実を図ります。また，実生活との関連がある課題や科学的な体験な

どを取り入れた授業の充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 理科，算数・数学の授業の充実 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

専門研修「算数科教育」「数学科教育」を実施し，数理的に考察し表現する能力や算

数・数学の楽しさを生活や学習に活用しようとする態度を育む学習指導のポイントに

ついて理解を深め，指導力の向上を図る。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・専門研修「算数科教育」「数学科教育」を実施した。 

・学校教育指導（要請訪問）における指導・助言を行った。 

算数科・数学科特設授業実施校 ９校 

理科特設授業実施校 ３校 

・訪問研修「算数科教育」実施校 １校 

 

 

 

【過去５年間の推移】「要請訪問による対応状況」    （単位：校） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

算数・数学科 35 26 19 20 9 

理科 2 5 4 1 3 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・指導方法や指導体制についての指導・助言により，教員の授業改善についての理解

を深めることができた。 

 

【課題】 

・主体的・対話的で深い学びの視点による授業改善が図られるよう，指導・助言の質を

向上させる必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組は，毎年度実施されているものであり，校内研究を通して，教員の指導力向上

に寄与しているなど，ある程度の成果が得られているものと考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，各学校において主体的・対話的で深い学びの視点

からの授業改善を行い，科学技術の基礎となる理科，算数・数学に対する

関心を高めていく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来へ飛躍する力の育成 

施策２ 未来へ飛躍する力を育む教育の推進 

３ 科学技術への関心を高める教育活動の推進 

(2)科学技術への関心を高めるため，学術研究機関などと連携し，教育活動の充実を図

ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 科学技術に関する教員研修等の推進 担当課 教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

児童生徒の理数教育や科学技術への関心を高めるため，学術研究機関等と連携した

取組を実施する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・はこだて未来大と連携し，プログラミング教育の教員研修を実施した。 

・はこだてみらい館において開催されたプログラミング教育の教員研修会の周知を 

行った。 

 

 

 

<学校，教員の取組事例> 

・函館高等技術専門学院と連携した理科に関する内容について教員研修を実施した。 

・青少年のための科学の祭典へ参加し実験体験コーナーを開設した。 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・学術機関等と連携し，教員研修を実施することで，教職員の資質向上を図ることが

できた。 

・理科を専門とする教員を講師として，子どもたちに理科の実験を体験させることで，

科学に関する関心を高めることができた。 

 

【課題】 

・教員研修や実験体験に参加する教員が限られていることから，更なる参加の呼びか

けが必要である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている。 

【理由】 

プログラミング教材の活用やプログラミング的思考の育成など，教員のニーズに応

じた研修が行われ，科学技術の関心を高める教育活動を実施することに寄与している

ものと考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

学術機関等と連携した教員研修の実施や実験を体験できるイベントの

開催は，科学技術への関心を高める教育活動の実施に必要なことと考え

られるので，引き続き取組を進めていく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(1)市民が生涯にわたり主体的に取り組む文化活動やレクリエーション活動，ボランテ

ィア活動，読書活動などの様々な学習活動を促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 施設の管理運営（社会教育関係） 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 市民の生涯学習活動を推進するため，多様化する市民の学習ニーズを把握しながら，

社会教育施設として学びの機会や講座内容の充実を図る。 

取組実績 

【取組実績】 

・公民館，亀田公民館，青少年研修センター，青年センター，亀田青少年会館，図書館

について，指定管理者による管理運営を継続し，各施設の設置目的に沿った事業を

実施するなど生涯学習活動の推進を図るための取り組みを行った。 

 

【過去５年間の推移】「各施設の利用状況（入館状況）」     （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公民館,亀田公民館,図書館について,H26 は直営 H27 から指定管理者による運営 

※図書館については，函館市中央図書館分のみの利用状況 

※図書館の貸出状況および各施設の H30 事業内容については，別紙のとおり 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

公民館 1,916 21,537  25,398  25,205 30,788 

亀田公民館 24,412  17,031   16,423 15,178  15,622 

青少年研修センター 25,045 30,094 24,504 24,790 28,595 

青年センター 62,476 61,873 69,800 63,895 60,749 

亀田青少年会館 34,303 37,894 38,335 32,476 31,266 

図書館 603,645 593,157 555,338 560,088 569,998 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各施設において，青少年教育・成人教育・生涯学習推進・文化活動など幅広いテーマ

で内容の充実を図りながら学習機会を提供することができた。 

・施設の適切な維持管理に努め，社会教育活動を行うグループやサークルの活動の場

の提供を行うことができた。 

 

【課題】 

・施設が老朽化していることから，緊急性や優先度を考慮しながら，随時，改修・維持

補修を行う必要がある。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

 施設の老朽化による改修・維持補修などの課題はあるが，市民の生涯学習活動の推

進が図られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においては，随時，必要な改修・維持補修を行うほか，多種多様

な生涯学習事業を展開し，学びの機会や講座内容の充実を図るとととも

に，地域住民が様々な活動を主体的に行う場と機会の充実に努める。 

 



104 

事 業 名 施設の管理運営（社会教育関係） 担当課 生涯学習文化課 

取組実績 

【過去５年間の推移】 「図書館の貸出状況」  

※H26は直営 

 

   

 
Ｈ26 Ｈ27 

貸出人数(人) 貸出冊数(冊) 蔵書数(冊) 貸出人数(人) 貸出冊数(冊) 蔵書数(冊) 

中央図書館 240,222 1,011,615 682,524 233,124 984,760 697,055 

地区図書室 98,052 367,050 143,107 92,857 343,877 141,302 

千歳図書室 26,859 102,388 44,802 24,833 92,824 42,848 

港図書室 11,440 45,765 23,836 10,980 42,996 23,761 

湯川図書室 20,844 77,110 22,657 20,150 74,364 22,739 

旭岡図書室 5,359 18,465 15,453 4,405 15,365 15,673 

桔梗配本所 9,320 31,620 7,309 9,051 30,944 7,458 

移動図書館 5,258 22,949 13,930 5,202 22,929 14,373 

合計 343,532 1,401,614 839,561 331,183 1,351,566 852,730 

 
Ｈ28 Ｈ29 

貸出人数(人) 貸出冊数(冊) 蔵書数(冊) 貸出人数(人) 貸出冊数(冊) 蔵書数(冊) 

中央図書館 219,244 929,044 713,524 210,819 902,749 730,120 

地区図書室 86,969 319,163 139,548 83,696 304,095 137,082 

千歳図書室 23,460 87,057 42,170 22,961 84,770 39,719 

港図書室 10,468 41,588 23,587 10,324 41,495 23,631 

湯川図書室 18,912 69,183 22,415 18,119 64,579 22,374 

旭岡図書室 4,074 14,005 15,674 4,065 14,297 15,832 

桔梗配本所 8,231 27,649 7,719 8,564 27,629 8,049 

移動図書館 5,221 22,813 14,592 4,890 21,485 14,515 

合計 311,434 1,271,020 867,664 299,405 1,228,329 881,717 

 
Ｈ30 

貸出人数(人) 貸出冊数(冊) 蔵書数(冊) 

中央図書館 222,276 957,648 750,018 

地区図書室 71,190 264,585 112,720 

 千歳図書室 23,203 87,405 41,977 

 港図書室 10,356 41,216 23,996 

 湯川図書室 18,790 67,284 22,757 

 旭岡図書室 4,641 16,774 16,182 

 桔梗配本所 9,274 30,674 7,808 

移動図書館 4,926 21,232 16,931 

合計 293,466 1,222,233 879,669 
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事 業 名 施設の管理運営（社会教育関係） 担当課 生涯学習文化課 

取組実績 

【各施設の主な事業内容】  

 

１ 公民館 

・高齢者大学青柳校の実施 

・公民館講座の実施（着付け，陶芸，コーラス入門講座など） 

・地域講習会（普通救命講習） 

・公民館講座受講生作品展（受講生の作品等の展示）           など 

 

２ 亀田公民館 

・亀田公民館講座の実施（着付け，ヨガ，健康体操など） 

・地域講習会（普通救命講習） 

・亀田公民館講座受講生作品展（受講生の作品等の展示） 

・異世代交流会（地域住民の異世代交流を目的としたフラダンス講座）   など 

 

３ 青少年研修センター 

・青少年等団体宿泊研修やレクリエーション，野外活動等の場の提供 

・ものづくり体験イベント（切り紙・ユニット折り紙，ロケット製作，竹とんぼ製

作など） 

・宿泊型体験行事（スポーツキャンプ，夏・クリスマス・冬キャンプなど） 

・自然や郷土史の学び（「函館山を知ろう」，「博物館を知ろう！」） 

・ボランティアリーダー塾                       など 

 

４ 青年センター 

・教養講座（ヨガ教室，ペン文字講座，料理教室など） 

・青少年向けの相談窓口「青年サポートデスク Plus」の開設 

・サークル紹介パンフレットの配布 

・若者の居場所づくり事業（勉強スペースの開放，機能拡充など）     など 

 

５ 亀田青少年会館 

・各種教養講座等の実施（菓子教室，ものづくり教室など） 

・卓球教室，空手教室，英語教室などの実施 

・長期休業期間中の子どもの居場所づくり（ラジオ体操，食育教室，学習の時間など） 

・障がい児への体験の場の提供（施設見学，縁日体験，クリスマス会など） など 

 

６ 図書館 

・絵本ふれあい事業 

・郷土の歴史 

・秋の読書週間イベント 

・市民文芸（第 58 回市民文芸作品公募・作品集「市民文芸」刊行事業） 

・ボランティア養成講座                        など 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(1)市民が生涯にわたり主体的に取り組む文化活動やレクリエーション活動，ボランテ

ィア活動，読書活動などの様々な学習活動を促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 放送大学函館学習室の利用促進 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 市民の多様な学習ニーズに応じ，高等教育の充実と生涯学習の推進を図るため，自

宅で高等教育を受けることができる衛星放送（CS）を活用した放送大学の再視聴施設

である「放送大学函館学習室」を青年センター内に設置し，その利用促進を図る。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・札幌にある放送大学北海道学習センターから送付される案内チラシやパンフレット

の設置，ポスターの掲示により，放送大学で取得できる資格や単位の周知を行った。 

・放送大学函館学習室の管理については，青年センターの指定管理者に業務委託し，

効率的な運営を行うとともに，放送大学生だけでなく，一般市民の学習活動を支援

した。 

・放送大学生および一般の方（渡島・檜山総合振興局管内に住所を有する者）に対し，

放送大学の一部科目について，教材（DVD，CDなど）を用いて再視聴できる場所およ

び機会を提供したほか，教材の貸出を実施した。 

 

【過去５年間の推移】「放送大学函館学習室の利用人数」       （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

放送大学生 197 98 55 46 10 

一 般 20 118 106 31 78 

合 計 217 216 161 77 88 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・市民の主体的な学習活動や資格取得の支援に努めることができた。 

・様々な分野の教材を広く提供し，キャリアアップや自己実現など市民の多様な学習 

ニーズに応えている。 

 

【課題】 

・利用者が減少傾向にあるため，当事業の周知が必要である。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

放送大学函館学習室は，利用者が限定され減少傾向にあるが，道南で唯一の再視聴

施設であり，市民の生涯学習やキャリアアップ等のための学びの場として活用されて

いる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，引き続き市のホームページや広報誌で積極的に事

業の情報発信を行うほか，放送大学北海道学習センターや青年センター

と連携し，利用促進を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(1)市民が生涯にわたり主体的に取り組む文化活動やレクリエーション活動，ボランテ

ィア活動，読書活動などの様々な学習活動を促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 各種生涯学習事業の実施（戸井地域） 担当課 戸井教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

 地域住民の自主的学習を推進するため，地域の特性を活かした各種事業を行い学習

機会の確保に努める。また，大間町との友好交流事業を実施し，住民が互いに親しみを

もち，一体感を高める取り組みを推進する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・生涯学習セミナー（体験教室（色紙押し花絵））の開催 

・三地域合同新春書き初め会の開催（戸井，恵山，椴法華地域） 

・大間町との文化交流事業（文化祭への相互参加） 

 

 

 

【過去５年間の推移】「生涯学習事業の参加者数」          （単位：人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

生涯学習セミナー(押し花絵) 18 21 18 14 14 

三地域合同新春書き初め会 20 19 25 23 21 

大間町との文化交流事業 6 6 6 6 7 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・体験教室を通して趣味の拡充を図り，戸井地区文化祭へ作品を展示するこができた。 

・日本の伝統文化である書初めに親しみながら，三地域の児童生徒の交流が図られた。 

・大間町文化祭への参加により，発表や他の文化サークルの鑑賞を通して参加したサ 

ークルの活性化が図られた。 

 

【課題】 

・体験教室では，開催時間内に余裕をもって完成できる作品の検討が必要である。 

・大間町との文化交流事業では，事業費およびサークルの減少から参加できるサーク 

ルが限られる。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本事業は地域に定着した参加者からも好評な事業であり，地域住民の文化活動への

意識の向上が見られるなどの成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，運営内容の工夫・改善を図り，地域の文化サークル

や個人の文化活動の活性化を推進するため，各種生涯学習事業を実施す

る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(1)市民が生涯にわたり主体的に取り組む文化活動やレクリエーション活動，ボランテ

ィア活動，読書活動などの様々な学習活動を促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 各種生涯学習事業の実施（恵山地域） 担当課 恵山教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

 戸井・恵山・椴法華地域の児童生徒等を対象に例年実施している当該事業は，専門家

を招聘し，模範揮毫により範を示し，指導を受ける機会を設けることで，参加者が主体

的に学習できる環境づくりに配慮しているほか，３地域の児童生徒間の交流も担う事

業として，戸井・恵山・椴法華の３地域合同で実施しているものである。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・「新春書き初め会」の開催（戸井，恵山，椴法華地域合同） 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「新春書き初め会」の参加者数      （単位：人） 

 

 

 

※恵山地域の参加者数 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

新春書き初め会 22 20 16 10 10 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・日本の伝統文化である書き初めを通じ，一筆に気持ちを込めて，自由闊達な表現 

 を学びながら，３地域の参加者間の交流が図られた。 

 

【課題】 

・少子化が進み，参加者が年々減少傾向にある。 

 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

２０年以上の歴史を持つ本事業は，兄姉から弟妹へ，親から子へという生涯学習の

伝統が当該地域に定着しており，作品展示も含め，好評を得ている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，参加者増加に向け，小中学校への働きかけを強化

しながら，戸井・椴法華地域と連携して，当該事業を実施する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(1)市民が生涯にわたり主体的に取り組む文化活動やレクリエーション活動，ボランテ

ィア活動，読書活動などの様々な学習活動を促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 各種生涯学習事業の実施（椴法華地域） 担当課 椴法華教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

地域住民・児童・生徒が自らを高める学習機会や学習事業の情報の提供と，生涯学習

活動の充実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・体験教室（２講座），子ども交流事業，３地域合同新春書き初め会を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「各事業参加人数」             （単位：人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

体験教室事業（２講座） 7 17 23 20 28 

子ども交流事業（風間浦村） 10 13 19 19 17 

書き初め会事業 64 54 47 32 30 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・子ども交流事業では，団体生活・体験活動を通して協調性を養い，友好を深めること

ができた。 

・書き初め会事業については，３地域合同で実施し広域での取組ができた。 

 

【課題】 

・少子化が進み参加者の確保が年々難しくなってきている。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

少子化が著しい中で，ほとんどの事業で前年並に参加者を確保することができ，ま

たアンケートにおいても概ね「満足」と回答を得ているなど，ある程度の成果が得られ

ている。 

今年度の 

状  況 
継続 

将来的に少子化により参加者の確保が難しくなることが予想される

が，今年度においても，地域や学校・各種団体との連携を密にし，引き続

き，本事業の推進を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(1)市民が生涯にわたり主体的に取り組む文化活動やレクリエーション活動，ボランテ

ィア活動，読書活動などの様々な学習活動を促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 各種生涯学習事業の実施（南茅部地域） 担当課 南茅部教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

地域における自主的な事業として，産官共同設置の「函館市南茅部沿岸漁業大学」に

おいて，生涯教育としての専門的・技術的学習に関する事業，産業教育としての学習な

らびに試験および研究に関する事業，高齢化する地域の振興等に関する事業などを実

施する。 

また，南茅部教育事務所主催の地域に根ざした青少年事業を実施する。 

取組実績 

【取組実績】 

・沿岸漁業大学においては，資格取得講座（二級小型船舶操縦士・小型移動式クレーン

運転技能），専修課程講座（講師招聘），高齢者専科講座（視察研修），地域教養講

座（各種団体），女性専科講座（料理実習）を計20回実施した。 

・青少年事業については，夏休み小学生キャンプや冬休みふるさと体験教室（おもち

ゃ作り・餅つき）を実施した。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】                      （単位：人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

函館市南茅部沿岸漁業大学 661 601 515 453 453 

青少年事業 82 60 55 56 56 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・地域で必要とされる資格が取得できる実践的な講座，学校・女性団体による自発的

な活動により地域住民の自主的学習が推進されている。 

・青少年事業は，地域の恒例事業として周知されている。 

 

【課題】 

・漁業後継者の減少により，資格取得講座の受講者が減少している。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている。 

【理由】 

本事業は市町村合併の前から実施されており，地域住民にとってもなじみ深く，親

しみやすい活動として継続的に一定程度の参加者がいるなど，成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，沿岸漁業大学において新たな資格取得講座(揚貨装

置)を実施するなど，今後も地域のニーズを取り入れた事業を進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(2)各種講座などを体系的に整理した学習情報誌の発行や市民の講座受講歴の登録な

ど学習意欲の向上につながる取組を行います。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 まなびっと広場の充実 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 市民の生涯学習活動を推進するため，市内の社会教育施設等で実施されている講座

の情報をガイドブックの形で提供するとともに，各種講座を単位認定するシステムを

実施する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・講座を掲載した情報誌「まなびっと広場講座ガイドブック」を発行した。 

部 数：前期1,400部，後期1,400部 

配布先：市内公共施設など 

・小・中学生対象講座を掲載している「プチまなびっと」を発行した。 

部 数：約10,000部×4回（4月，6月，9月，12月） 

配布先：市内小・中学校 

・高齢者対象大学入学式でまなびっと広場を紹介した。 

・市のホームページで各種講座の月間情報を発信した。 

・50単位，100単位，150単位のいずれかまで単位を取得し，申請を行った人に対して

賞状を贈呈した。（小・中学生には20単位取得で賞状を贈呈可能）（5人） 

【講座分野】 

 語学，歴史，科学，健康，環境，パソコン，体験，文化，スポーツ など 

 

【過去５年間の推移】「まなびっと広場 新規登録者数」  （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

新規登録者数 76 117 75 127 55 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・生涯学習情報の体系的な提供と単位認定制度による生涯学習システムにより，市民

の生涯学習活動を奨励することができた。 

 

【課題】 

・広く市民に向けた情報発信に取り組む必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

市内各所で実施される講座・教室等を開催時期に合わせて定期的にホームページや

プチまなびっとで情報提供するとともに，まなびっと広場ガイドブックを体系的な内

容で発行することにより，学習情報を詳しく発信し，市民の学習活動を支援している

など，おおむね予定どおりに取り組みが進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，市民の生涯学習活動を推進するため，引き続き講

座・教室情報の提供の充実に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(3)高齢者が楽しみながら知識や教養を身に付け，仲間づくりを通じて生きがいのある

生活を実現し，豊かな社会・人生経験を地域に生かすことのできる学習活動を促進し

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

■基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 高齢者対象大学の実施 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

高齢者が楽しみながら知識や教養を身に付け，仲間づくりを通じて生きがいのある

生活を実現し，豊富な社会経験・人生経験を地域社会に生かすための学習の場を提供

する。 

取組実績 

【取組実績】 

・旧函館市内４か所で高齢者対象大学を開設し，高齢者の多様な知識や経験を活かし，

地域活動へつながる講座等を実施した。 

（平成30年度実施講座例：文学，ボランティア活動，交通安全，音楽会，健康体操等） 

 

【過去５年間の推移】「高齢者対象大学の入学者数」           （単位：人） 

 ※青柳校については，H26年度は施設改修のため休校。大門校はH28年度から開校。 

 ※亀田老人大学および湯川校については，H30年度は他会場で実施。（H30.4.1亀田福 

  祉センター廃止，H29.11～市民会館休館中のため） 

校名および実施場所 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

亀田老人大学  （亀田福祉センター） 349 350 310 305 150 

高齢者大学青柳校（函館市公民館）  250 248 224 252 

  〃  湯川校（市民会館） 430 254 250 250 150 

  〃  大門校（ふらっとdaimon）   125 232 250 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・高齢者の多様な知識や経験を活かし，社会参加や学習の機会を拡充することで，健

康づくりや生きがいづくりを図ることができた。 

・アンケートを実施し，来年も受講したいとの声や，講座内容についても「良い」「ま

あまあ良い」との声が多くみられた。 

 

【課題】 

・高齢者大学大門校については，現在の開講場所である函館駅前ビルの運営期間満了

後の開講場所等について，検討が必要である。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 当該事業の受講者については，受講後においても合唱やダンスなどの自主的なグル

ープ活動が活発となっており，事業目的である「仲間づくりを通して生きがいのある

生活を実現」や「高齢者の社会参加や学習活動の促進」につながっているなど，おおむ

ね予定どおりに進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

亀田老人大学を実施していたもと亀田福祉センターおよび高齢者大学

湯川校を実施していた市民会館に代わる実施場所を確保し，高齢者の豊

富な社会経験・人生経験を地域社会に活かすための学習の場を提供する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(3)高齢者が楽しみながら知識や教養を身に付け，仲間づくりを通じて生きがいのある

生活を実現し，豊かな社会・人生経験を地域に生かすことのできる学習活動を促進し

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 戸井地区ふれあい学園の実施 担当課 戸井教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

 高齢者の健康づくりと生きがいのある生活の実現を図るとともに，社会の複雑な変

化に対応できる知識や能力を習得し，豊富な経験・知識を社会に還元することを目的

とし，戸井地区ふれあい学園を実施する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・戸井地区ふれあい学園の開催（年６回） 

内容：健康に関する講話，音楽，幼稚園訪問，施設見学など 

    クラブ活動（俳句，折り紙，手芸，カラオケ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「ふれあい学園参加人数」   （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加人数 219 232 171 170 184 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・社会参加や高齢者の持つ知識や技能を活用できる学習活動を推進することができた。 

・クラブ活動では，戸井地区文化祭に俳句，折り紙，手芸の作品を展示し，芸能発表に

はカラオケクラブが出演するなど，意欲の向上が見られた。 

 

【課題】 

・限られた経費で，多様な学習内容を提供することが求められている。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

昭和45年から開催されている歴史ある事業であり，高齢者の健康づくり，生きがい

づくりに大きく寄与するなどの成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，高齢者の健康づくり，生きがいづくりを推進する

ため戸井地区ふれあい学園を実施する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の推進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(3)高齢者が楽しみながら知識や教養を身に付け，仲間づくりを通じて生きがいのある

生活を実現し，豊かな社会・人生経験を地域に生かすことのできる学習活動を促進し

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 恵山ふれあいいきいき大学の実施 担当課 恵山教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

 恵山地域の高齢者を対象に，こころと体の健康や生きがいの創出に資する様々な生

涯学習活動を通じ，楽しみながら一般教養や文化芸術に係る造詣を深める機会として

各種講座やクラブ活動を実施する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・各種講座や校外学習を６回（医療・防犯など），クラブ活動を４回（書道・手工芸な

ど）開催したほか，特別開講として朝市での体験学習や箱館奉行所の見学などを行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「恵山ふれあいいきいき大学の参加者数」（単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加者数 218 226 183 193 195 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・高齢者の興味やニーズを考慮し開催した各種講座は，概ね好評を得た。 

・成果発表として，「恵山地区文化祭」にクラブの作品を出展したほか，予め練習して

いた合唱曲を幼児から高齢者まで地域住民一体となって全員で歌うことができた。 

 

【課題】 

・特になし 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

アンケート調査（満足度）において，概ね「満足」であるとの回答を得たことなどか

ら，予定どおり本事業が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，より一層，主体的に学ぶことができる機会の充実

を図り，アンケート調査などを通じた地域住民の学習ニーズに対応した

多様性のある事業展開をめざし，取組を進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の推進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(3)高齢者が楽しみながら知識や教養を身に付け，仲間づくりを通じて生きがいのある

生活を実現し，豊かな社会・人生経験を地域に生かすことのできる学習活動を促進し

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 高齢者ふれあいいきいき学級の実施（椴法華地域） 担当課 椴法華教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

高齢者の健康づくりと豊かな知識・経験を活用し，様々な交流や生きがい，ふれあい

を感じる機会を提供するため，高齢者ふれあいいきいき学級を実施する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・高齢者ふれあいいきいき学級事業として年２講座（健康づくり，餅つき）を実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「高齢者ふれあいいきいき学級参加人数」   （単位：人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

高齢者ふれあいいきいき学級 

事業（２講座） 
43 44 37 40 46 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・地域高齢者の参加者数が減少傾向にあったが，効率的・効果的な情報提供と事業内

容の一部見直しにより，例年以上の参加者を確保し実施することができた。 

・餅つきでは，高齢者と小学生の交流が深められた。 

 

【課題】 

・人口減少，高齢化が進行している中で，参加者の確保が年々難しくなってきている。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本事業は，高齢者の健康増進，仲間づくりに寄与するなど成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，高齢者の健康づくり，生きがいの創出のため引き

続き事業を継続していく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

１ 市民の主体的な学習活動の促進 

(4)市民の学習活動の推進に大きな役割を担う市民活動団体をはじめ高等教育機関や

企業などの連携を促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 カルチャーナイトの実施 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

市民の地域文化への関心を高めるとともに，新しい地域文化の創造と発展に寄与す

るため，商工会議所青年部，市，国際観光コンベンション協会，文化・スポーツ振興

財団ほか企業，団体からなる実行委員会により，市内の文化施設や社会教育施設，民

間施設等の夜間開放と文化活動の発信を行う。 

取組実績 

【取組実績】 

・他の文化施設，民間施設等と合わせ，市役所１階の市民ホールを夜間開放し，表千

家同門会函館支部の協力による呈茶席，小・中学生を対象としたお点前体験コーナ

ーと，折り紙講師による折り紙コーナーを開催予定であったが，北海道胆振東部地

震による節電のため，平成30年度は開催中止となった。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「市役所会場の来場者数」        （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

来場者数 1,046 1,199 1,065 911 開催中止 

成 果 と 

課  題 

※平成30年度は開催中止のため，平成29年度時点の内容 

【成果】 

・平成29年度に実施した呈茶席，小・中学生を対象としたお点前体験コーナーと箏の

演奏体験においては，日本の伝統文化を学び，体験する貴重な機会を提供すること

ができた。 

 

【課題】 

・呈茶席，小・中学生を対象としたお点前体験コーナーと箏の演奏体験がここ数年続

いていることから，今後，その他の様々な文化についても体験できるような新規企

画の検討を行うことが必要である。 

評  価 

◯ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

 カルチャーナイトについては，新規企画の検討も必要と考えられるが，平成29年度

においては開催当日には多くの来場者があり，呈茶席や小・中学生を対象としたお点

前体験コーナー，箏の演奏体験を通して文化に親しむなど，ある程度の成果が得られ

ている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においてもカルチャーナイトに参加し，引き続き市民の地域文

化への関心を高め，市民が文化芸術に親しむ良い機会となるよう努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

２ 学びの成果を生かす活動の促進 

(1)地域の優れた知識・技能をもった人材を体系的に登録・紹介する事業を拡充し，市

民の主体的な学習活動を支援します。また，学びの成果を生かしたボランティアなど

様々な活動を促進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 生涯学習リーダーバンクの取組の推進 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 市民の主体的な学習活動を支援するため，豊富な知識・経験，優れた技術や才能，ボ

ランティア活動への意欲を持つ個人や団体を登録し，リーダーバンクとして地域やグ

ループで学習活動をする市民に提供する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市のホームページを通じて，リーダーバンク登録者を分野ごとに広く市民に紹介し

た。（分野：歴史，健康，手工芸，絵画，料理，音楽，健康体操など） 

・公民館・亀田公民館の指定管理者が，リーダーバンク登録者を講師とした体験講座

を開催した。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「リーダーバンク登録者数と受講者数」   （単位：人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

リーダーバンク登録者数 65 69 52 57 63 

体験講座受講者数 435 144 161 165 117 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・地域の優れた知識・技能を持った人材を体系的に登録・紹介することができた。 

・市民の主体的な学習活動の機会を提供することができた。 

 

 

【課題】 

・登録者の活動の場を拡充することが必要である。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

 本事業については，登録者の活動の場の拡充などの課題はあるが，順調に推移して

いる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，登録者の活動の場の拡充について検討するほか，

引続き，豊富な知識・経験，優れた技術や才能，ボランティア活動への意

欲を持つ個人や団体を登録し，地域やグループで学習活動をする方々に

活用してもらい，市民の学習意欲の向上につながる取組を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策２ 社会教育活動の推進 

１ 社会教育施設等における学習機会の充実 

(1)幅広い世代の多くの市民が興味・関心をもち，積極的に学ぶ機会が得られるよう，

社会教育施設などにおける講座などの充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 社会学級事業の実施 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

生涯学習の推進を図るため，地域住民が自ら教養と知識・技術等を学び合う成人教

育の場として，小・中学校に社会学級を開設する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・小・中学校22校に社会学級を開設した。 

・学級生たちが自ら計画を立てて取り組む全体講座では，施設見学，スポーツ，料理，

芸術鑑賞など幅広い分野での学習が行われた。 

・学級生が開催する社会学級生フェスティバルにおいて，日頃の活動の成果を発表す

る予定であったが，北海道胆振東部地震の影響で中止となった。（会場：競輪場テ

レシアター） 

・自主的にバドミントンやバレー，合唱，書道などのクラブ活動を行うなど，学級生

同士の積極的な交流が行われた。 

 

【過去５年間の推移】「社会学級の開設状況」  （単位：校，人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

開設数 29  28  26  23  22  

学級生数 749 719 549 459 414 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・市立小・中学校22校において，社会学級を開設し，市民がいきいきと活動できる学

びの場を設けることができた。 

 

【課題】 

・全体的に学級・学級生の減少が続いている。 

・全体講座の出席率が減少している。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

学級生の減少が続いているが，現在においても，市立小・中学校22校において，400

名を超える学級生が自主的に様々な活動を行っており，多くの市民にとって，重要な

生涯学習の機会となっており，おおむね予定どおりに取組が進んでいるものと考えら

れる。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においても，引き続き社会学級開設校と連携し，成人の生涯学

習の場として，社会学級活動のさらなる活性化を図るとともに，市のホ

ームページや広報誌，メディア等を通じて，その活動内容を広く市民に

紹介していく。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策２ 社会教育活動の推進 

１ 社会教育施設等における学習機会の充実 

(1)幅広い世代の多くの市民が興味・関心をもち，積極的に学ぶ機会が得られるよう，

社会教育施設などにおける講座などの充実を図ります。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 ウィークエンド・サークル実施事業の推進 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

集団での活動機会の少ない特別支援学級に在籍する児童生徒の社会性を育むため，

異なる学年・学校の児童生徒や高校生・大学生ボランティアとの交流の場と機会を提

供する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・特別支援教育を専門とする教員を有し，質の高い学生ボランティアを十分に確保す

ることが可能である北海道教育大学に業務委託し，当該事業を実施した。 

・市政はこだてや各学校への案内チラシを送付し，参加者を募った。 

 

<事業概要> 

事業内容：レクリエーション，運動，お菓子づくり，雪遊び 

実施回数：全4回（10月，11月，12月，1月） 

定員  ：各回30名 

 

 

【過去５年間の推移】「延べ参加者数（児童生徒のみ）」   （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ参加者数 35 37 35 58 52 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・障がい児の指導に精通した教員と質の高い学生ボランティアにより，専門知識に基

づいた魅力ある多様なプログラムを企画・実施し，参加者からも高い満足度が得ら

れた。 

 

【課題】 

・民間企業や団体等が実施する放課後等デイサービスが増加しているなど，以前より

障がい児の社会性を育む場が増えたこともあり，参加者数の大幅な増加が見込めな

くなっている。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

大幅な参加者の増加は見込めないが，障がい児の指導に精通した教員と質の高い学

生ボランティアにより，専門知識に基づいた魅力ある多様なプログラムが実施され，

参加者からも好評価が得られているなど，予定どおり取り組みが進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き広く対象者へ周知を図るとともに，専門

知識を有する高等教育機関の協力を得て，本取り組みを実施する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策２ 社会教育活動の推進 

１ 社会教育施設等における学習機会の充実 

(2)市立小・中学校の施設を活用し，社会教育活動を行うグループやサークルなどが活

動できる環境の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 学校施設文化開放の推進 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

生涯学習の推進を図るため，文化活動，社会教育活動を行うグループ・サークルの学

習や活動の場所として，学校教育活動に支障の無い範囲において，市立小・中学校の特

別教室を開放する。  

 

取組実績 

【取組実績】 

・市立小中学校11校44特別教室（音楽室，図書室，多目的ホール等）を，月曜日～ 

金曜日（水曜日を除く。）の夜間（18時～21時）および土日・休日等の午前（９時

～12時），午後（13時～16時），夜間（18時～21時）の時間区分で開放した。（学

校の使用不可日等を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「文化開放利用実績」    （単位：回，人，団体） 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

利用回数 1,664 1,660 1,712 1,701 1,457 

利用人員 20,923 20,078 21,503 20,907 19,059 

利用団体数 56 55 57 56 47 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・北海道胆振東部地震の発生により事業を一時中止したため，昨年度の利用実績を下

回ったが，12月以降は回復傾向にあった。 

 

【課題】 

・登録団体をさらに増やしていく必要がある。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

登録団体を増やす工夫が必要であるが，おおむね順調に推移している。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においては，引き続きより広く市民に周知し，利用団体の増加

を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策２ 社会教育活動の推進 

２ 家庭・地域における社会教育活動の推進 

(1)ＰＴＡなどの関係団体と連携を図りながら，保護者や地域住民が集まる機会を活用

し，家庭教育や子育てに関係するセミナーを開催するなど学習機会の提供に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 家庭教育支援事業の推進 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

家庭の教育力および地域教育力の向上を図るため，多くの保護者や教職員，地域住

民等が集まる機会を活用して，家庭教育や子育てに関する専門分野の登録講師を派遣

し，学習・研修会を開催する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・申込のあった市内保育園，小・中・高等学校およびＰＴＡ，地域の団体等に講師を

派遣し，セミナーの開催を支援した。 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】 「セミナーの開催状況」 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

実施回数 9回 8回 6回 8回 13回 

参加者数 309人 339人 204人 165人 865人 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・ネットトラブル防止，子育ての心理学，傾聴の意義と方法など，様々なテーマの講

師を派遣し，家庭教育に関する学びの機会を保護者や地域住民など多くの市民に提

供できた。 

・家庭教育に関連する様々な分野の講師を登録していることで，開催希望団体の望む

テーマに沿ったセミナーが開催できており，参加者回答のアンケートにおいても，

おおむね好評価が得られている。 

 

【課題】 

・利用団体が固定化してきている傾向があることから，ＰＴＡや地域の団体等に対し，

本事業のさらなる周知を図る必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

開催希望団体の望むテーマに沿ったセミナーが開催できており，好評価が得られて

いるなど，おおむね予定どおりに本事業が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き家庭教育や子育てに関する学習機会の提

供や知識の普及・啓発に努め，より一層家庭教育支援の推進を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

 

 

 

 

その他計画 

の位置づけ 

■基本構想実施計画  ■合併建設計画  ■過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（亀田地区における統合施設整備基本計画） 

事 業 名 亀田交流プラザ整備事業の推進 担当課 施設課 

事業概要 

(目的等) 

幅広い世代の市民に生涯にわたる学習活動の場および多様な交流の場を提供し，豊

かな市民生活および活力ある地域社会の実現に寄与するため，亀田交流プラザを設置

する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

 ・既存施設解体工事（もと亀田福祉センター，旧水道局亀田営業所） 

 ・亀田地区統合施設新築工事（～Ｈ31） 

 ・函館市亀田交流プラザ条例等の制定 

・指定管理委託料債務負担行為の設定 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「亀田交流プラザの整備事業費」        （単位：千円） 

※４年間総額：2,943,046千円 

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31（ 見 込 ） 

事業費  40,468 74,801 626,344 2,201,433 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・平成30年度（2018年度）は，既存施設の解体工事を完了し，新築工事を予定どおり進

めた。 

・施設運営のあり方について，関係各課と協議を重ね条例，規則を制定した。 

 

【課題】 

・令和２年（2020年）４月１日の供用開始を目指し，遅滞なく新築工事等を完了する。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

「亀田地区における統合施設整備基本計画」に定めたスケジュールどおり整備工事

等が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，令和２年４月の供用開始に向け，引き続き，新築工

事等を進める。 
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事 業 名 亀田交流プラザ整備事業の推進 担当課 施設課 

取組実績 

【取組実績】 

 

・Ｈ27  ・亀田地区における統合施設の整備に係る検討懇話会の設置・開催 

・亀田地区における統合施設整備基本計画の策定 

 

・Ｈ28  ・亀田地区統合施設基本設計業務プロポーザル審査委員会の設置・開催 

     ・亀田地区統合施設基本設計業務プロポーザルの実施，設計者の決定 

・用地測量調査および地質調査の実施      

・亀田地区統合施設新築基本設計の策定 

 

・Ｈ29  ・亀田地区統合施設新築実施設計の策定 

 

・Ｈ30  ・既存施設解体工事（もと亀田福祉センター，旧水道局亀田営業所） 

     ・亀田地区統合施設新築工事（～Ｈ31） 

     ・函館市亀田交流プラザ条例等の制定 

     ・指定管理委託料債務負担行為の設定 

 

【今後の予定】（参考） 

・Ｈ31  ・亀田地区統合施設新築工事 

（Ｒ１） ・亀田地区統合施設外構および駐車場整備工事 

     ・備品等の購入 

     ・指定管理者の公募・選定・指定 

 

・Ｒ２  ・施設の供用開始 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

１ 市民の主体的な文化芸術活動の充実 

(1)文化芸術活動団体などと連携を図り，市民の文化芸術活動に関する情報の収集や発

信に努めるとともに，各団体による文化芸術活動の支援に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 施設の管理運営（文化芸術関係） 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 市民の文化芸術活動を推進するため，様々な活動を主体的に行う場と機会の充実に

努めるとともに，多様化する市民のニーズを把握しながら，関係団体等と連携して，

文化芸術活動に関する情報収集・提供や支援に努める。 

取組実績 

【取組実績】 

・公会堂，北洋資料館，文学館，市民会館，芸術ホールについて，指定管理者による 

管理運営を継続し，各施設の設置目的に沿った事業を実施するなど文化芸術活動を

推進する取り組みを行った。 

 

【過去５年間の推移】「各施設の利用状況（入館状況）」  （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公会堂は平成30年10月から令和3年4月頃まで保存修理工事のため休館中 

※市民会館は平成29年11月から令和2年3月まで改修工事のため休館中 

※各施設の平成30年度事業内容については，別紙のとおり 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

公会堂 156,041 151,554 174,408 152,106 94,533 

北洋資料館 12,215 15,306 13,455 14,329 14,604 

文学館 16,386 16,739 19,114 17,884 14,566 

市民会館 195,789 199,788 197,050 140,860 休館中 

芸術ホール 92,693 105,869 94,304 101,766 143,599 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各施設において，文化芸術事業を実施するともに，様々な情報の収集や発信に努め， 

市民の文化芸術活動の機会が充実した。 

 

【課題】 

・施設が老朽化していることから，緊急性や優先度を考慮しながら，随時，改修・維 

持補修を行う必要がある。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

 施設が老朽化していることから，改修・維持補修などの課題はあるが，市民の文化

芸術活動の推進が図られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，随時，必要な改修・維持補修を行うほか，関係団

体等との連携を図りながら，各施設において，多様な文化芸術事業を展

開し，引き続き様々な情報の収集や発信に取り組み，市民の文化芸術活

動の機会の充実に努める。 
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事 業 名 施設の管理運営（文化芸術関係） 担当課 生涯学習文化課 

取組実績 

【各施設の主な事業内容】 ※市民会館については平成29年11月～休館中 

１ 公会堂 

・旧函館区公会堂プロムナード・コンサート 

・旧函館区公会堂親子一日館長 

・公会堂コンサート（25 回） 

・高校生によるお茶会                         など 

 

２ 北洋資料館 

・親子体験教室「貝殻でつくろう」 

・第 24 回函館の「海と港」児童絵画展 

・特別展 貴重な北洋の貝～高川コレクション～ 

・冬休み特別企画「クイズで知ろう☆北洋漁業」             など 

 

３ 文学館 

・石川啄木直筆資料展 

・企画展（啄木の短歌～その変遷を辿る～，宇江佐真理～没後３年に寄せて～） 

・文学の夕べ 

（短歌に親しむ，幕末を描いた作家，教育の中の俳句，きみの鳥はうたえる） 

・夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」 

・石川啄木講座 

・連続講座「函館・文学の散歩道」 

（長谷川淑夫とその息子たち，孤高の異端作家・久生十蘭，藤村の妻冬子のこと） 

・文学館講演会（宇江佐真理を語る） 

・特別企画（谷村志穂自著を読む）                   など 

 

４ 芸術ホール 

・キッズフェスティバル 2018 

・三浦文彰×辻井伸行デュオ・リサイタル 

・ざいだん出前コンサート 

・♭ふらっとコンサート（5 回） 

・リサイタル・シリーズ SPECIAL（2 事業） 

・2019 スプリング・コンサート 大隅雅人＆福田善亮トランペット・デュオ・コン

サート 

・「星屑の町・完結篇」 

・函館市民文化祭（5事業） 

・函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ（2 事業） 

・バックステージツアー（2 回） 

・ざいだん「邦楽こども教室」 

・北海道舞台塾 ダンスワークショップ 

・平成 30年度函館新人演奏会～音楽の新しい風～ 

・ピアノコンサート・フォー・ユー 

・HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 

・市民美術展 第 19 回「はこだて・冬・アート展」（2事業）       など 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

１ 市民の主体的な文化芸術活動の充実 

(2)市立小・中学校の施設を活用し，文化芸術活動を行うグループやサークルなどが活

動できる環境の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 [再掲]学校施設文化開放の推進 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

生涯学習の推進を図るため，文化活動，社会教育活動を行うグループ・サークルの学

習や活動の場所として，学校教育活動に支障の無い範囲において，市立小中学校の特

別教室を開放する。  

 

取組実績 

【取組実績】 

・市立小中学校11校44特別教室（音楽室，図書室，多目的ホール等）を，月曜日～ 

金曜日（水曜日を除く。）の夜間（18時～21時）および土日・休日等の午前（９時

～12時），午後（13時～16時），夜間（18時～21時）の時間区分で開放した。（学

校の使用不可日等を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「文化開放利用実績」      （単位：回，人，団体） 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

利用回数 1,664 1,660 1,712 1,701 1,457 

利用人員 20,923 20,078 21,503 20,907 19,059 

利用団体数 56 55 57 56 47 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・北海道胆振東部地震の発生により事業を一時中止したため，昨年度の利用実績を下

回ったが，12月以降は回復傾向にあった。 

 

【課題】 

・登録団体をさらに増やしていく必要がある。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

登録団体を増やす工夫が必要であるが，おおむね順調に推移している。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においては，引き続きより広く市民に周知し，利用団体の増加

を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

２ 文化芸術に接する機会の拡充 

(1)文化芸術活動団体などと連携し鑑賞機会の充実を図るとともに，市民文化祭の実施

など市民が気軽に文化芸術に接する機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 関係団体と連携した鑑賞事業の提供 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 市民が地域で気軽に質の高い文化芸術に触れることができる機会を充実させるた

め，芸術ホールや公民館などの指定管理者である文化・スポーツ振興財団および市内

の文化団体等と連携しながら，公演・展覧会などの鑑賞事業の実施を促進する。 

取組実績 

【取組実績】 

・文化・スポーツ振興財団の主催による，芸術ホール等で開催される鑑賞事業や市内

小・中学校に音楽家が出向いて演奏する出前コンサートを実施した。 

・市内文化団体等が実施する演奏会や書道展などの事業に対し，名義後援を行い，事

業の周知協力を行った。 

<実施状況> 

・鑑賞事業： 

キッズフェスティバル2018 （芸術ホール） 

丘の上の芸術祭 （公民館） 

野外ステージコンサート （南茅部ふるさと文化公園） 

  プロムナードコンサート（旧函館区公会堂） 

  企画展「啄木の短歌～その変遷を辿る～」 （文学館） など 

・出前コンサート： 

  ざいだん出前コンサート （巴中学校） 

 

【過去５年間の推移】「鑑賞事業の開催回数，来場者数」      （単位：回，人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

出前ｺﾝｻｰﾄ 
5回 

524人 

5回 

647人 

5回 

1,071人 

2回 

470人 

1回 

170人 

鑑賞事業 
11回 

36,923人 

21回 

41,032人 

15回 

39,334人 

12回 

25,781人 

11回 

20,940人 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・鑑賞事業や出前コンサートを実施することにより，市民が優れた文化芸術に触れる

機会を提供することができた。 

・市が名義後援している市内文化団体等の事業実施により，市民が優れた文化芸術を

身近に親しむ機会を提供することができた。 

 

【課題】 

・開催時期，出演者，内容等により，来場者数に変動がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 開催時期，出演者，内容等により，来場者数に変動があるが，各種団体と連携しな

がら，市民が地域で気軽に文化芸術に触れることができる優れた公演・展覧会などの

鑑賞事業を実施するなど，おおむね予定どおりに取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き各種団体と連携を深めながら，市民が文

化芸術に親しみ，身近に触れることができる鑑賞機会のさらなる充実に

努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

２ 文化芸術に接する機会の拡充 

(1)文化芸術活動団体などと連携し鑑賞機会の充実を図るとともに，市民文化祭の実施

など市民が気軽に文化芸術に接する機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 市民文化祭の開催 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 市民主体の多様な文化芸術活動を促進するため，市民の文化芸術に接する機会の充

実を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・文化芸術活動団体などと連携を図り開催するとともに，市政はこだて等による情報

発信を行った。 

<主な実施内容>  

[舞台部門] 

・11.4「華麗・錦秋の夕べ～芸術へのいざない～」（舞踊，伝統音楽等） 

・11.17「みんなで歌おう！童謡100年コンサート」 

[展示部門] 

・11.1～5「清秋・函館市文団協芸術展」（文団協加盟団体による書・美術作品等） 

  ・11.1～5「ぶんだん秋の庵［茶席・喫茶去］」 

  ・11.14～17「函館アートフェスティバル2018「アイ♥」」（市民からの応募作品展示） 

 

 

【過去５年間の推移】「市民文化祭来場者数」         （単位：人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

来場者数 3,989 4,127 3,878 4,209 4,086 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・文化芸術活動者や団体の発表の場を提供できた。 

 

【課題】 

・当事業について，引き続き，広報紙などを活用して周知を図る必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 当事業を通じて，様々な分野における文化芸術活動者間の交流が深まり，より活発

な創造活動に繋がる機会となっているほか，市民にとっては気軽に文化芸術に接する

貴重な機会となっているなど，おおむね予定どおりに本事業が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，文化団体協議会や文化・スポーツ振興財団と連携

を図り，文化芸術活動に関する情報収集および発信に努め，文化芸術活

動者が，日々積み重ねた研鑽の成果を発揮することのできる場の提供お

よび幅広い世代の市民に文化芸術に触れる機会を提供する。 

 



129 

基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

２ 文化芸術に接する機会の拡充 

(1)文化芸術活動団体などと連携し鑑賞機会の充実を図るとともに，市民文化祭の実施

など市民が気軽に文化芸術に接する機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 戸井地区文化祭の開催 担当課 戸井教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

 地域社会に結びついた芸術文化の創造と普及ならびに，地域文化の振興を目的とし

て，戸井地区文化祭を開催する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・戸井地区文化祭の開催 

 展示部門：幼稚園児，小・中学生の絵画，書道 

一般の陶芸や生け花 など 

 芸能発表：幼稚園児の遊戯， 

小・中学生の合唱・吹奏楽， 

一般の大正琴，コーラス，太鼓（大間町より参加） など 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「戸井地区文化祭参加者数」  （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加者数 407 456 373 356 354 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・市民の自主的文化芸術活動の促進と展示発表と芸能発表の機会の充実が図られた。 

・文化祭の実施にあたって，実行委員会が主体となり，会場の設営や進行などが行わ

れた。 

 

【課題】 

・文化サークルの減少により，展示部門や芸能発表における参加者数が減少している。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

市民の自主的文化芸術活動の発表機会の提供により，地域の芸術文化の発展に寄与

するなど，成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，文化祭を開催し，展示発表と芸能発表を行い，自主

的芸術文化活動の促進と地域住民の芸術文化への意識の高揚を図る。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

２ 文化芸術に接する機会の拡充 

(1)文化芸術活動団体などと連携し鑑賞機会の充実を図るとともに，市民文化祭の実施

など市民が気軽に文化芸術に接する機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 恵山地区文化祭の開催 担当課 恵山教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

 恵山地域の幼児から高齢者まで幅広い世代の市民が自主的・創造的に取り組んだ

様々な文化芸術活動の成果を発表する場として，年１回開催し，文化芸術活動団体な

どと連携を図りながら，市民が気軽に文化芸術に接する機会を提供する。 

取組実績 

【取組実績】 

・今回から函館社会福祉協議会恵山支所の協力により，民謡ショーなどを実施したほ

か，前年度に引き続き，ステージ発表，作品展示を行った。 

・ステージ発表は認定こども園・学校の発表や，楽器演奏，舞踊等のほか，幼児から高

齢者まで地域住民が一体となって１つの合唱曲を会場全体で歌う新しい試みも行っ

た。 

・作品展示については，文化芸術活動団体７団体のほか個人参加を含む347点の出展が

あった。 

 

【過去５年間の推移】「恵山地区文化祭の来場者数」 （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

来場者数 383 385 342 366 478 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・過去５年間で最多の来場者数となった。 

・認定こども園，小学校，中学校，各種団体，市民が一体となり，地域連携・協働の意

識の醸成につながった。 

 

【課題】 

・駐車スペースが限られているため，代替スペースの確保やピストン輸送等関係機関

との調整を検討する必要がある。 

評  価 

◎ 十分な成果が得られている 

【理由】 

函館社会福祉協議会恵山支所の協力により連携強化が図られたことや，合唱曲を参

集者全員で歌うイベントを設けるにあたり，事前練習を関係者と行う中で，これまで

以上の地域連携，協働体制を構築することができた。 

また，様々な新しい趣向が効果的に作用し，結果，過去５年間で最多来場者数を実現

できたことは，恵山地区における文化芸術に接する機会の充実が図られるなど，十分

な成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
拡充 

今年度においては，関係機関とさらなる連携を図り，駐車スペースの

拡大に努めるとともに作品展示の期間を延長するなど，市民が気軽に文

化芸術に接する機会の充実に向け，より一層，多様性のある事業展開を

進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

２ 文化芸術に接する機会の拡充 

(1)文化芸術活動団体などと連携し鑑賞機会の充実を図るとともに，市民文化祭の実施

など市民が気軽に文化芸術に接する機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 南茅部地域文化祭の開催 担当課 南茅部教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

南茅部地域内において，地域文化の高揚を図るため，地域内で活躍している個人・サ

ークルなどの活動成果を発表する場として地域文化祭を開催する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・地域の個人やサークル，こども園，小・中・高等学校の幼児・児童生徒の作品を展示

する作品展示を実施した。 

内訳：写真・動画，絵画，手芸，盆栽，書道など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】                  （単位：人） 

 

 

 

事業名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

南茅部地域文化祭 230 271 315 183 193 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・市民の自主的な文化活動の促進と発表の機会の充実につながった。 

 

【課題】 

・人口減少により出展者の減少が見られる。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

出展者の減少は見られるが，子どもから大人まで幅広い世代の地域住民の活動成果

を発表する場となっており，ある程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，市民の自主的な文化活動の継続的支援と発表の機

会の充実のため，南茅部地域文化祭を開催する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

２ 文化芸術に接する機会の拡充 

(2)小・中学校に芸術家などを講師として派遣し，児童生徒が文化芸術に親しみ，豊か

な創造力を育む機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

■基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 文化芸術アウトリーチ事業の取組 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 豊かな創造力を育むとともに将来の活動者や鑑賞者を育てるため，小・中学校に芸

術家などを講師として派遣し，子どもたちが，文化芸術に触れることができる機会を

提供する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市内の小・中学校へ地域で活動する音楽や洋舞，美術などの芸術家や団体を派遣し， 

鑑賞やワークショップを開催した。 

（主な取組内容：伝統音楽，茶道，舞踊，器楽演奏，歌舞伎，落語など） 

 

 

【過去５年間の推移】「アウトリーチ事業の活用状況」  （単位：校，件，人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

学校数     32 36 36 37 29 

活用件数     48 55 56 54 52 

延べ児童生徒数 2,213 2,455 2,400 2,511 2,442 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・災害によりキャンセルした学校を除く，要望のあった全学校（２９校）で事業を実施

することができた。 

・事業実施後の児童生徒の感想には，はじめての鑑賞や体験に対し，驚きや喜びなど

興味・関心をもった様子が記載されていた。 

・芸術家や団体からは，児童生徒と直にふれあう機会が新鮮で貴重な良い経験となっ

た旨の報告があった。 

 

【課題】 

・要望する学校が固定化する傾向が見られることから，当事業の周知の強化が必要で

ある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 要望する学校が固定化する傾向が見られるが，災害によるキャンセルを除いて，要

望のあった全学校で実施でき，おおむね予定どおりに本事業が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

文化芸術の振興には，次代を担う人材の育成が不可欠であり，将来に

向けた担い手や鑑賞者の育成が重要であるため，今年度においても要望

のある学校に対し芸術家を派遣し，子どもたちが文化芸術に触れること

ができる機会を提供する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

３ 文化芸術活動を担う人材の育成 

(1)優れた作品などを発表する機会の充実を図り，児童生徒の創意と潤いのある個性豊

かな文化芸術活動を一層促進し，人材の育成に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 青少年芸術教育奨励事業の実施 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 創意と潤いのある個性豊かな芸術活動の一層の振興を図るため，文学・美術・書・音

楽の４部門として作品，演奏などを公募し，優れた作品，演奏などを選定し，発表する

機会を設ける。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市内在住または市内の学校に通学する児童生徒を対象に，文学・美術・書・音楽の４

部門で作品，演奏などを公募し，計134名へ青少年芸術教育奨励賞を授与した。 

（Ｈ30受賞者の内訳：文学39人，美術39人，書39人，音楽17人） 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「応募者数」           （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

小学校 750 524 505 230 467 

中学校 253 291 405 415 264 

高校 129 239 260 259 240 

合計 1,132 1,054 1,170 904 971 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・平成30年度は，文学・美術・書・音楽の４部門で計134名へ青少年芸術教育奨励賞が

授与され，その作品，演奏などを市民に発表する機会を設け，芸術活動の振興が図ら

れた。 

 

【課題】 

・児童生徒が減少傾向にあるなか，優れた作品などを発表する機会である当事業につ

いて，引き続き周知を図る必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 児童生徒の優れた作品などを発表する機会の充実を図り，人材の育成につながって

いるなど，おおむね予定どおりに本事業が進んでいると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，引き続き周知を図るほか，子どもの主体的，創造的

な文化芸術活動を通して豊かな感性を養い，心豊かな人間の育成を目指

すため，当事業を実施する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

３ 文化芸術活動を担う人材の育成 

(2)各種研修会などへの参加を促進し，文化芸術活動を主体的に担う人材の育成に努め

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 アートマネジメント人材の育成支援 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 本市の文化芸術活動の拠点施設における従事者の人材育成を図るため，アートマネ

ジメントや管理，舞台技術などの研修への参加促進に努める。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・芸術ホール等を管理運営している文化・スポーツ振興財団に対し，文教施設従事者

のためのアートマネジメントや管理，舞台技術などの研修案内を送付したほか，モ

ニタリングなどの機会を捉え，研修への参加を促した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「研修参加者」          （単位：人） 

 

 

※H29.11～ 市民会館休館中 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加者数 14 13 14 15 15 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・芸術ホール等を管理運営している文化・スポーツ振興財団の職員が関係団体の研究

大会や専門的な研修会等に参加し，最新のアートマネジメントや管理，舞台技術な

どを学び，スキルアップが図られた。 

 

【課題】 

・本来業務との兼ね合いもあり，年間に研修に参加できる人数に限りがある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

毎年度，一定数以上の従事者が様々な研修に参加し，スキルアップが図られるなど，

おおむね予定どおりに本事業が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き様々な研修の情報を提供するとともに，

文教施設従事者の参加を促し，文教芸術活動を主体的に担う人材育成に

努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策２ 文化遺産の保存・活用と伝統文化の継承 

１ 文化遺産の保存・活用 

(1)指定文化財の保存整備や新たな指定，公開など，本市の貴重な文化財の保護と活用

を推進します。 

その他計画 

の位置づけ 

■基本構想実施計画  ■合併建設計画  ■過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
特別史跡五稜郭跡環境整備事業の計画的な推進，重要

文化財の保存修理事業の推進 
担当課 文化財課 

事業概要 

(目的等) 

函館市内には多数の史跡および文化財建造物が現存しているが，長年の風雪等によ

り傷みが出ていることから，計画的な保存整備を行うため，市が管理する特別史跡五

稜郭跡の整備および重要文化財の保存修理を実施する。また，民間所有重要文化財建

造物の保存修理等の国補助事業への補助を実施する。 

取組実績 
【取組実績】 

・別紙のとおり 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

（文化財指定） 

・新たに旧相馬家住宅が国の重要文化財として指定を受けた。 

（五稜郭跡） 

・地震により崩落した堀内周南西側石垣の解体工事の他，国有財産アカマツ保存 

整備，石垣定点調査および郭内小土塁補修を実施し，保存整備委員会を開催した。 

（旧函館区公会堂） 

・保存修理工事に着手した他，展示設計を行った。 

（民間所有） 

・函館ハリストス正教会復活聖堂耐震診断事業および遺愛学院（旧遺愛女学校） 

本館保存修理事業へ補助金交付を行った。 

 

【課題】 

（五稜郭跡） 

・自然災害等により石垣が崩落するなど，史跡のき損が進んでいる。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

五稜郭の石垣については今年度２回崩落があったが，国・道との綿密な協議を経て，

復旧に向けて適切な措置を取ることができたなど，概ね当初の予定通りに事業が進ん

でいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においては，引き続き文化財の保護と活用を図るため，国・道と

協議を交えて市が管理する特別史跡五稜郭跡環境整備事業および重要文

化財旧函館区公会堂保存修理事業を実施する。 

文化財建造物（民間所有）保存修理事業についても，引き続き遺愛学院

（旧遺愛女学校）本館保存修理事業へ補助金交付を行い，新たに大谷派

本願寺函館別院の調査工事事業が始まることから，これに対して補助金

交付を行う。 
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事 業 名 
特別史跡五稜郭跡環境整備事業の計画的な推進， 

重要文化財の保存修理事業の推進 

担当課 文化財課 

取組実績 

【取組実績】 

１ 文化財の指定等 

 ・旧相馬家住宅の国重要文化財の指定 

【過去５年間の推移】「市内指定等文化財数推移」            （単位：件） 

 

２ 特別史跡五稜郭跡（環境整備事業・災害復旧事業） 

 ・堀内周南西側石垣の解体工事 

 ・環境整備（国有財産アカマツ保存整備，石垣定点調査，郭内小土塁補修） 

 ・保存整備委員会開催 

【過去５年間の推移】「整備事業スケジュール」 

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

３ 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業 

 ・保存修理工事（～R3）  ・展示設計（H30） 

【過去５年間の推移】「保存修理スケジュール」 

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

４ 文化財建造物（民間所有）保存修理事業 

 ・函館ハリストス正教会復活聖堂（耐震診断）（H29～H30） 

 ・遺愛学院（旧遺愛女学校）本館（保存修理）(H30～) 

【過去５年間の推移】「文化財建造物（民間所有）保存修理事業」（単位：件） 

 

 

 

区分 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 具体例 

国指定 15  15  16  18  19  国宝土偶など 

国選定 1  1  1  1  1  伝建地区 

国登録 18  18  20  20  20  五島軒本店旧館など 

道指定 20  20  20  19  19  旧金森洋物店など 

市指定 88  88  87  88  88  旧イギリス領事館など 

 計 142  142  144  146  147   

項目 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

事業数 0  0  0  1  2  

 

耐震診断 事前協議 

展示設計 

保存修理工事 

（耐震補強含む） 

保存活用計画策定 

アカマツ保存整備 

保存整備委員会開催 

石垣定点調査 

堀内周南東側石垣保存修理 堀内周南西側石垣保存修理 

小土塁補修 石垣診断調査 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策２ 文化遺産の保存・活用と伝統文化の継承 

１ 文化遺産の保存・活用 

(2)縄文文化交流センターを中核として，史跡垣ノ島遺跡・史跡大船遺跡などの貴重な

遺産を活用し，縄文文化の普及・啓発の取組を推進します 

その他計画 

の位置づけ 

■基本構想実施計画  ■合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 史跡垣ノ島遺跡の整備 担当課 文化財課 

事業概要 

(目的等) 

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録推進に向け，関係機関と連携を図り

ながら早期の登録実現に向けて取り組むとともに，構成資産である垣ノ島遺跡の整備

事業を推進する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・別紙のとおり 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・国内最大級の盛り土遺構を復元整備するとともに，園路・広場・トイレ・管理棟など

の実施設計を行った。 

 

【課題】 

・国補助金の減額などにより工程が遅れ，整備を１年延長することとなった。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

史跡垣ノ島遺跡の整備については補助金の減額が影響しているが，着実に事業を遂

行している。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においても，引き続き，垣ノ島遺跡（園路や広場等）の整備を実

施する。 
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事 業 名 史跡垣ノ島遺跡の整備 担当課 文化財課 

取組実績 

【取組実績】 

１ 事業内容（H29～） 

・保存整備検討委員会開催（H29，H30） 

・実施設計（H29，H30） 

・盛り土遺構造成工事（H30） 

・現況調査（地形測量，地質調査，立木調査）（H29） 

・環境整備（支障木伐採）（H29，H30） 

・発掘調査（史跡内容確認）（H29，H30） 

 

２ 公開等 

・視察，臨時公開等 

 

【過去５年間の推移】              （単位：人） 

 

 

 

 

 

見学者 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

垣ノ島遺跡 166 164 321 375 773 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策２ 文化遺産の保存・活用と伝統文化の継承 

１ 文化遺産の保存・活用 

(2)縄文文化交流センターを中核として，史跡垣ノ島遺跡・史跡大船遺跡などの貴重な

遺産を活用し，縄文文化の普及・啓発の取組を推進します 

その他計画 

の位置づけ 

■基本構想実施計画  ■合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
縄文文化交流事業の推進，「北海道・北東北の縄文遺跡

群」の世界遺産登録に向けた取り組みの強化 
担当課 文化財課 

事業概要 

(目的等) 

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録推進に向け，関係機関と連携を図り

ながら早期の登録実現に向けて取り組むとともに，縄文文化の市民への理解や世界遺

産登録への機運醸成を目指して，各種関係自治体や団体等と連携しながら普及啓発事

業を実施する。 

取組実績 
【取組実績】 

・別紙のとおり 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

（「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた取り組みの強化） 

・ユネスコへ提出する推薦書案のさらなるブラッシュアップを進め，H30年7月に国の

文化審議会における文化遺産の推薦候補に選定されたが，本年度から国内推薦枠が

１件に絞られることになり，自然遺産候補が優先されたために国内推薦が見送られ

たが，国の文化審議会によりH31の推薦候補として本資産を審議することとなり，順

調に推移していると考えられる。 

（縄文文化交流事業の推進） 

・パネル展やイベント，遺跡の臨時公開など多くの普及啓発事業を実施して，多くの 

市民に向けて縄文文化や世界遺産登録への周知を図り，ある程度の成果を得られた。 

 

【課題】 

（「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた取り組みの強化） 

・さらに市民の機運醸成を高めるともに，周辺住民の深い理解と協力を得ること。 

・構成資産への公共交通機関の整備等，アクセスの改善を図ること。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

縄文遺跡群の世界遺産登録については，文化審議会により平成31（2019）年度の国内

推薦候補として本件のみが審査対象とされ，次期国内推薦を得ることが見込まれるこ

とから，世界遺産の正式登録に向けて一歩前進した。 

市内各所で実施したパネル展や各種イベントにおいては多くの市民に周知を図るこ

とができ，他都市等における各種事業においては連携しながら函館市の取り組み等を

紹介する機会が増えた。 

今年度の 

状  況 
継続 

 世界遺産登録に向けた取り組みは，引き続き国内推薦を得るために，

推薦書案のさらなるブラッシュアップを図るとともに，国内推薦後を見

据えた準備を進める。縄文文化交流事業では，市内各所でパネル展をは

じめ講演会等各種事業の開催や遺跡のバスツアーや臨時公開などを実施

し，さらなる普及啓発に努め機運の醸成を図る。 
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事 業 名 
縄文文化交流事業の推進，「北海道・北東北の縄文遺跡

群」の世界遺産登録に向けた取り組みの強化 
担当課 文化財課 

取組実績 

【取組実績】 

１ 史跡垣ノ島遺跡 

・整備事業（Ｈ29～） 

・視察対応，臨時公開等 

【過去５年間の推移】                 （単位：人） 

 

 

 

 

２ 史跡大船遺跡 

・整備事業（Ｈ19～21） 

・一般公開 

【過去５年間の推移】                  （単位：人） 

 

 

 

 

３ 縄文文化交流センター 

・Ｈ23.10.1 開館 

・一般公開 

【過去５年間の推移】                  （単位：人） 

 

 

 

 

 

４ 縄文文化交流事業 

・主な市民周知への取り組み 

 平成29年度 

「縄文ロマン展」（テーオーデパート） 

 「縄文シティサミットinはこだて」開催（函館アリーナ） 

  ＮＨＫステージイベント「縄文カックウFes」共催（金森ホール） 

  このほか出前講座，縄文関連講演会（他都市含む） 

 

 平成 30 年度 

 「レゴブロック世界遺産展 part3 関連 縄文遺跡群世界遺産パネル展」（金森洋物館） 

 「縄文遺跡群世界遺産パネル展」（イトーヨーカドー，市民ホール） 

 「縄文ロマン展」（テーオーデパート） 

 映画「縄文にはまる人々」関連トークイベント共催（シネマアイリス） 

 「縄文 Doki Doki エキスポ」共催（蔦屋書店） 

このほか出前講座，縄文関連講演会（他都市含む） 

見学者 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

垣ノ島遺跡 166 164 321 375 773 

見学者 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

大船遺跡 7,868 8,495 8,874 9,648 8,381 

見学者 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

縄文文化交

流センター 
22,506 21,218 19,688 18,963 18,752 

 



141 

基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策２ 文化遺産の保存・活用と伝統文化の継承 

１ 文化遺産の保存・活用 

(3)博物館や図書館において収蔵している資料を展覧会などで展示するとともに，デジ

タル化して保存・公開するなど，市民や観光客が函館の歴史に理解を深める取組を推

進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 博物館資料の整理と活用 担当課 博物館 

事業概要 

(目的等) 

他の教育機関などと連携して展覧会を開催するとともに，体験型の講座を開催し，

市民の郷土愛の育成や学習意欲の向上に努める。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・郷土資料を収集，展示するとともに，他の教育機関などと連携して企画展「北の昆 

布展」において，展示のほか「料理教室」や「施設見学ツアー」を開催した。  

・博物館講座は，美術鑑賞会などをテーマにした単講座や小学生を対象とした夏休み

自由研究の体験講座を実施し，市民に学ぶ機会を提供した。 

・博物館収蔵資料や新たに寄贈された資料などを広く市民・観光客および寄贈者の観 

覧に供するため，「収蔵資料展」を開催した。 

 

 

 

【過去５年間の推移】「博物館入館状況」         （単位：人） 

 

 

 

 

 

施設名 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

博物館本館 9,875 10,044 10,313 9,583 11,655 

郷土資料館 5,868 4,989 5,603 7,346 7,117 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・昆布を題材にした企画展では，展示のほか，他の教育機関などと連携して「料理教

室」や「施設見学ツアー」を開催することで，市民や観光客が昆布に対する風習や歴

史の理解を深めることができた。 

 

【課題】 

・企画展開催期間を除く毎週日曜日が無料入館日であることが，広く知られていない。 

評  価 

○ 予定どおりに進んでいる 

【理由】 

博物館資料の整理のほか，他の教育機関などと連携して企画展を開催するなど，予

定どおりに本取組が進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，改めて無料入館日について周知するほか，講座や

企画展など事業の充実を図り，市民の関心を高め，本市の歴史や文化へ

の理解を深める取組などを進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策２ 文化遺産の保存・活用と伝統文化の継承 

１ 文化遺産の保存・活用 

(3)博物館や図書館において収蔵している資料を展覧会などで展示するとともに，デジ

タル化して保存・公開するなど，市民や観光客が函館の歴史に理解を深める取組を推

進します。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
図書館郷土資料の整理・活用とデジタルアーカイブ事

業の推進 
担当課 博物館 

事業概要 

(目的等) 

資料の適切な管理・保存をするため，図書館システムに未登録資料のデータ登録作

業を行うとともに，蓄積データの整理を進め，インターネット公開サイト「デジタル

資料館」において資料公開を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・資料の管理体制・保存方法の見直しを含めた書庫内整理を継続して行うとともに，

順次，図書館システムに未登録資料のデータ登録作業を行った。 

・地元大学との連携を図り，蓄積されたデータの整理を進めながら，インターネット

で公開しているデジタルデータ公開サイト「デジタル資料館」の充実に努めた。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「デジタル資料館の利用状況」      （単位：人，回） 

 

 

 

 

 

項 目 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

デジタル資料館 

ユーザー数 
28,511 37,389 31,100 25,472 24,430 

デジタルアーカイブ 

閲覧数 
－ － 354,343 1,675,336 2,118,057 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・順次図書館システムに未登録資料のデータ登録を行った。 

・インターネットデジタルデータ公開サイト「デジタル資料館」を充実させ，蓄積さ

れたデータの資料を公開することができた。 

 

【課題】 

・デジタルデータ公開サイト「デジタル資料館」での資料公開を一層周知する必要が

ある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

順次，未登録資料のデータ登録を進めることができているなど，予定どおりに本取

組は進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

貴重な郷土資料の適切な管理・活用を図り，市民共有の財産として次

世代に引き継いでいくため，引き続き資料の整理と資料のデジタル化を

進める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策２ 文化遺産の保存・活用と伝統文化の継承 

２ 伝統文化の継承 

(1)本市の特色ある郷土芸能の保存会などへの支援を行い，保存伝承活動の促進に努め

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

□教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
後継者の育成等，合併地域における伝統芸能の保存継

承 
担当課 南茅部教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

伝統的な文化芸術を保存・継承し地域文化の充実を図るため，郷土芸能の保存会に

対して活動の支援を行い，保存伝承活動および後継者の育成支援を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・特色ある郷土芸能の保存会に対して補助金交付などの支援を行った。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「郷土芸能の保存継承に係る補助金交付状況」（単位：千円） 
 
 

 

 

 

 

 

※Ｈ27以降の補助金交付のない団体については，活動休止となっている。 

補助金 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

木直大正神楽保存会補助金 50 － － － － 

安浦駒踊り保存会補助金 55 55 － － － 

南茅部大漁太鼓保存会補助金 45 － － － － 

大船南部神楽保存会補助金 50 50 50 50 50 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・郷土芸能の保存・継承は，地域文化の振興に必要であり，補助金交付による財政的支

援により円滑な実施を図ることができた。 

・定期的な練習のほか，小・中学生への指導や地元イベントなどで公演を行うことに

より，地域振興につなげることができた。 

 

【課題】 

・伝承者の減少や後継者不足により，活動休止となっている団体がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

伝承者の減少や後継者の不足などの課題はあるが，郷土芸能活動への財政的支援等

により，団体の活動促進，事業の円滑な実施が図られ，地域の文化の振興に貢献してい

るなどある程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き，郷土芸能活動の振興のため財政的支援

を継続する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

 

 

 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 社会教育施設の維持管理 担当課 生涯学習文化課 

事業概要 

(目的等) 

 市民の生涯学習や文化芸術活動を推進するため，老朽化が進んでいる社会教育施設

において，必要な改修を行い，安全・安心な施設とするほか，施設全体の延命化を図

りながら，利用者にとって利用しやすい環境を確保する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市民会館 耐震等改修工事（H29～H31継続事業） 

平成26年度に実施した耐震診断結果を受け，早期の耐震改修が必要なことから，平

成27年度に耐震改修調査，平成28年～平成29年度に実施設計を行い，平成29年度か

ら耐震等改修工事を実施しており，平成30年度においても，耐震補強に係る工事や

内装工事などの建築工事のほか，電気設備・機械設備工事を行った。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】 「主な改修実績」 

 

 

 

※公民館：平成26年7月から平成27年3月まで改修工事 

※市民会館：平成29年11月から令和元年12月まで改修工事 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

施設名 公民館   市民会館 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・市民会館において，耐震等改修工事を行い，利用者にとって安心・安全な施設づく

りに努めている。 

 

【課題】 

・他の施設においても老朽化が進んでいるため，緊急性や優先度を考慮しながら，随

時，改修・維持補修を行う必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 老朽化が進んでいる施設について，緊急性や優先度を考慮しながら，改修を行う必

要があるが，市民会館においては，安全・安心で，利用しやすい施設に向けて改修工

事が行われている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，引き続き，各施設において必要な改修工事を行い，

安全・安心な施設とするほか，利用者にとって利用しやすい環境を確保

するよう努める。 

 



145 

基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

１ 子どものスポーツ機会の充実 

(1)生涯にわたりスポーツに親しむ基礎づくりとして，子どもが幼少期から様々なスポ

ーツに触れ，その楽しさや魅力を体験する機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 幼少期からの子どもの体力向上の推進 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

生涯にわたりスポーツに親しむ基礎づくりとして，地域のスポーツ団体などの協力

を得て，子どもたちが幼少期から様々なスポーツの楽しさや魅力を体験する機会の充

実に努める。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・スポーツ施設の指定管理者によるわんぱく教室など，幼児や低学年を対象としたス

ポーツ教室やスポーツ体験会等が開催された。 

・函館市スポーツ協会（旧：函館市体育協会）が主催する親と子のスポーツ体験な

ど，親子でスポーツに親しむイベントが実施された。 

・広報誌（市政はこだて，ステップアップなど）により，子どもの体力向上にかかるス

ポーツ教室やスポーツ団体の活動などの情報を提供した。 

 

【過去５年間の推移】「親と子のスポーツ体験参加状況」  （単位：人） 

 

 
 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加人数 275 288 288 291 310 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・函館市スポーツ協会，スポーツ施設の指定管理者などが主催する，子どもを対象と

したスポーツイベントが多数開催され，スポーツの楽しさや大切さを体験する機会

を提供することができた。 

・後援事業等のチラシやポスターの学校配付などにより，子どもがスポーツに親しむ

機会の情報提供を行った。 

 

【課題】 

・習い事の多様化や情報機器と接する時間の増加などにより，子どもたちの外遊びや

スポーツ活動の時間が減少している。 

・子どもの体力向上，スポーツ活動に係るイベント等の情報提供の充実を図る必要が

ある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，幼児や低学年を対象としたスポーツ教室やスポーツ体験会，親

子でスポーツに親しむ機会の事業の開催を通して，子どもたちが幼少期から様々なス

ポーツの楽しさや魅力を体験する機会の提供に努めるなど，ある程度の成果が得られ

ている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，幼少期のスポーツ活動は，生涯にわたりスポーツ

に親しむ基礎づくりにつながることから，引き続き地域のスポーツ団体

などと協力しながら事業の充実に取り組む。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

１ 子どものスポーツ機会の充実 

(1)生涯にわたりスポーツに親しむ基礎づくりとして，子どもが幼少期から様々なスポ

ーツに触れ，その楽しさや魅力を体験する機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 地域スポーツ活動への参加機会の充実（戸井地域） 担当課 戸井教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

 子ども同士の交流による仲間づくりと健全育成および健康増進と地域スポーツの振

興を図るため，スポーツ大会やスポーツ教室を開催する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・戸井地区小学生水泳教室を開催した。 

・戸井地区バドミントン大会を開催した。 

・道南駅伝競走大会を開催した。 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「スポーツ教室等への参加状況」   （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

小学生水泳教室 

(４日間延べ) 
116 119 119 108 87 

バドミントン大会 60 36 58 52 41 

道南駅伝競走大会 616 616 606 624 592 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・スポーツ大会やスポーツ教室を開催することで，参加者同士の交流，健康づくりや 

スポーツ大会・教室への参加機会の充実が図られた。 

 

【課題】  

・児童生徒数の減少により，参加者数が減少しているため，広域での取組を検討する

必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

 児童生徒数の減少はあるものの一定程度の参加があり，子ども同士の交流や地域ス

ポーツの振興に寄与するなどの成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，子ども同士の交流とスポーツ大会・教室への参加

機会の充実に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

１ 子どものスポーツ機会の充実 

(1)生涯にわたりスポーツに親しむ基礎づくりとして，子どもが幼少期から様々なスポ

ーツに触れ，その楽しさや魅力を体験する機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 地域スポーツ活動への参加機会の充実（恵山地域） 担当課 恵山教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

各種スポーツに触れ，基礎の習得を図る機会を提供し，児童生徒が楽しみながら体

を動かす中で，交流を深め，体力づくりや健康増進に資することを目的に実施する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・「小学生水泳教室」や「小学生バドミントン教室」，「小学生ミニバレーボール大会」

などを開催した。 

（別紙のとおり） 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・楽しみながら各種スポーツの基礎を学ぶ中で，児童生徒が相互に交流を深め，体力

づくりや健康増進に寄与することできた。 

 

【課題】 

・特になし 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

本事業は，子どもがスポーツに触れ，その楽しさや魅力を体験する機会となってい

るなど，予定どおり進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，子どものスポーツ機会の充実を図るため，当該事

業を実施し，スポーツ振興の取組を進める。 
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事 業 名 地域スポーツ活動への参加機会の充実（恵山地域） 担当課 恵山教育事務所 

取組実績 

【取組実績】 

 

１ 小学生水泳教室（８月開催） 

・えさん小学校の対象児童に周知した。 

・南茅部プールにおいて３日間実施した。 

 

【過去５年間の推移】             （単位：人） 

 

 

 

 

 

２ 夏休みプール（８月開催） 

・えさん小学校および恵山中学校の対象児童生徒に周知した。 

・南茅部プールにおいて６日間実施した。 

 

【過去５年間の推移】             （単位：人） 

 

 

 

 

 

３ 小学生バドミントン教室（11月開催） 

・えさん小学校の対象児童に周知した。 

・恵山総合体育館において３日間開催した。 

 

【過去５年間の推移】             （単位：人） 

 

 

 

 

 

４ 小学生ミニバレーボール大会（２月開催） 

・恵山地域および戸井地域の対象児童に周知した。 

・恵山総合体育館において１日開催した。 

 

【過去５年間の推移】             （単位：人） 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ人数 46 29 48 39 39 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ人数    14 19 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ人数 33 27  21 22 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加人数 56 34 26 38 27 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

１ 子どものスポーツ機会の充実 

(1)生涯にわたりスポーツに親しむ基礎づくりとして，子どもが幼少期から様々なスポ

ーツに触れ，その楽しさや魅力を体験する機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 地域スポーツ活動への参加機会の充実（南茅部地域） 担当課 南茅部教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

児童生徒が楽しみながら体を動かす中で，交流が深まり，体力づくりや健康増進に

資することを目的として，各種スポーツに触れ，基礎の習得を図る機会を提供する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・各種スポーツ教室や大会を開催した。 

内訳：少年少女水泳教室，ちびっこ水遊び教室，南茅部地域マラソン大会，南茅部 

地域スキー大会（別紙のとおり） 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・各種スポーツの基礎を楽しみながら学ぶ中で，児童生徒が相互に交流を深め，体力

づくりや健康増進に寄与することできた。 

 

【課題】 

・少子化やニーズの多様化などにより，参加人数が減少しているものもある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

子どもがスポーツに触れ，その楽しさや魅力を体験する機会となっており，ある程

度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，子どものスポーツ機会の充実・体力づくりを図る

ため，各種スポーツに触れる機会を提供する。 
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事 業 名 地域スポーツ活動への参加機会の充実（南茅部地域） 担当課 南茅部教育事務所 

取組実績 

【取組実績】 

１ 少年少女水泳教室（小学校３年生～中学生対象） 

・指定管理者主催事業 

・南茅部プールにおいて実施した。（６９回） 

 

【過去５年間の推移】               （単位：人） 

 

 

 

 

 

２ ちびっ子水遊び教室（小学校１年生～２年生対象） 

・指定管理者主催事業 

・南茅部プールにおいて実施した。（６５回） 

 

【過去５年間の推移】               （単位：人） 

 

 

 

 

 

３ 南茅部地域マラソン大会（幼児～一般） 

・南茅部地域に周知した。 

・南茅部運動広場において開催した。 

 

【過去５年間の推移】               （単位：人） 

 

 

 

 

 

４ 南茅部地域スキー大会（幼児～一般） 

・南茅部地域に周知した。 

・臼尻スキー場において開催した。 

 

【過去５年間の推移】             （単位：人） 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ人数 1,464 1,236 1,350 2,129 2,196 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ人数 748 714 597 790 599 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ人数 56   24  

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加人数  20 25  21 

 



151 

基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

１ 子どものスポーツ機会の充実 

(2)スポーツ団体との連携・協働を図りながら学校部活動を支援します。 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 運動部活動の充実 担当課 
スポーツ振興課，

教育指導課 

事業概要 

(目的等) 

 生徒が積極的に運動部活動に参加できるよう配慮するとともに，一人ひとりの能力

等に応じた技能や記録の向上が図られるなど，運動部活動の充実が図られるよう専門

的知識・技術を有する外部指導者の活用やスポーツ団体との連携を図りながら運動部

活動の支援に努める。 

取組実績 

【取組実績】 

・専門的知識・技術を有する外部指導者を活用し，顧問教諭と連携しながら部活動の

コーチ等として技術指導を行った。 

・競技団体が主催する大会や教室等への参加を促進するなど，団体との連携により部

活動の活性化に努めた。 

 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・外部指導者の活用を行うことにより，教員の指導者不足を解消するとともに，生徒

の競技力向上が図られた。 

・競技団体が主催する大会や教室等に生徒が参加することにより，より高い技術や知

識を取得することができた。 

 

【課題】 

・競技種目により，外部指導者の導入が進んでいないものもあることから，各競技団

体等との連携をさらに強めることが必要である。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

外部指導者を活用する部活動の種目数が増えているなど，予定どおりに本取組は進

んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，運動部活動は，子どもの社会性を育成する場とし

て，また，生涯にわたってスポーツに親しむ基礎を育むことから，専門的

な知識を求める生徒のニーズに応えつつ教員の負担軽減を図るため，引

き続き外部指導者の活用や各競技団体等との連携を深め，運動部活動の

充実に向け支援に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

１ 子どものスポーツ機会の充実 

(3)子どもの身近な活動の場となるスポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブの活

動の支援に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 地域スポーツ活動への参加促進 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

地域における子どもの身近な活動の場となるスポーツ少年団や総合型地域スポーツ

クラブなどの活動支援により，子どものスポーツ活動への参加を促進する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・函館市スポーツ少年団の円滑な活動を支援するため補助金の交付等を行った。 

・スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブ等の活動状況をＰＲし，子どものスポ

ーツ活動の促進に向け支援を行った。 

 

 

【過去５年間の推移】「函館市スポーツ少年団登録状況」 （単位：団体，人） 
 
 
 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

登録団体数 70 69 64 63 62 

登録人数 1,624 1,638 1,538 1,437 1,472 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・函館市スポーツ少年団主催の各種交流大会やリーダー研修会が開催されることによ

り，多くの団員がスポーツに参加する機会を得ることができた。 

・総合型地域スポーツクラブなどが行うスポーツ教室などのＰＲにより，定期的活動

をしているジュニアを対象とするスポーツクラブなどの入会につながった。 

・函館市スポーツ協会でとりまとめた，市内のスポーツ団体の活動情報誌を教育施設

に設置し，自分にあったスポーツ団体に入会する選択肢を提供することができた。 

 

【課題】 

・少子化により，団体スポーツの存続が難しくなってきており，解散・統合が進み，団

員や会員の減少が進んできている。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

少子化による課題はあるが，函館市スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブを

支援することにより，子どもの地域スポーツ活動への参加促進につながるなど，ある

程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，子どものスポーツ活動の場の確保と子どもの健全

育成の観点から，引き続き函館市スポーツ少年団や総合型地域スポーツ

クラブの活動を積極的にＰＲするとともに活動への支援に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(1)情報提供や広報活動の充実，各種教室の開催などを通じて，スポーツ活動やスポー

ツによる健康づくりに親しむ意識の啓発に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 スポーツによる健康づくりに親しむ意識の啓発 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

 スポーツによる健康づくりへの関心を高めるため，地域の関係機関と連携を図りな

がら，広報活動や各種教室などの開催を通じ，健康の保持増進に関わるスポーツの重

要性についての意識の啓発に努める。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・保健福祉部やスポーツ施設の指定管理者のホームページなどにより，健康づくりの

ための事業などの情報提供が行われた。 

・スポーツ施設の指定管理者によるいきいきシニアスポーツ教室など，健康づくりの

ための各種教室等が開催された。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移）】「いきいきシニアスポーツ教室開催状況」（単位：回，人） 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

実施回数 20 10 28 30 20 

延べ参加人数 990 500 1,260 1,110 760 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・健康づくりに関する幅広い情報提供や健康づくりための各種教室を開催することに

より，運動習慣の重要性について，意識啓発に努めることができた。 

 

【課題】 

・スポーツに関する団体だけではなく，高齢者等の健康増進や健康づくりに対し，よ

り多くの市民に興味をもってもらえるような啓発が必要である。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

本取組については，より多くの市民への啓発について課題はあるが，各関係機関と

連携を図りながら，広報活動や各種教室などの開催を通じ，健康の保持増進に関わる

スポーツの重要性を啓発し，運動をしてみようという気運づくりに努めるなど，順調

に推移している。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，情報提供や各種教室等の充実を図り，引き続き保

健福祉部やスポーツ施設の指定管理者等と連携し，多くの市民にスポー

ツによる健康づくりへの関心を高める取組を推進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(2)新たにスポーツを始めたり，日常的に親しんだりできるよう，スポーツ・レクリエ

ーション活動に関わるイベントの充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 
市民だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション

活動の充実 
担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

 市民だれもがそれぞれの体力や年齢，性別，技術，目的などに応じて，日常的に多様

なスポーツに親しむことができるよう，スポーツ団体や関係機関と連携しながら，各

種スポーツ教室やイベントなどの開催を促進する。 

取組実績 

【取組実績】 

・函館マラソンやコミュニティランニング，道南駅伝競争大会など，ウォーキングや

ランニング，水泳等，身近に楽しめるスポーツ教室やイベントを実施した。 

・海水浴場やスケート場，スキー場の開設など，アウトドアスポーツの振興を行っ

た。 

・旧四町村においては，地域運動会やミニバレー大会，パークゴルフ大会など，各種地

域交流大会や交流事業を実施した。 

【過去５年間の推移】「函館マラソンエントリー状況」       （単位：人） 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

ハーフマラソン 4,044 4,543 3,886 4,364 4,776 

フルマラソン － － 4,049 3,766 3,628 

コミュニティランニング 203 265 232 298 295 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・函館マラソンは，フルとハーフが同時開催されることになった平成２８年度から，

毎年，エントリーも増加傾向にあり，道外はもとより，多くの市民の参加を得られて

いる。 

・旧四町村においては，独自で地域交流大会などを実施しており，市民が気軽に健康

づくりに親しむ機会を提供することができた。 

 

【課題】 

・市民が日常的に多様なスポーツに親しむことができるよう，スポーツ団体や関係機

関との連携を更に強化する必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組については，函館マラソンをはじめ，各種地域交流大会や交流事業を実施す

るなど，市民だれもが体力や目的などに応じて参加のできるスポーツ・レクリエーシ

ョン活動の充実に努めるなど，ある程度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続きスポーツ団体や関係機関と連携しながら，

多くの市民が参加できる各種スポーツ教室やイベントなどの開催を促進

する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(2)新たにスポーツを始めたり，日常的に親しんだりできるよう，スポーツ・レクリエ

ーション活動に関わるイベントの充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 
市民だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション

活動の充実（戸井地域） 
担当課 戸井教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

 幅広い年齢層を対象として，参加者同士の交流や健康増進するため，戸井地区玉入

れ大会を開催する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・戸井地区玉入れ大会を開催した。 

・中学生や一般のチーム合わせて８チームが参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】              （単位：人） 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加人数 79 59 54 58 58 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・幅広い年齢層の市民が気軽に参加できるスポーツ大会であり，多世代にわたる参加

者が交流する機会となった。 

 

【課題】 

・より広い地域に案内するなど参加者の拡大を図る必要がある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

気軽に参加できる地域のスポーツ大会として定着しており，職場やサークル単位，

また，中学生の参加もあり参加者同士の交流と健康増進に寄与するなどの成果が得ら

れている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においては，参加チームを拡大して，戸井地区玉入れ大会を開

催する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(2)新たにスポーツを始めたり，日常的に親しんだりできるよう，スポーツ・レクリエ

ーション活動に関わるイベントの充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 
市民だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション

活動の充実（椴法華地域） 
担当課 椴法華教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

各種スポーツに触れ，基礎の習得を図る機会を提供し，楽しみながら交流を深める

とともに，体力づくりや健康増進に資することを目的に各種スポーツイベントを開催

する。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・交流パークゴルフ大会を，戸井，恵山，南茅部地域と合同で開催した。 

・恵山登山を行った。（平成30年度は春のみ開催・秋は地震のため中止） 

・小・中学生と地域住民が一緒に参加する合同運動会を開催した。 

※平成29年度から小・中学校と合同開催 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】 「各事業の参加人数」          （単位：人） 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

パークゴルフ 40 雨天中止 35 32 34 

恵山登山 52 20 41 51 21 

運動会 200 雨天中止 雨天中止 120 108 

※恵山登山：Ｈ27，Ｈ30は，秋開催が中止となった。 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・パークゴルフ大会では，４地域の交流が深められた。 

・合同運動会は，地域住民の交流の促進とともに，体力づくり・健康増進が図られた。 

 

【課題】 

・屋外での事業のため，天候に左右される。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

参加者アンケートや地域の声で概ね好評であり，健康増進や交流に役立つなど成果

が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においても，各種スポーツを楽しみながら交流し，体力づくり

や健康増進を目的として，引き続き地域や学校等と連携し，本事業を実

施する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(2)新たにスポーツを始めたり，日常的に親しんだりできるよう，スポーツ・レクリエ

ーション活動に関わるイベントの充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 
市民だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション

活動の充実（南茅部地域） 
担当課 南茅部教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

日常的にスポーツに親しむことができるようスポーツ機会の充実に努める。 

 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・各種スポーツ大会等を開催した。 

 内訳：一般水泳教室，南茅部地域野球大会，南茅部地域ソフトバレーボール大会 

 （別紙のとおり） 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・楽しみながら，体力づくりや健康増進が図られ，参加者相互の交流が深められた。 

 

【課題】 

・少子化等による参加人数の減少が見られるものもある。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

各スポーツを楽しみながら，相互に交流を深め，体力づくりや健康増進に寄与して

いるなど，成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，スポーツ機会の充実を図るため，各種スポーツ大

会等を開催する。 
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事 業 名 
市民だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション活

動の充実（南茅部地域） 

担当課 南茅部教育事務所 

取組実績 

【取組実績】 

 

１ 一般水泳教室（高校生～一般対象） 

・指定管理者実施事業。 

・南茅部プールにおいて実施。（４７回） 

 

【過去５年間の推移】               （単位：人） 

 

 

 

 

 

２ 南茅部地域野球大会（一般対象） 

・南茅部運動広場において開催。 

 

【過去５年間の推移】               （単位：人） 

 

 

 

 

 

３ 南茅部地域ソフトバレーボール大会（一般対象） 

・南茅部スポーツセンターにおいて開催。 

 

【過去５年間の推移】               （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ人数 144 114 133 258 236 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ人数 45 60 50 50 50 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

延べ人数 25 22 31 33 27 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(3)スポーツ団体などの育成・支援や，地域のスポーツ指導者の養成に努めます。 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 スポーツ団体および指導者の育成 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

 スポーツ教室やイベント，講演会などを主催するスポーツ団体の活動支援や，身近

な地域で幅広い世代が様々な種目やレベルに応じて参加することができる総合型地域

スポーツクラブの育成や支援に努める。 

 また，市民だれもがスポーツに気軽に親しめるよう，実技指導やわかりやすいスポ

ーツ理論の助言を行う地域に根ざしたスポーツ指導者の育成に努める。 

取組実績 

【取組実績】 

・各種大会や講演会を後援し，チラシ配布など，スポーツ団体の活動支援を行った。 

・アシスタントマネージャーやスポーツリーダーの資格取得に関する経費の一部を補

助するなど，総合型地域スポーツクラブの育成・支援を行った。 

・スキルアップ研修やボランティア参加など，函館市スポーツ推進委員，函館市地域

スポーツ指導員の育成を行った。 

・函館市スポーツ賞など，スポーツ・レクリエーション活動の振興に功績のあった者

に対する顕彰を行った。 

【過去５年間の推移】「総合型地域スポーツクラブの設置状況」 （単位：団体） 

 

 
 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

総合型地域スポーツクラブ 4 5 5 5 5 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・総合型地域スポーツクラブを支援することで，子どもから高齢者まで幅広い年代の

市民が，初心者，上級者を問わず，様々なスポーツに取り組むことにつながった。 

・函館市スポーツ推進委員や函館市地域スポーツ指導員の研修を行うことで，個々の

スキルが向上し，地域での身近な指導者として育成が図られた。 

【課題】 

・地域のスポーツ指導者の核となっている函館市スポーツ推進委員の高齢化が進んで

おり，委員候補者の人材育成・発掘が必要である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

本取組は，スポーツ推進委員の人材育成等に課題はあるが，多くのスポーツ団体か

ら各種スポーツイベントの後援依頼があり，市内の小・中学校や教育施設にポスター

やチラシを配布するなどしてスポーツ団体活動の支援につながっているなど，ある程

度の成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，市民のスポーツ活動は，多くの指導者・スポーツ団

体により支えられていることから，引き続きスポーツ指導者の養成やス

ポーツ団体の育成・支援に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(4)障がいの種類や程度，体力に応じスポーツに親しむことができるよう，関係団体な

どと連携し，障がい者のスポーツ活動への参加機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 障がい者のスポーツ活動への参加機会の充実 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

 障がい者が，それぞれの障がいの種別や程度に応じたスポーツ活動に取り組むこと

ができるよう，地域の関係団体などと連携し，障がい者スポーツ教室の開催の充実に

努めるとともに，障がい者スポーツ大会の開催や参加を支援するほか，障がい者スポ

ーツの専門的な知識を有する指導者の育成を図るなど，障がい者のスポーツ活動への

参加機会の充実に努める。 

取組実績 

【取組実績】 

・障がい者スポーツ団体が主催するボッチャやフライングディスクなど，障がい者ス

ポーツ教室のチラシの市内の公共施設などへ配置するなど周知協力を行った。 

・スポーツ・レクリエーション指導者育成補助金の交付など，障がい者スポーツ指導

者の資格取得の支援を行った。 

【過去５年間の推移】「函館地区障害者スポーツ指導者協議会登録状況」（単位：人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

登録人数 55 45 44 65 63 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・日本スポーツ障がい者協会が認定する指導者資格を取得する際の経費の一部を補助

することにより，専門的な知識を有した指導者の育成につながり，障がい者スポー

ツの普及が図られた。 

・函館マラソンやコミュニティランニングに障がい者が参加するなど，障がいの有無

に関わらず，スポーツに参加できる場を提供した。 

・車椅子バスケなど，障がい者スポーツ団体があり，健常者もスタッフとして参画す

るなど，競技力向上を目指して定期的に活動している。 

【課題】 

・東京オリンピック・パラリンピックの影響で，多くのマスコミが障がい者スポーツ

を取り上げることにより，市民の関心が高まっているが，障がい者それぞれが，障が

いの種別や程度に応じたスポーツ活動に親しめる環境が少ない。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

本取組については，障がい者それぞれが障がいの種別や程度に応じたスポーツ活動

に親しむ機会が少ないという課題はあるが，障がい者スポーツ団体から各種障がい者

スポーツイベントの後援依頼があり，市内の小・中学校や教育施設にポスター等を配

布することで障がい者スポーツ団体の活動支援につながるなど，順調に進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度のおいても，引き続き地域の関係団体などと連携し，障がい者

スポーツ団体・サークルの支援のほか，地域の障がい者スポーツ指導者

の育成支援に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(5)高齢者がそれぞれの健康状態を維持増進し，自立した生活を営むことができるよ

う，関係機関などと連携し，高齢者の健康づくりのための運動機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 高齢者の運動機会の充実 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

 高齢者が，それぞれの健康状態を維持増進し，自立した生活を営むことができるよ

う，関係機関などと連携し，健康体操の普及や高齢者が気軽に参加できるイベントの

開催など，高齢者の健康づくりのための運動機会の充実に努める。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・保健福祉部が主催する介護予防教室や地域型介護予防体操教室など，高齢者を対象

とした健康づくりなどの各種教室が開催された。 

・介護予防教室では，新たに男性向けの教室を開始し，合わせて６つのメニューとす

るなど，高齢者自らの主体的な介護予防の推進を支援した。 

・函館マラソンにおいて，制限時間を延長することや年代別表彰を増やし，高齢者で

も参加しやすい環境を整えた。 

 

【過去５年間の推移】「介護予防教室開催状況」     （単位：回，人） 

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

実施回数 40 128 488 518 512 

延べ参加人数 812 2,591 7,487 7,803 8,809 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・介護予防教室や健康教室等を継続して実施することにより，高齢者の運動・生活機

能の維持・向上が図られた。 

・函館マラソンにおいて，高齢者の参加人数が増加傾向にある。 

 

【課題】 

・高齢者が介護予防の視点などそれぞれの体力や健康状態に応じて，気軽に運動に親

しむことができるよう，スポーツ団体やスポーツ指導者，健康福祉分野との連携を

教科する必要がある。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

 本取組については，運動をしていない高齢者も運動するよう，関係部局との連携を

図りながら，情報発信や啓発活動に取り組む必要があるが，高齢者を対象とした各種

教室がスポーツや福祉分野の各施設において実施されるなど，順調に推移している。  

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き保健福祉部や関係機関と連携し，高齢者

の運動・生活機能の維持向上に向け，各種教室の開催や健康体操の普及

に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(5)高齢者がそれぞれの健康状態を維持増進し，自立した生活を営むことができるよ

う，関係機関などと連携し，高齢者の健康づくりのための運動機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                    ） 

事 業 名 高齢者の運動機会の充実（戸井地域） 担当課 戸井教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

 高齢者の健康増進および生きがいづくりを目的とし，戸井地域において，ゲートボ

ール大会を開催する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・戸井地区ゲートボール大会を開催した。 

・戸井地区冬季ゲートボール交流会を開催した。（４回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「ゲートボール大会等の参加者数」     （単位：人） 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

ゲートボール大会 33 38 37 37 36 

ゲートボール交流会

(４回延べ) 
88 86 88 85 72 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・参加者同士の交流による仲間づくり，健康増進および生きがいづくりに貢献した。 

 

【課題】 

・参加人数の増加が課題である。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

他地区からの参加もあるなど参加者同士の交流が図られており，継続開催の要望が

多いなどの成果が得られている。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，ゲートボール大会の開催を通して，仲間づくり，健

康増進および生きがいづくりに努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(5)高齢者がそれぞれの健康状態を維持増進し，自立した生活を営むことができるよ

う，関係機関などと連携し，高齢者の健康づくりのための運動機会の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（                 ） 

事 業 名 高齢者の運動機会の充実（恵山地域） 担当課 恵山教育事務所 

事業概要 

(目的等) 

高齢者の体力づくりや健康増進を図り，参加者間の交流を深めることを目的に実施

する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・恵山地区パークゴルフ大会や冬季ゲートボール大会を開催した。 

（別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・楽しみながら，体力づくりや健康増進が図られ，参加者相互の交流が深められた。 

 

 

【課題】 

・特になし。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

この事業は，毎年度実施されているものであり，各スポーツを楽しみながら，相互に

交流を深め，高齢者の体力づくりや健康増進に寄与しているなど，予定どおり進んで

いる。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においても，高齢者の健康づくりのための運動機会の充実を図

るため，関係団体の協力を得ながら，当該事業を実施し，スポーツ振興の

取組を進める。 
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事 業 名 高齢者の運動機会の充実（恵山地域） 担当課 恵山教育事務所 

取組実績 

【取組実績】 

 

１ 恵山地区パークゴルフ大会（※新規）（６月開催） 

・恵山地域に在住または勤務する方を対象として，周知した。 

・恵山シーサイドパークゴルフ場において，１日開催した。 

・恵山地域の関係団体の協力を得ながら円滑に実施できた。 

 

【過去５年間の推移】             （単位：人） 

 

 

 

 

 

２ 冬季ゲートボール大会（３月開催） 

・恵山，戸井地域のゲートボール愛好者・団体を対象者として，周知した。 

・恵山総合体育館において，１日開催した。 

・恵山地域および戸井地域の関係団体の協力を得ながら円滑に実施できた。 

 

【過去５年間の推移】             （単位：人） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加人数     25 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

参加人数 38 37 37 35 39 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進と環境の充実 

(6)市立小・中学校の施設を活用するなど，スポーツ活動を行うグループやサークルな

どが活動できる環境の充実に努めます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 スポーツ施設の有効活用 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

 スポーツ活動を推進していくためには，スポーツ活動に取り組む環境の充実が重要

であることから，スポーツ施設の効果的・効率的な管理運営に努めるとともに，市立

小・中学校の施設を活用したスポーツ開放を行う。 

 

取組実績 

【取組実績】 

・指定管理者制度の導入など，スポーツ施設の効果的・効率的な管理運営を行った。 

・ホームページやＤＶＤ，リーフレットなどを作成し，スポーツ施設の情報提供を行

った。 

・市立小・中学校の施設を活用し，スポーツ開放を行った。 

【過去５年間の推移】「主なスポーツ施設の利用状況」          （単位：人） 

※アリーナおよびフットボールパークは，平成27年８月オープン 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

千代台公園陸上競技場 111,112 121,756 104,494 111,728 128,186 

千代台公園野球場 50,827 36,233 42,537 47,412 30,179 

千代台公園庭球場 59,082 63,330 58,131 56,478 57,772 

函館フットボールパーク － 51,804 96,877 84,003 87,657 

函館アリーナ － 243,851 424,889 342,773 368,336 

函館市民プール 127,590 127,271 129,439 114,202 115,144 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・函館アリーナおよび函館フットボールパークについては，大規模スポーツ大会やプ

ロスポーツイベント，コンベンションも実施されるなど，順調に稼働している。 

・スポーツ開放については，学校統廃合により開放施設数が減少してきているが，そ

の影響を受けることなく利用団体の調整が図られた。 

【課題】 

・老朽化が進むスポーツ施設については，緊急度・優先度を勘案しながら計画的な改

修を行い，施設の機能充実を図る必要がある。 

・学校施設の開放については，学校統廃合などで，利用に影響が生じないよう，利用団

体の調整を図る必要がある。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

 スポーツ施設の効果的・効率的な管理運営に努めるとともに，市立小・中学校の施設

を有効に活用することにより，市民が身近で気軽に活用できるスポーツ活動の場が確

保されるなど，予定どおりに本取組は進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

 今年度においても，引き続きスポーツ活動を推進するため，スポーツ

活動の場となる各施設の活用を図り，スポーツ活動に取り組む環境の充

実に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

３ 競技スポーツの促進 

(1)競技団体と連携し，各種競技スポーツの指導者の育成や指導体制の確立に取り組む

とともに，大規模スポーツ大会やスポーツ合宿の誘致などを促進し，競技人口の拡大

や競技力の向上に努める。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 競技スポーツ指導者の育成と競技力の向上 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

函館市スポーツ協会や競技団体と連携を図り，競技者の発達の段階や技術水準に応

じ最適な指導を行う高度な専門的知識を有する指導者の育成に努める。 

また，全国大会等への参加支援などにより競技力の向上に努める。 

取組実績 

【取組実績】 

・スポーツ・レクリエーション指導者育成補助金の交付など，競技スポーツ指導者の

育成支援を行った。 

・小・中学生を対象に全国大会派遣補助金を交付するなど，全国規模の競技大会への

参加支援を行った。 

・運営補助金など，函館市スポーツ協会等への支援を行った。 

・函館市スポーツ賞の贈呈など，成績優秀者やスポーツの振興に功績のあった者に対

する顕彰を行った。 

 

【過去５年間の推移】「スポーツ・レクリエーション指導者育成補助金交付実績」（単位：件，円） 
 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

補助金交付件数 6 5 6 14 27 

補助金交付金額 236,500 139,100 130,500 297,200 422,900 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・青少年をはじめとする競技選手の育成に関わる指導者の育成や，全国大会等出場の

支援などに継続的に取り組むことで，毎年，全国的に優秀な成績を収めているチー

ムや個人を輩出している。 

・函館市スポーツ協会による競技力向上を目指したスポーツの強化事業や競技会の開

催支援事業により，各種目の競技力の向上につながっている。 

 

【課題】 

・日本スポーツ協会などの公認資格を取得することで，高度な指導が可能となること

から，スポーツ・レクリエーション指導者育成補助金制度を更に周知し，新たな指導

者の育成が必要である。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

スポーツ・レクリエーション指導者育成補助金の交付件数やスポーツ賞成績部門の

受賞者も前年を上回り，競技スポーツの促進につながっているなど，予定どおり本取

組は進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，競技者を育成・強化し，競技力の向上を図るため，

引き続き競技スポーツ指導者の育成支援や函館市スポーツ協会等の支援

を行う。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

３ 競技スポーツの促進 

(2)スポーツへの興味・関心や参加意欲を高めるため，大規模スポーツ大会，プロスポ

ーツイベントの誘致に努めるとともに，技術交流により競技力の向上が期待されるス

ポーツ合宿の誘致活動に取り組みます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 
大規模スポーツ大会・プロスポーツイベントやスポー

ツ合宿などの誘致 
担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

スポーツへの興味・関心および参加意欲を高め，競技人口の拡大につなげるため，

全国レベルの大規模スポーツ大会やプロスポーツイベントなどを誘致する。 

 また，本市でのスポーツ合宿の実施により，合宿団体と地元競技団体との合同練習

や交流試合など，技術交流による競技力の向上につなげるため，スポーツ合宿を誘致

する。 

取組実績 

【取組実績】 

・Ｂリーグ（バスケットボール），Ｆリーグ（フットサル），北海道小学生陸上競技

大会など，大規模スポーツ大会，プロスポーツイベントの誘致・支援を行った。  

・ＪＰＡ日本パラ陸上競技連盟など，高校・大学・実業団等のスポーツ合宿の誘致・

支援を行った。 

・合宿団体のインタビューの掲載など，ホームページ等によるスポーツ施設や宿泊施

設など誘致関連情報の発信を行った。 

 

【過去５年間の推移】「スポーツ合宿誘致推進事業補助金交付実績」（単位：件，円）  

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

交付件数 18 35 46 36 40 

交付金額 1,603,000 2,952,000 3,447,500 2,843,500 2,946,000 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・イベントの誘致活動によって函館アリーナやフットボールパークなどのスポーツ施

設において大規模スポーツ大会やプロスポーツイベントが開催された。 

・トップアスリートのプレーを直接観戦するなど，一流のプレーに触れることにより，

競技力向上や競技スポーツへの関心を高める機会を提供できた。 

・他地域から多くのスポーツ合宿を受け入れることで，技術交流や情報交換が行われ，

競技力の向上が図られたほか，長期滞在により経済的な波及効果もあった。 

 

【課題】 

・スポーツ合宿は，主に道内の高校生による春開催の小規模合宿が多く，夏場，特に大

学生や社会人による合宿が少ない。 

評  価 

○ 予定どおり進んでいる 

【理由】 

ＢリーグやＦリーグのほか，ＪＰＡ日本パラ陸上競技連盟の強化合宿も誘致するこ

とができ，競技スポーツの促進につながるなど，予定どおり本取組は進んでいる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，市民の競技スポーツに触れる機会等を提供するた

め，引き続き大規模スポーツ大会・プロスポーツイベントやオリンピッ

ク・パラリンピック合宿をはじめスポーツ合宿の誘致に努める。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

３ 競技スポーツの促進 

(3)国内・海外の競技団体との交流により，スポーツを通じた地域間交流の促進に努め

ます。 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  ■その他（函館市スポーツ推進計画） 

事 業 名 スポーツを通じた地域間交流の促進 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

国内の競技団体のみならず，本市と姉妹都市を提携している各都市をはじめ，海外

の競技団体とのスポーツ交流を促進する。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・市外のスポーツ団体の合宿誘致により，市内のスポーツ団体との交流試合を促進し

た。 

・瀬古利彦氏など，著名な指導者を招聘し，講演会やクリニックを開催するなど，技術

交流を促進した。 

 

 

 

 

【過去５年間の推移】「スポーツ合宿誘致推進事業補助金交付実績」（単位：件，円）  

 

 

 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

交付件数 18 35 46 36 40 

交付金額 1,603,000 2,952,000 3,447,500 2,843,500 2,946,000 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・他地域から多くの人を迎え入れることで，交流や情報交換，親睦などにより，地域の

活性化が図られた。 

・著名な指導者を招聘することにより，講演会やクリニックに参加した競技者や指導

者の競技力の向上が図られた。 

 

【課題】 

・海外のスポーツ団体との交流が図られるよう，企画部との更なる連携が必要である。 

評  価 

○ 課題が少しある 

【理由】 

 本取組については，スポーツ合宿誘致推進事業の利用件数が増加しており，地元競

技団体との交流試合や合同練習が行われているが，より交流を深め地域間交流の基盤

づくりにつなげていく必要がある。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，引き続き国内外の競技団体の合宿誘致に取り組み，

市内のスポーツ団体との交流試合等を促進する。 
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基本計画 

の 体 系 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

 

 

 

 

その他計画 

の位置づけ 

□基本構想実施計画  □合併建設計画  □過疎地域自立促進市町村計画   

■教育行政執行方針  □その他（               ） 

事 業 名 スポーツ施設の維持管理 担当課 スポーツ振興課 

事業概要 

(目的等) 

スポーツ施設の定期的な点検と，緊急性や施設運営への影響などを勘案した維持補

修や整備改修を実施し，スポーツの振興を図る。 

 

 

取組実績 

【取組実績】 

・千代台公園陸上競技場陸連公認検定整備工事  38,967千円 

 （フィールドウレタン部分の改修） 

・市民プール バランシングタンク改修工事   17,280千円 

・函館フットボールパーク移転改修事業     80,816千円 

 

 

【過去５年間の推移】「スポーツ施設の改修工事の状況 」  （単位：件数） 
 
 
 

 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

改修工事件数 4 新築整備のみ 4 1 3 

成 果 と 

課  題 

【成果】 

・スポーツ施設の点検結果等に加え，必要に応じて利用者等からの意見を踏まえた施

設の改修等を実施することで，効果的なスポーツ施設の整備に努めることができた。 

・競技団体等が実施する競技大会の開催が可能な施設として維持することで，大規模

スポーツ大会やプロスポーツイベント，スポーツ合宿の誘致などの促進につながり，

競技人口の拡大や競技力の向上に寄与した。 

 

【課題】 

・既存スポーツ施設の改修には，多額の経費を必要とするため，財源の確保を要する

ほか，継続して大会などを開催できるよう，競技団体・利用団体等との調整を要す

る。 

評  価 

○ ある程度の成果が得られている 

【理由】 

スポーツ施設の整備および改修を実施したことにより，市民のスポーツ振興につな

がるなど，ある程度の成果が得られていると考えられる。 

今年度の 

状  況 
継続 

今年度においても，設置または改修後の経年により躯体や設備の劣化

した主要なスポーツ施設は，施設ごとの施設改修等の基本的な方針に基

づき，整備改修等を実施していく。 

 



 

 

 

 

 

 

    

Ⅲ 函館市教育振興審議会の意見 
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Ⅲ 函館市教育振興審議会の意見 

 

令和元年６月２１日付け函教政において函館市教育振興審議会に諮問された「令和元

年度教育委員会の事務の点検および評価報告書（案）（平成 30年度対象）」について，当

審議会で調査審議した結果，別添のとおり答申します。 

 

 

函館市教育振興審議会答申 

「令和元年度教育委員会の事務の点検および評価報告書（案）（平成 30年度対象）」に

ついて，次のとおり答申する。 

 

記 

 

 今回諮問のあった「教育委員会の事務の点検および評価報告書（案）」については，１

年間の教育委員会の取組を客観的に把握し，成果と課題を整理して取組の改善・充実に

つなげ，効果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たすことを目的として作成さ

れるものである。 

本報告書（案）においては，教育委員会の活動状況や各施策について点検および評価

が行われており，それぞれ具体的な取組内容を把握することができる。さらに，過去５

年間の取組実績のほか，課題や評価，今年度の状況が示されているなど，点検および評

価に関して必要な事項が記載されており，報告書としての目的を踏まえたものとなって

いる。 

また，本報告書（案）については，本審議会からの意見をもとに，点検・評価シート

の様式を変更し，一つひとつの取組について，その目標や実績の推移，評価などが記載

され，検証・改善サイクルが明らかになっているほか，教育振興基本計画との関連や評

価結果が分かりやすく記載されているなどの改善が図られている。 

一方，主に施設整備などに関する点検・評価シートの見出し部分の表記に分かりにく

い点があるほか，複数項目において同一の点検・評価シートが再掲利用されていること

から，引き続き工夫改善に努めていただきたい。 

なお，審議の中で各委員から出された主な意見については別紙に示すので参考にされた

い。 

 

 

  



171 

別紙 

 

〇報告書全般について 

・教育委員会が行っている多くの事業について，結果や成果を数値化することが難し

いものもある中で，具体的な文章表記など分かりやすく，説得力のある報告書にな

っている。 

・教育振興基本計画の体系に基づき，様々な施策を通じて，「自立・共生・創造」を目

指していることがよくわかる内容になっている。 

・取組実績に過去５年間の推移が掲載されており，これまでの状況が分かるとともに，

今後の方向性が見え，信頼感や期待感につながる内容になっている。 

・担当課の評価が厳しいのか，◎がとても少ないと感じた。 

・全体を通して，文章表現を比較されることが考えられるので，特に取組実績の数値

がなく，抽象的な表現となっている取組については注意が必要である。 

・一つ一つの取組について，ＰＤＣＡ（検証・改善）サイクルの構造が分かりやすい

ものになり，最後の評価と今年度の状況は，次年度への期待を抱かせるような作り

になっている。 

・評価方法が三段階（◎，〇，△）と見やすくなり，結果一覧もあるため，一目で分

かりやすいものになっている。 

・取組実績の数値については，対象となる子どもや高齢者の人数も変化していること

から，実際の数字のほか，割合も表示するなどの工夫が必要である。 

 

〇報告書の内容について 

Ⅰ 教育委員会の活動に関する点検・評価 

・会議の公開，会議録の公表，委員も公募による選出があり，透明性が高い。 

 

Ⅱ 教育委員会の施策に関する点検・評価 

基本目標１ 変化する社会を生きる力の育成 

施策１ 確かな学力を育む活動の充実 

・学力向上非常勤講師の配置については，小学校のみならず，中学校における英語や

数学などの習熟度別指導での活用も検討すべきである。 

・新学習指導要領へ対応していくため，引き続き，教員の資質の向上や授業改善の取

組の推進などが必要である。 

・読書活動の充実に向けた取組の推進が必要である。 

・プログラミング教育の意義や必要性について，学校・保護者がしっかりと理解して

いく必要がある。 

・学習習慣の定着について，学校と家庭との連携を充実させていく必要がある。 

施策２ 豊かな心を育む教育の推進 

・こころの相談員やスクールカウンセラーなどの違いを明らかにして，学校や保護者
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への周知を図り，効果的な活用が図られる取組を推進していく必要がある。 

・体験活動等に対する経費補助があると，より効果的な学習活動につながるものと考

える。 

・部活動地域支援者については，その配置について学校や保護者から評価を得ている

ことから，さらなる配置の拡充を推進する一方で，勝利至上主義とならないよう部

活動の意義などを十分に理解させる必要がある。 

施策３ 健やかな体を育む教育の推進 

・生活習慣や運動習慣の改善については，学校生活だけではなく，日常生活における

見直しが重要であり，学校，家庭，地域との連携・協働を進める取組が必要である。 

・薬物乱用防止教室や性教育については，児童生徒にとって重要な内容であり，学校，

家庭，地域が連携して取り組んでいく必要がある。 

・学校体育における教員の資質の向上と，授業の充実に向けた専門家等との連携が必

要である。 

・学校給食については，衛生管理の徹底など，できるところから早急に取り組んでい

くとともに，アレルギー対応や研修の充実など，今後のアレルギー対応に関する方

針等について検討していく必要がある。 

・安全教育については，学校・地域・家庭が連携して取組を進めていく必要がある。 

施策４ 幼児教育の充実 

・民間のこども園等と連携し，子育て相談など保護者の支援につながる取組の充実を

図る必要がある。 

施策５ 多様なニーズに対応した取組の充実 

・特別支援教育の充実を図るため，専門性を身に付けた教員を配置するとともに，児

童生徒の社会における適応性を高める学校外での体験・訓練などの機会の充実を図

っていく必要がある。 

・適応指導教室や相談指導学級の設置による不登校児童生徒への対応は評価できるが，

その増加に合わせた対応の見直しが必要である。 

・学校だけではなく，スクールソーシャルワーカーの活用やフリースクールなどの関

係機関と連携した取組を推進していく必要がある。 

・アフタースクールについては，多くがＰＴＡが主体となり設置されているが，人材

の確保が課題であるため，実施主体と連携して広く周知していく必要がある。 

 

基本目標２ 地域とともにある学校づくりの推進 

施策１ 家庭・地域との連携・協働の推進 

・コミュニティ・スクールの活用促進に向けた教育委員会の指導・助言が必要である。 

施策２ 学校における指導体制などの充実 

・学校教育指導監による経営訪問などにより，学校経営の充実などが図られている。 

・高等学校では，単位制の特色を生かした教育課程が編成・実施されている。 

・業務改善については，市教委主導で進められており，教職員の意識改革につながっ
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ているなど評価できる。 

・教員の負担軽減につながる部活動指導員の配置について検討する必要がある。 

施策３ 学校間の連携・接続 

・小中一貫教育に向けた取組は，学校運営協議会と合わせて地域と連携して推進する

必要がある。 

・学校図書館を地域に開放することは，非常によい取組である。 

 

基本目標３ 函館への愛着や誇りと未来への飛躍する力の育成 

施策１ 函館への愛着や誇りを育む教育の推進 

・函館学については，地域の特性を生かした取組となっており，より一層の充実を期

待する。 

・地域行事やボランティア活動への参加は地域の活性化に欠かせないものであり，ボ

ランティア活動を通じて，人のために活動することの素晴らしさや心の充実を感じ

てもらいたい。 

・社会科や道徳などにおける郷土や郷土愛に関わる授業を地域の人たちに委ねること

により，地域との連携による郷土愛の醸成につながることが期待される。 

施策２ 未来へ飛躍する力を育む教育の推進 

・高等学校での国際理解教育のための地域民間講師の招へいや海外留学事業等は，函

館学とともにグローバル，ローカル両面での取組となっており評価できる。 

・職場体験学習や上級学校説明会など発達段階に応じたキャリア教育の取組を行って

おり評価できる。 

・科学技術への関心を高める教育活動の充実については，教員の資質・能力を向上さ

せる取組が中心となっているが，今後は，実際に児童生徒の関心を高める取組に改

善する必要がある。 

 

基本目標４ 生きがいを創り出す生涯学習の推進 

施策１ 生涯学習活動の促進 

・適切な維持管理により利用人員が増えている。引き続き，施設の補修などに努めて

ほしい。 

・高齢者対象大学については，学んだことを他の場所で生かし社会に役立てることを

目標にすることも検討してはどうか。 

・カルチャーナイトについては，親子がともに文化芸術に触れる貴重な機会であり，

新規企画の検討のほか，民間企業や NPO法人等と連携した開催などについて検討し

ていく必要がある。 

・リーダーバンク事業については，今後につなげていくため，新しい人材の発掘とコ

ーディネーターの養成が必要である。 

施策２ 社会教育活動の推進 

・ウィークエンドサークル事業については，特別支援学級に在籍する児童生徒にとっ
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て貴重な体験の場であり，今後は民間企業との連携について考えていく必要がある。 

・家庭教育支援事業については，保護者の学びの推進にとって有用であり，関心も高

いことから，函館市ＰＴＡ連合会としても活用していきたい。 

 

基本目標５ 心の豊かさを育む文化芸術の振興 

施策１ 文化芸術活動の促進・支援 

・市民文化祭は，気軽に参加でき，グループの目標となっている。 

・アウトリーチ事業は，心の豊かさが育まれる素晴らしい事業であるが，参加する学

校が限られている。今後，取組内容が充実し，児童生徒が鑑賞や体験する機会が増

えることを期待したい。 

・市民の誇りや子どもたちの目標になることから，函館出身の芸術家等が公演等を行

えるような支援の仕組みを作ってほしい。 

・数多く開催されるイベント等について，情報不足により参加できないことがないよ

う，魅力を感じる媒体（インターネットやフライヤー）を活用した広報活動が必要

である。 

施策２ 文化遺産の保存・活用と伝統文化の継承 

 

基本目標６ 健やかな心身を育むスポーツの振興 

施策１ スポーツの振興 

・子どものスポーツ機会の充実については，少子化や指導者不足の影響で団体スポー

ツの存続が難しくなっている。 

・函館マラソンの近年の充実は成果として現れていると思うが，スポーツ＝競技とい

う面が前面に出ると，なかなか参加できない市民もいると思われる。スポーツ＝健

康増進としての軽微な運動の促進，例えばウォーキングの推奨や年に１〜２回位の

函館山登山など，気軽に出来る事があることを広報してみてはどうか。 

・障がい者のスポーツ活動も含め，全道大会や全国大会を函館に誘致し，観戦やボラ

ンティアスタッフとして大会に関わることなどにより，競技に参画する意欲の向上

につながると考える。 

・施設管理者の選定や施設整備など課題はあると思うが，廃校となった学校のグラウ

ンドなどの市内のスポーツクラブやチームへの貸し出しを検討していただきたい。 

・プロイベントではなく，プロ野球やＪ１サッカーなどの公式戦が開催されると，競

技スポーツへの関心が更に高まると考える。 

・近年ではラグビーの競技人気が高まっており，根崎グラウンドなどを利用したラグ

ビーの大会や合宿誘致にも尽力してもらえるとありがたい。 
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１ 平成３０年度教育委員会会議について 

会議開催日 会議名 主な付議案件等 

H30.4.12 第４回定例会 （議決事項） 

・函館市立上湯川小学校・函館市立亀尾小学校の統合方針

の決定に関し，議決を求めることについて 

・函館市教育振興審議会委員の解嘱に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市教育振興審議会委員の委嘱に関し，議決を求める

ことについて 

H30.5.9 第５回定例会 （議決事項） 

・平成３０年度教育費補正予算要求に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市立学校職員服務規程の一部改正に関し，議決を求

めることについて 

・函館市スポーツ振興審議会委員の解嘱に関し，議決を求

めることについて 

・函館市スポーツ振興審議会委員の委嘱に関し，議決を求

めることについて 

・函館市教育振興審議会委員の委嘱に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市教育支援委員会委員の委嘱に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市いじめ防止対策審議会委員の解嘱に関し，議決を

求めることについて 

・函館市いじめ防止対策審議会委員の委嘱に関し，議決を

求めることについて 

H30.6.28 第６回定例会 （議決事項） 

・函館市教育振興審議会に対する諮問事項に関し，議決を

求めることについて 

・函館市教育振興審議会委員の解嘱に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市教育振興審議会委員の委嘱に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市社会教育委員の解嘱に関し，議決を求めることに

ついて 

・函館市社会教育委員の委嘱に関し，議決を求めることに

ついて 

H30.7.24 第７回定例会 （説明） 

・平成３１年度使用中学校用教科用図書「特別の教科 道

徳」等に係る説明 

（議決事項）  
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・平成３１年度使用小学校用教科用図書採択に関し，議決

を求めることについて 

・平成３１年度使用中学校用教科用図書採択に関し，議決

を求めることについて 

・平成３１年度使用高等学校用教科用図書採択に関し，議

決を求めることについて 

・平成３１年度使用中学校用教科用図書「特別の教科 道

徳」採択に関し，議決を求めることについて 

・平成３１年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９

条に規定する教科用図書採択に関し，議決を求めること

について 

・教職員の懲戒処分の内申に関し，議決を求めることにつ

いて 

・市立函館高等学校学則の一部改正に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市スポーツ振興審議会委員の解嘱に関し，議決を求

めることについて 

・函館市スポーツ振興審議会委員の委嘱に関し，議決を求

めることについて 

H30.8.8 第８回定例会 （議決事項） 

・平成３０年度教育費補正予算要求に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市学校設置条例の一部を改正する条例の制定依頼に

関し，議決を求めることについて 

・平成３０年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報

告書」への市町村別結果の掲載に関し，議決を求めるこ

とについて 

H30.9.26 第９回定例会 （議決事項） 

・教職員の懲戒処分の内申に関し，議決を求めることにつ

いて 

・教職員の懲戒処分の内申に関し，議決を求めることにつ

いて 

・函館市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一

部改正に関し，議決を求めることについて 

H30.10.22 

（桔梗小） 

第 10回定例会 （議決事項） 

・平成３０年度教育費補正予算要求に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市社会教育委員の解嘱に関し，議決を求めることに

ついて 

・函館市社会教育委員の委嘱に関し，議決を求めることに

ついて 
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・教育財産の廃止に関し，議決を求めることについて 

（意見交換） 

・平成３１年度予算について意見交換 

（視察） 

・授業視察 

（懇談） 

・桔梗小学校教職員との懇談 

H30.11.15 第 11回定例会 （報告事項） 

・平成３０年度教育費補正予算要求の内示結果について 

・教職員の懲戒処分内申の結果について 

（議決事項） 

・函館市立高等学校及び幼稚園教育職員の給与，勤務時間

その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の

制定依頼に関し，議決を求めることについて 

・平成３０年度教育委員会の事務の点検および評価報告書

（案）の決定に関し，議決を求めることについて 

・公の施設の指定管理者の指定の依頼に関し，議決を求め

ることについて 

H30.12.25 第 12回定例会 （議決事項） 

・平成３１年度教育委員会関係予算要求に関し，議決を求

めることについて 

・教職員の懲戒処分の内申に関し，議決を求めることにつ

いて 

・教職員の懲戒処分の内申に関し，議決を求めることにつ

いて 

・函館市立幼稚園園則の一部改正に関し，議決を求めるこ

とについて 

・博物館協議会委員の解嘱に関し，議決を求めることにつ

いて 

・博物館協議会委員の委嘱に関し，議決を求めることにつ

いて 

・函館市立戸井西小学校・函館市立日新小学校・函館市立

潮光中学校・函館市立日新中学校統合校の校名に関し，

議決を求めることについて 

・函館市立金堀小学校の敷地の変更に関し，議決を求める

ことについて 

・平成３０年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査「北

海道版結果報告書」への市町村別結果の掲載に関し，議

決を求めることについて 

H31.1.11 第１回定例会 （議決事項） 

・平成３１年度教育に関する歳入歳出予算に係る意見の提
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出に関し，議決を求めることについて 

・平成３０年度教育費補正予算要求に関し，議決を求める

ことについて 

・函館市縄文文化交流センター条例施行規則の一部改正に

関し，議決を求めることについて 

H31.2.5 第２回定例会 （報告事項） 

・平成３０年度教育費補正予算要求の内示結果について 

・平成３１年度教育委員会関係予算要求の内示結果につい 

 て 

・教職員の懲戒処分内申の結果について 

（議決事項） 

・教職員の懲戒処分の内申に関し，議決を求めることにつ

いて 

・函館市都市公園条例の一部を改正する条例の制定依頼に

関し，議決を求めることについて 

・函館市芸術ホール条例の一部を改正する条例の制定依頼

に関し，議決を求めることについて 

・函館アリーナ条例の一部を改正する条例の制定依頼に関

し，議決を求めることについて 

・函館市亀田交流プラザ条例の制定依頼に関し，議決を求

めることについて 

・函館市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例の

制定依頼に関し，議決を求めることについて 

・函館フットボールパーク条例の一部を改正する条例の制

定依頼に関し，議決を求めることについて 

H31.3.22 第３回定例会 （報告事項） 

・教職員の懲戒処分内申の結果について 

（議決事項） 

・学校職員の人事に関し，議決を求めることについて 

・函館市公民館条例施行規則の一部改正に関し，議決を求

めることについて 

・函館市亀田青少年会館条例施行規則の廃止に関し，議決

を求めることについて 

・函館市亀田交流プラザ条例施行規則の制定について，議

決を求めることについて 

・函館市亀田交流プラザ駐車場管理規則の制定について，

議決を求めることについて 

・函館フットボールパーク条例施行規則の一部改正に関

し，議決を求めることについて 

・函館市立学校の施設の開放に関する規則の一部改正に関

し，議決を求めることについて 
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H31.3.22 第３回定例会 ・函館市立磨光小学校・函館市立臼尻小学校・函館市立大

船小学校の統合方針の決定に関し，議決を求めることに

ついて 

・函館市立東小学校・函館市立石崎小学校の統合方針の決

定に関し，議決を求めることについて 

（付議案件種別内訳） 

ア 議案    ８０件 

  ・規則および規程の制定，改廃に関すること         …12件 

  ・職員の人事等に関すること                … 7件 

  ・附属機関の委員等の委嘱または任命に関すること      …19件 

  ・学校その他教育機関の敷地の設定および変更に関すること  … 5件 

  ・予算編成に関すること                  … 1件 

  ・教科用図書の採択に関すること              … 6件 

  ・事務の管理および執行の状況の点検および評価に関すること … 1件 

  ・教育予算その他市議会の議決案件に関すること       …18件 

  ・その他                         …11件 

イ 報告事項   ２９件 

   ・教育委員会関係予算の内示結果について          … 5件 

   ・教職員の懲戒処分内申の結果について           … 3件 

    ・その他                         …21件 

ウ その他報告事項 ３８件 
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２ 各種会議，研修会への参加 

  平成３０年度参加回数 １回・延べ３人 

年月日 内容 場所 出席委員 

H30. 8.21 平成30年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会 岩見沢市 教育長，須田委員，青田委員 

 

３ 所管施設訪問 

平成３０年度訪問回数２２回・延べ３０人 ※教育長単独での訪問を除く 

年月日 内容 場所 出席委員 

H30.4.16 地域学校協働本部について学校と面談 巴中学校 青田委員 

H30.5.2 巴中学校開校式 巴中学校 藤井委員，青田委員，教育長 

H30.5.26 千代ケ岱小学校運動会 千代ケ岱小学校 青田委員 

H30.5.28 戸倉中学校体育大会 戸倉中学校 藤井委員 

H30.6.7 青柳中学校開校式 青柳中学校 青田委員，教育長 

H30.9.28 戸倉中学校文化祭 戸倉中学校 藤井委員 

H30.10.13 弥生小学校学習発表会 弥生小学校 須田委員 

H30.10.27 金堀小学校閉校式 金堀小学校 須田委員，教育長 

H30.10.27 石崎小学校地域公開授業 石崎小学校 藤井委員 

H30.10.28 旭岡小学校地域公開授業 旭岡小学校 藤井委員 

H30.11.4 はこだて幼稚園閉園式 はこだて幼稚園 小葉松委員，教育長 

H30.11.10 高盛小学校閉校式 高盛小学校 小葉松委員，教育長 

H30.11.17 千代ケ岱小学校閉校式 千代ケ岱小学校 青田委員，教育長 

H30.12.1 亀尾小学校閉校式 亀尾小学校 藤井委員，教育長 

H30.12.11 
コミュニティ・スクールおよび地域協働

活動に関するヒアリング 
青柳中学校 青田委員 

H31.3.1 市立函館高等学校卒業式 市立函館高等学校 藤井委員 

H31.3.12 はこだて幼稚園卒園式 はこだて幼稚園 藤井委員 

H31.3.15 市立中学校卒業式 
深堀中学校 藤井委員 

銭亀沢中学校 小葉松委員 

H31.3.18 市立小卒業式 

柏野小学校 藤井委員 

湯川小学校 小葉松委員 

弥生小学校 須田委員 
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４ その他大会・行事等への参加 

平成３０年度参加回数１５回・延べ３０人 ※教育長単独での参加を除く 

年月日 内容 場所 出席委員 

H30.4.24 子育て教育に関わる保護者の学習会 函館市青年センター 青田委員 

H30.5.28 巴中学校体育大会 千代台公園陸上競技場 青田委員 

H30.6.10 中体連陸上大会 千代台公園陸上競技場 藤井委員，青田委員，教育長 

H30.6.29 子育て教育学習会 函館市青年センター 青田委員 

H30.7.1 函館マラソン２０１８ 千代台公園陸上競技場他 藤井委員，教育長 

H30.7.2 
中体連総合大会 

函館ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ 青田委員 

H30.7.3 千代台庭球場 青田委員 

H30.7.11 北の昆布展 市立函館博物館 須田委員 

H30.7.17 企画展「啄木の短歌～その変遷を辿る」 函館市文学館 須田委員 

H30.10.4～

5 
全国連合小学校長会全国大会 函館アリーナ 青田委員，教育長 

H30.10.14 函館市青少年芸術教育奨励事業授賞式 函館市芸術ホール 藤井委員，須田委員，教育長 

H31.1.11 市長による教育予算に関する意見聴取 市役所本庁舎 全教育委員，教育長 

H31.1.14 第71回函館市成人祭 函館アリーナ 小葉松委員，青田委員，教育長 

H31.2.11 フォーラム「子どもの貧困を考えるin函館」 函館市中央図書館 小葉松委員，青田委員 

H31.2.14 函館市スポーツ賞贈呈式 函館国際ホテル 須田委員，青田委員，教育長 

 

 

５ 条例・規則・訓令の制定状況 

区分 内容 件数 主な理由 

条例 制定 

 

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

８件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・函館市亀田交流プラザ条例の制定（函館市亀田交流プラザを設置す

るため） 

・函館市学校設置条例の一部改正（函館市立高盛小学校，函館市立千

代ケ岱小学校および函館市立金堀小学校を統合して函館市立大森

浜小学校を設置し，函館市立上湯川小学校および函館市立亀尾小学

校を統合して函館市立上湯川小学校を設置し，ならびに函館市立は

こだて幼稚園を廃止するため） 

・函館市立高等学校及び幼稚園教育職員の給与，勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の一部改正（教育職員の住居手当について，北

海道学校職員の給与に関する条例等の規定を準用することをやめ

て一般職の職員の給与に関する条例の定めるところによることと

するため） 

・函館市都市公園条例の一部改正（興行の目的で使用する場合の使用

料および利用料金の上限額について消費税等相当分を改定するた

め） 
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廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

・函館市公民館条例の一部改正（函館市亀田公民館を廃止するため） 

・函館市芸術ホール条例の一部改正（興行の目的で使用する場合の利

用料金の上限額について消費税等相当分を改定するため） 

・函館市学校給食共同調理場条例の一部改正（駒場小学校親子学校給

食共同調理場の廃止（単独校化），旭岡小学校親子学校給食共同調理

場の給食調理等を行う学校の変更のため） 

・函館フットボールパーク条例の一部改正（クレーサッカーグラウン

ドを廃止するため） 

・函館アリーナ条例の一部改正（興行の目的で使用する場合の利用料

金の上限額について消費税等相当分を改定するため） 

・函館市亀田青少年会館条例の廃止（函館市亀田青少年会館を廃止す

るため） 

規則 制定 

 

 

 

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止 

２件 

 

 

 

７件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

・函館市亀田交流プラザ条例施行規則の制定（函館市亀田交流プラザ

条例の施行に関し必要な事項を定めるため） 

・函館市亀田交流プラザ駐車場管理規則の制定（函館市亀田交流プラ

ザの駐車場の管理に関し必要な事項を定めるため） 

・市立函館高等学校学則の一部改正（生徒の定員を変更するため） 

・函館市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部改正（函

館市立大森浜小学校および函館市立上湯川小学校の通学区域を定

めるため） 

・函館市立幼稚園園則の一部改正（函館市立はこだて幼稚園の廃止す

るため） 

・函館市縄文文化交流センター条例施行規則の一部改正（引用条項に

係る規定を整備するため） 

・函館市公民館条例施行規則の一部改正（函館市亀田公民館を廃止す

るため） 

・函館フットボールパーク条例施行規則の一部改正（クレーサッカー

グラウンドを廃止し，および第１クラブハウスの供用期間を変更す

るため） 

・函館市立学校の施設の開放に関する規則の一部改正（学校統廃合に

伴い規定を整備し，および巴中学校を新たに開放校とするため） 

・函館市亀田青少年会館条例施行規則の廃止（函館市亀田青少年会館

を廃止するため） 

訓令 改正 １件 ・函館市立学校職員服務規程の一部改正（様式番号に係る規定を整備

するため） 
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６ 市民への情報提供および意見聴取の状況 

 （１）情報提供 

ア 平成 30年度に発行した主な刊行物 

・HAKODATEまなびっと広場講座ガイドブック 

・プチまなびっと 

・埋蔵文化財発掘調査報告書（日吉町 A遺跡） 

・埋蔵文化財発掘調査報告書（臼尻 A遺跡） 

・埋蔵文化財発掘調査概要報告書（大船 H遺跡） 

・いじめ撲滅啓発リーフレット 

・特別支援教育リーフレット 

・望ましい生活習慣・学習習慣形成に関する家庭啓発用ｸﾘｱﾌｧｲﾙ 

・平成３０年度函館市学習状況調査実施報告書 

・学校教育指導資料「すべての子どもの学びに向けて」 

・平成３０年度函館市学校教育推進の指針「アプローチ」 

・特別支援教育リーフレット 

 

1,400部（年２回） 

12,000部（年４回） 

300部  

300部  

300部  

21,000部  

2,000部  

2,000部  

500部  

1,800部  

1,800部  

2,000部  

 

イ 平成３０年度の主なホームページ掲載情報 

・教育委員会会議の開催予定および議事録について 

・教育委員会事務局の機構，業務内容について 

・函館の教育 2018 

・学校施設等の耐震化（2018年４月１日） 

・HAKODATEまなびっと広場  

・函館市文化賞   

・成人祭   

・函館市青少年芸術教育奨励事業   

・学校開放（文化開放）  

・社会学級    

・補助・助成金等情報   

・高齢者対象大学   

・放送大学函館学習室   

・はこだてカルチャーナイト   

・生涯学習リーダーバンク   

・公の施設利用者証 

・函館市教育委員会後援名義について   

・函館マラソンのオフィシャル応援団  

・市民会館休館･亀田福祉センター閉館に係る利用可能な施設   

・函館市文化芸術振興条例／函館市文化芸術の振興に関する基本方針 

・函館市社会教育委員の会議   

・函館市文化賞審議会 

・文化財の指定・登録等について 

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた取り組みと国内推薦候補への
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選定について 

・重要文化財旧函館区公会堂の保存修理工事について 

・函館市いじめ防止対策審議会について 

・平成３０年度函館市学校教育推進の指針「アプローチ」 

・平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果 

・函館市の学校給食（給食費，地場産物の活用，食材の産地，食材検査，給食レシピ） 

・通学路の安全対策 

・市立小・中学校の再編 

・函館市のコミュニティ・スクール（学校運営協議会） 

 

 （２）意見聴取 

    パブリックコメントの実施はありませんでした。 



  



 


